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近
世

の

パ

ス
ポ

ー
ト
体

制

i

紀
州
藩
田
辺
領
を
中
心
に
i

柴

田

純

近 世のパスポー ト体制

は
　

じ
　

め
　

に

　

近
世
の
行
旅
難
渋
者
対
策
は
、
従
来
、
幕
府
の
元
禄
元
年
令

(
一
六
八
八
年
)

に
は
じ
ま
り
、
享
保
十
八
年
令

(
一
七
三
三
年
)
、
同
二
十
年
令

(
一
七
三
五
年
)

で
若
干
の
修
正
が
な
さ
れ
、
明
和
四
年
令

(
一
七
六
七
年
)
に
い
た

っ
て
整
備

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

確
立
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　

し
か
し
、
前
稿

で
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
実
態
的
に
い
え
ば
、
元
禄

令
以
前
に
、
す
で
に
諸
藩
で
は
行
旅
難
渋
者
対
策
が
実
施
さ
れ
、
難
渋
者
の
村
送

慣
行
も
行
わ
れ
て
お
り
、
元
禄
令
は
宿
場

か
ら
の
半
強
制
的
な
遺
棄
を
禁
止
す
る

意
図
で
発
令
さ
れ
た
も

の
で
、
元
禄
令

に
対
し
て
、
例
え
ば
、
加
賀
藩
は
す
ぐ
さ

ま
宿
継
村
継
体
制
を
整
備
さ
せ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
十
八
世
紀
半
ば
頃
に
は
、

一

般

の
寺
社
参
詣
人
な
ど
が
往
来
手
形
を
携
帯
し
て
旅
立
つ
よ
う
に
な
り
、
明
和
令

に
い
た

っ
て

「
宿
継
村
継
」
規
定
と

「往
来
手
形
」
携
帯
規
定
と
が
結
合
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
右
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
元
禄
令
か
ら
明
和
令

に
い
た
る
幕

令
の
み
で
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
が

い
か
に
危
う
い
か
が

わ
か
る

の
で
あ

③る
。

　
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
ま
で
諸
藩
で
バ
ラ
バ
ラ
に
対
応

さ
れ
て
い
た
難
渋
者
対
策

は
、
明
和
令
で
宿
継
村
継
規
定
と
往
来
手
形
携
帯
規
定
と
が
合
体
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
以
降
、
難
渋
者
が
発
生
し
た
際
、
往
来
手
形
で
身
許
を
確
認
し
た
う

え
で
、
宿
継
村
継
に
よ

っ
て
国
元
ま
で
送
還
す
る
方
向
で
、
諸
藩

の
対
応
が

一
致

し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
明
和
令
は
そ
の
意
味
で
、
日
本
近
世
に
お
い
て
パ
ス

ポ
ー
ト

(往
来
手
形
)
体
制
を
開
始
さ
せ
た
法
令
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
従
来
の
パ
ス
ポ
ー
ト
研
究
で
は
、　
「
十
九
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー

ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

パ
で
は

(略
)
パ
ス
ポ
ー
ト
と
い
え
ば

国
内
用
パ
ス
ポ
ー
ト
が
大
半
で
あ
り
」
、

パ
ス
ポ
ー
ト
大
国
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
か
ら

「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

内
用
旅
券
と
外
国
用
旅
券
」
が
あ
り
、
国
内
用
旅
券
は
革
命
中
に

一
時
廃
止
さ
れ

る
が
、

一
七
九
三
年
二
月
に
は
復
活
し
、
以
後
二
十
世
紀
前
半
ま
で
廃
止
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
う
。

一
方
日
本
で
は
、
文
化
十

一

(
一
八

一
四
)
年
に
成

立
し
た
、

日
本
最
初
の
英
語
辞
典

『諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』
が
、

籬
の磬
○
含

を

　
ヲ
・ラ
イ
テガタ

ユル
シヂ
ヤ
ウ

⑦

「往
来
文
、
又
赦

書
」
と
表
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

当
時
の
日
本
で
は
、
往

来
手
形
が
パ
ス
ポ
ー
ト
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
往
来
手
形
と
宿

継
村
継

(以
後
、
村
送
と
略
称
す
る
)
を
セ
ッ
ト
に
し
た
近
世
の
行
旅
難
渋
者
救

1



窓史

済
体
嗣
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
は
名
実
と
も
に
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
と
表
現
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
に
述
べ
た
反
省
に
立

っ
て
、
本
稿
で
は
、
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制

の
成
立
と
展
開
か
ら
終
焉
ま
で
を
、
幕
府
中
心
で
は
な
く
地
域
社
会
に
視
点
を
据

え
て
把
え
直
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
幕
末
ま
で
を

一

貫
し
て
追
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
行
旅
難
渋
者
に
関
す
る
記
事
が
豊
富
に
掲
載
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

れ
た
史
料
群
を
も

つ
、
紀
州
藩
田
辺
領
を
中
心
に
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一　

行
旅
難
渋
者
の
実
態

1
　
事

例
紹

介

　
近
世
の
旅
人
は
、
旅
の
途
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
遭
遇
し
た
。
こ
こ
で
は
ま

ず
、
そ
う
し
た
実
態
の
い
く

つ
か
を
紹
介
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
難
渋
者
に
対
す

る
地
域
住
民

の
対
応
を
み
て
い
く
。

　

〔事
例

一
〕

　
　
同
六
月
晦
日
之
夜
、
高
原
村
よ
り
若
州
三
方
郡
金
山
村
次
郎
助
女
房

.
同
与

　
　
三
郎
女
房
、
右
二
人
之
内
次
郎
助
女
房
相
煩
申
由

二
而
、
駕
籠

二
乗
せ
当
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(昧
)

　
　
迄
参
候
高
原
村
権
兵
衛

・
半
助
と
申
者
二
人
参
候
故
、
吟
吟
致
候
処

ユ
、
此

　
　
病
人
那
智
山
よ
り
相
煩
、
其
上
高
原
坂

ユ
而
落
馬
仕
、
弥
気
色
悪
敷
御
座
候

　
　

二
付
、
片
時
も
早
ク
田
辺

へ
参
、
医
者
衆
頼
養
生
致
度
由
申

二
付
、
駄
賃
取

　
　
為
乗
参
候
由
申
候
、
右
二
人
之
女

二
口
上
書
為
致
、
其
趣
瀬
兵
衛
様

へ
申
上

　
　
候

ヘ
ハ
、
病
人
に

ハ
医
者
ヲ
付
養

生
仕
様

二
被
仰
付
、
宿
下
長
町
与
兵
衛
隠

　
　
居
所

二
居
申
候
、
則
木
村
又
玄
療
治
被
致
候
、
同
二
日
大
病
老
女
故
気
色
指

　
　
重
り
、
同
日
未
ノ
刻
相
果
申
候
、
同
暁
御
歩
行
目
付
田
村
助
大
夫
殿

。
小
頭

　
　
山
本
伝
左
衛
門
井
下
目
付

・
大
年
寄
参
、
死
骸
相
改
、
同
行
与
三
郎
女
房

.

　
　
宿
与
兵
衛

口
書
為
致
、
丼
着
類
諸
道
具
相
改
書
付
差
上
ケ
申
候
、
同
三
日
四

　
　
ツ
時
分
禅
宗
湊
福
寺
江
土
葬
仕
候
、
明

ル
四
日
之
朝
与
三
郎
女
房

当
地
罷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
立
、
其
節
遣
銭
三
百
文
被
下
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(表
1
の
一
七
)

　
右

の
事
例
は
、
元
禄
三

(
一
六
九
〇
)
年
六
月
晦
日
、
若
狭
金
山
村
か
ら
参
詣

に
来
て
い
た
老
女
二
人
の
う
ち

一
人
が
、
熊
野
那
智
大
社
で
病
気
に
な
り
、
中
辺

路
を
通

っ
て
田
辺
に
向
か
う
途
中
、　
「高
原
坂
」
で

「
落
馬
」
し
た
た
め
、
高
原

村
で
駕
籠
を
雇
い
、

田
辺
ま
で
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

田
辺
の
町
方
で

は
、
老
女
二
人
か
ら
そ
の
旨
の

「
日
上
書
」
を
と
り
、
す
ぐ
さ
ま
田
辺
の

「
御
奉

行
」
堀
瀬
兵
衛

へ
上
申
し
、　
「
医
者
ヲ
付
養
生
」
さ
せ
よ
と
の
命

に
よ
り
、
順
礼

の
旅
籠
町
で
あ
る
下
長
町
の

「与
兵
衛
隠
居
所
し
に
滞
留
さ
せ
、
医
師
木
村
又
玄

に

「
療
治
」
さ
せ
た
。
し
か
し
、
次
郎
助
女
房
は
、　
「
大
病
」
か
つ

「老
女
」
の

た
め
、
治
療
の
甲
斐
な
く
二
日
未
明
に
死
去
し
た
。
こ
の
あ
と
、
歩
行
目
付
、
小

頭
、

下
目
付
、

お
よ
び

田
辺
城
下

の
大
年
寄
が
死
骸
検
分
を
行
な
い
、
同
行
の

「与
三
郎
女
房
」
と

「
宿
与
兵
衛
」
か
ら

「
口
書
」
を
と
り
、
着
類
な
ど
を
改
め

て
、
翌
三
日
湊
福
寺
に
土
葬
し
た
。
そ
し
て
、
翌
四
日
に
は
、
与
三
郎
女
房
が

一

人
、　
「銭
三
百
文
」
の
わ
ら
じ
銭
を
領
主
か
ら
与
え
ら
れ
国
元

へ
出
立
し
た
。

　
病
人
が
田
辺

に
到
着
後
、

ス
ム
ー
ズ
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
場
合
の
対
応
策
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右

の
よ
う
な

対
応
策
は
、
そ
の
後
も
細
部
に
若
干

の
変
更
が
あ
る
も
の
の
、
大
筋
で
は
変
化
す

る
こ
と
な
く
幕
末
ま
で
つ
づ

い
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
医
者
の
加
療
は
、

幕
府
か
ら
指
示
が
出
さ
れ
る
元
禄
元
年
以
前

に
、
す
で
に
天
和
元

(
一
六
八

一
)

年
の
段
階
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
同
年
八
月
に
は
、
次
郎
助
女
房

の
子
が
田
辺
に
御
礼
に
来
て
い
る
。
次

2



近世の パスポー ト体制

の
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　

同
八
月
三
日
之
暁
、
若
州
三
方
郡
金
山
村
次
郎
助
子
久
右
衛
門
と
申
者
、
下

　
　
長
町
与
兵
衛
方
迄
参
候
、
是

ハ
去

ル
七
月
二
日
次
郎
助
女
房
当
地

二
而
相
果

　
　
申

二
付
、
同
行
与
三
郎
女
房
若
州

へ
戻
り
様
子
申
聞
せ
候
故
、
礼
之
為
参
候

　
　
由
、
則
丁
内

へ
礼

ヲ
申
、
翌
四
日

二
宿
与
兵
衛
同
道
仕
湊
福
寺

へ
参
詣
、
墓

　
　
　

(小
力
)

　
　
所

へ
少
キ
石
塔
ヲ
立
月
盃
を
上
ケ
住
持
廻
向
被
致

候
、
同

日
当

地
ヲ
罷
立

　
　
候
、
同
五
日
右
久
右
衛
門
参
候
様
子
、
書
付
上
ケ
申
様

二
被
仰
付
、
下
長
町

　
　
年
寄
権
右
衛
門
書
付
差
上
ケ
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(表
1
の
一
七
)

　
次
郎
助
女
房

の
子
久
右
衛
門
が
、
同
行
の
与
三
郎
女
房
か
ら
事
情
を
聞
き
、
御

礼
か
た
が
た
田
辺
に
参
上
し
、
世
話
に
な

っ
た

「
丁
内

へ
礼
」
を
述
べ
、
墓
所
に

「石
塔
ヲ
立
月
盃
を
上
ケ
」、

母
親

の
供
養
を
行
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

領
主

が
こ
の
間
の
事
情
を
町
年
寄
に
書
付
を
も

っ
て
上
申
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
右
の
例
は
、
遭
難
し
た
人
物
が
田
辺
か
ら
比
較
的
近
距
離
の
若
狭
の
住

人
で
あ

っ
た
た
め
、
息
子
が
直
接
田
辺
ま
で
出
向
き
、
御
礼
と
母
親
の
供
養

に
参

上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
遠
距
離
の
場
合

は
、
お
お
む
ね
手
紙
で
の
御
礼
が

一
般
的

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
後
日
に
な

っ
て
わ
ざ
わ
ざ
御
礼
の
た
め
田
辺
に
立
ち
寄
る

場
合
も
み
ら
れ
た
。

　
　
同
月
廿
六
日
、
本
町
三
郎
太
夫
所

二
、
奥
州
岩
城
泉
村
之
順
礼
同
行
九
人
内

　
　
左
藤
清
八
と
申
者
相
煩
、
目
良
新
斎
療
治

二
而
得
快
気
候

二
付
、
同
廿
八
日

　
　

二
罷
立
候
、
口
上
書
為
致
取
置
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　(
表
1
の

一
一
)

　
右
の
記
事
は
、
元
禄

二
年
六
月
、
陸
奥
菊
多
郡
泉
村
の
順
礼
が
、
病
気
の
た
め

田
辺
で
加
療
し
、
快
気
出
立
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三
年
後

の
元
禄
五
年

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(菊
力
)

　
　

六
月
廿
四
日
、
奥
州
留
田
郡
泉
村
佐
藤
伝
吉

・
同
伝
七
、
四
年
以
前
下
長
町

　
　

万
兵
衛
所

二
而
相
煩
候
平
八
と
申
も
の
兄
弟

二
弼
、
御
礼
に
参
候
由
申
来
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(表
1
の
一
一
)

と
あ
り
、
さ
ら
に
、
享
保
元

(
一
七

一
六
)
年
六
月
の
記
事
に
も
、

　
　

同
廿
六
日
、
奥
州
岩
城
泉
村
佐
藤
勘
兵
衛
と
申
者
、
当
五
月
廿
三
日
国
元
出

　
　

立

二
て
当
地

へ
参
着
、
右

ハ
弐
拾
八
年
巳
前
相
煩
申
候
清
八
が
た
め

二
甥
之

　
　
由
、
其
節
之
御
礼
申
上
候
と
の
事

二
て
出
　
　
　
　
　
　

(
表
1
の

=

)

と
あ
る
。
二
つ
め
の
史
料
は
名
前
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
が
同

一
人
物
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。

他
国
で
世
話
に
な

っ
た
こ
と
が
、

家
族
や
親
類
中
に
長
く
語
り
つ
が

れ
、
三
十
年
近
く
経
た
後
に
、
御
礼
の
た
め
わ
ざ
わ
ざ
田
辺
に
立
ち
寄

っ
た
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
右
の
事
例
が
例
外
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
、
も
う

一

つ
近
世
後
期
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
天
保
三

(
一
八
三
二
)
年
四
月
、
常
陸
国
筑
波
郡
市
野
深
村
利
兵
衛
は
、
田
辺

領
芝
村
で
病
気
の
た
め
歩
行
困
難
に
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、
村
送
を
願
い
出
て
許

さ
れ
、
国
元
ま
で
村
送
と
な
り
、
西
ノ
谷
村
か
ら
次
村

へ

「
送
り
出
」
の
途
中
、

病
気
が
重
く
な
り
、

西
ノ
谷
村
で
病
気
治
療
も
む
な
し
く
死
去
し
た
。
利
兵
衛

は
、
文
政
十

一

(
一
八
二
八
)
年

に

「
諸
国
神
社
仏
閣
拝
礼
」

に
旅
立

っ
て
お

り
、
そ
の

「道
中
之
労

二
蒲
」
病
死
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
西
ノ
谷
村
で
は
、
利

兵
衛
の
死
後
、
す
ぐ
さ
ま
領
主

へ
報
告
し
、
禅
宗
の
法
輪
寺

に
頼
み
、
同
村
墓
所

へ

「仮

二
埋
葬
」
し
、
同
人
親
類
中
に

「
本
葬
之
営
」
を
求
め
て
、
利
兵
衛

の
在

所
役
人
中
宛
に
書
状
を
送

っ
た
。
そ
の
後
六
月
二
十
日
に
、
市
野
深
村
庄
屋

の
礼

状
を
携
え
て
、
利
兵
衛
の
親
類
両
名
が
西
ノ
谷
村

に
来
村
、
世
話
に
な

っ
た
御
礼

と
仮
葬
し
た

「
万
福
寺
墓
所
」
で
の

「法
事
し
を
行
な
い
、
七
月
二
十
九
日
に
国

元

へ
出
立
し
た

(表

1
の
二
七
六
)。
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史

　
さ
て
、
そ
れ
か
ら
二
十
数
年
を
へ
た
安
政
三

(
一
八
五
六
)
年
二
月
七
日
の
記

事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
去

ル
天
保
三
年
辰
四
月
、
西
ノ
谷
村

二
而
病
死

い
た
し
候
常
州
筑
波
郡
谷
原

　
　
領
市
野
深
村
利
兵
衛
追
善
之
為
、
同
人
親
類
同
所
四
兵
衛

・
庄
右
衛
門

.
久

　
　
蔵

・
利
兵
衛
右
四
人
之
者
、
万
福
寺
墓
所

へ
参
詣
仕
度
由

二
而
、
夜
前
庄
屋

　
　
寺
嶋
嘉
兵
衛
所

へ
罷
越
候

二
付
、
暫
滞
留
為
仕
度
段
断
出
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(表
1
の
二
七
六
)

　
す
な
わ
ち
、
利
兵
衛
の
親
類
四
人
が
、
利
兵
衛
の

「追
善
之
為
」
に

「墓
所

へ

参
詣
」
に
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
四
人
は
、
伊
勢
参
宮
な
ど
の
参
詣
の

旅

に
出
、
そ
の
途
中
田
辺
に
立
ち
寄

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
当
時

の
人
々
の
時
間
感
覚
の
長
さ
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

〔事
例
二
〕

　

次
に
長
崎
諏
訪
町

へ

「
出
店
」

し
て
い
た
、

肥
前
国
高
瀬
郡
茂
木
村

の
佐
平

(
四
三
歳
)
・
み
つ

(
三
二
歳
)
夫
婦
の
場
合
を
み
て
い
こ
う
。

両
人
は
、

宝
暦

十
二

(
一
七
六
二
)
年
二
月
十
五
日
に
、
十
月
ま
で
の
有
効
期
限
が

つ
い
た
往
来

手
形
を
庄
屋
か
ら
も
ら
い

「
四
国
西
国
し
順
礼
に
出
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
佐
平

が
閏
四
月
十
日
ご
ろ
か
ら

「伊
勢
路
汐
相
煩
」
い
、

「
道
々
養
生
」
し
な
が
ら
熊

野
本
宮
で

「
薬
用
」
す
る
も
効
果
が
な

い
ま
ま
、
六
月
九
日
田
辺
下
長
町
に
到
着

し
た
。

　

町
方
で
は
、　
「
病
気
大
切

二
相
見

へ
」
、
番
野
又
玄

・
徳
田
道
積

・
目
良
新
斎

と
い

っ
た
医
師
衆
に
み
せ
た
が
、

「病
症
腸
満
之
由
」
に
て
、
い
ず
れ
も

「
薬
も

難
出
」

と
申
す
た
め
、

田
辺
大
年
寄

玉
置
惣
右
衛
門
が

町
奉
行
所

へ
報
告
し
、

「猶
以
薬
給
さ
せ
不
申
候
而
ハ
難
指
置

」
と
の
奉
行
所
の
意
向
を
う
け
、
再
度
目

良
新
斎
に
頼
ん
で
服
薬
さ
せ
、

「
少
々
快
模
様
」
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
十
五
日

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(み
つ
)

　
　

雪
隠

へ
参
度
申

二
付
、
私
共
手
を
引
参
、
用
事
調

へ
井
戸
端

二
而
手
を
洗
度

　
　
申

二
付
、
私
水
を
か
け
可
申
と
手
を
は
な
し
候
処
、
手
を
洗
申
迚
井
筒

へ
こ

　
　
け
懸
り
申

二
付
、
直

二
と
ら

へ
申
候
得
と
も
、
女
の
手
先

二
候

ヘ
ハ
手

二
余

　
　
り
こ
け
込
申
候

二
付
、
声
を
立
候

ヘ
ハ
、
宿
夫
婦

の
衆

ハ
勿
論
、
近
所
汐
追

　
　
々
御
駈
着
被
下
、
早
速
御
引
上
被
下
、
医
者
衆
御
呼
向
被
下
、
猶
又
針
医
等

　
　
迄
療
治
無
残
方
御
世
話
被
下
候
得
共
、
終

二
養
生
不
相
叶

(
表
1
の
六
四
)

翌
日
死
去
し
て

し
ま

っ
た
。

そ
の
後
、

下
目
付
二
名
、

町
奉
行
所
小
頭
、

大
庄

屋
、
大
年
寄
三
名
が
立
会

い
、
死
骸

の
検
死
が
行
な
わ
れ
、

一
向
宗
正
覚
寺
旦
那

の
た
め
、

一
向
宗
浄
行
寺

に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
同
時
に
、
宿
の
夫
婦
、

近
所
の
者
八
名
、

さ
ら
に
医
師
四
名

か
ら
そ
れ
ぞ
れ

「
ロ
書
」
が
と
ら
れ
て
い

る
。
み
つ
の

「
ロ
上
」
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
此
度

ハ
不
慮
之
儀

エ
付
段
々
御
苦
労

二
罷
成
り
、
其
上
女
之
独
り
旅

二
候
得

　
　
者
、
若
国
元

へ
帰
り
申
品

二
候

ハ
・
人
御
付
可
有
之
由
、
被
為
入
御
念
被
仰

　
　
聞
難
有
奉
存
候
、
夫
ト
佐
平
病
中
申
候

ハ
、
た
と

へ
拙
者
相
果
候
共
、
打
残

　
　
し
候
札
所
打
納
、
国

へ
帰
り
申
様

二
、
と
夫
レ
の
、・・申
置
候
、
夫
ト
之
遺
言

　
　

二
御
座
候

ヘ
ハ
、
何
と
そ
札
を
納
申
度
奉
存
候
、
御
人
御
添
被
下
候
義

ハ
幾

　
　
重
に
も
御
用
捨
可
被
成
下
候
、
万
端
無
残
方
御
気
付
被
下
難
有
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(表
1
の
六
四
)

「
女
之
独
り
旅
」
を
気
遣
う
役
人
ら
の
様
子
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
夫
ト

之
遺
言
」
を
守
り
、　
「
残
り
札
納
」
の
旅
を
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
気
丈
な
み
つ
の

意
志
が
よ
く
わ
か
る
。

　
七
月

一
日
に
は
、
み
つ
が
、　
「
私
つ
か
れ
も
快
」
く
、　
「道
中

二
而
も
国
連
」

が
あ
ろ
う
し
、　

「国
許

二
而

ハ
日
限
り
」
も
あ
る
か
ら
と
、
出
立
を
願
い
、
同
日

4
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奉
行
所
の
許
可
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
奉
行
所
か
ら
、　
「金
子
弐
歩
」
の

「心
付
し

と
、　

「国
元
迄
人
付
送
り
可
申
」
と
の
申
渡
が
あ

っ
た
が
、
み
つ
は
再
度

「
夫
ト

之
遺
言
」
を
く
り
返
し
、　
「路
銀
用
意
仕
候
而

ハ
道
中
気
苦
労

二
存
候

ヘ
ハ
」
と

辞
退
し
、　
「鳥
目
五
百
文
し

の

「わ
ら
じ
銭
」
も

「
二
百
文
」
の
み
受
取
る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
下
長
町
年
寄

の

「
心
付
」
や

「
外
汐
も
段
々
哀
と
お
も

ひ
付
五
十
文
百
文
或

ハ
壱
匁
弐
匁
宛
遣

し
申
」

し
、
み

つ
も

「御
志
」

と

「申

請
」
、
結
局

「銭
高
弐
拾
匁
余
」
を
受
取
り
、
翌
二
日
に
出
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

翌

宝
暦
十
三
年

一
月
二
十
六
日
付
、

み
つ
の
礼
状

(表
1
の
六
四
)

に
よ
れ

ば
、　
「
残
札

一
々
二
尋
廻
り
」
、　
「
相
納
」

め
、　
「
女
之
道
」
ゆ
え

「漸
九
月
十

九
日
下
着
」
し
た
と
い
う
。

　
右

の
記
事
か
ら
は
、
夫
佐
平
の
不
慮
の
死
に
も
め
げ
ず
、
ま
た
地
域
社
会
の
援

助
に
甘
え
る
こ
と
も
な
く
、
佐
平
の
遺
志
を
見
事

に
や
り
遂
げ
た

一
人
の
女
性
の

姿
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
ま
た
佐
平

の
遺
志
か
ら
は
、
当
時
の
人
々
が
社
寺

参
詣
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
思
い
を
懐
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

〔事
例
三
〕

　
最
後
に
、
田
辺
の
住
民
が
信
州
で
困
難

に
遭
遇
し
た
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ

う
。

　
寛
政
十
二

(
一
八
〇
〇
)
年
三
月
二
日
、
江
川
浦
の
久
太
郎
妻
と
め
、
吉
五
郎

母
き
ん
、

長
大
夫
母
は
る
、

長
大
夫
妹

は
ん

(
一
八
歳
)

の
四
人
は
、　
「
抜
参

宮
」
し
、
さ
ら
に
信
州
善
光
寺

へ
向
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
月
十
二
日
か
ら
は

ん
が
病
気
に
な
り
、
同
月
十
六
日
信
州
矢
代
宿
柳
屋
源
之
助
方
で
重
く
な
り
、
そ

の
ま
ま
宿
泊
、
医
師
柿
崎
通
丹
の
治
療
を
う
け
十
日
間
滞
留
し
た
が
、
本
復
の
見

通
し
な
く
、
同
月
二
十
四
日
に
、
き
ん
と
と
め
は
同
所
を
出
立
、
閏
四
月
十
三
日

に
帰
着
し
た
。

一
方
、
は
ん
の
病
気
が
快
復
に
向
か
う
と
、
は
る
が
閏
四
月
二
日

か
ら
病
気
に
な
り
、
同
月
十
三
日
に
養
生
叶
わ
ず
死
去
し
て
し
ま

っ
た
。

　

そ
の
後
、
柳
屋
源
之
助
か
ら

「
は
ん
迎

二
参
候
様
」
に
と
い
う
久
太
郎

・
吉
五

郎
宛
書
状
が
、
五
月
十

一
日
に
届
い
た
。
親
類
中
で
は
、　
「
入
料
多
時

ハ
偏
成
我

々
難
儀
仕
」
、

つ
ま
り
、
養
生
代
な
ど
出
費
が
重
な

っ
て
は
難
儀
と
考
え
、
同
行

に
承
り
、　
「
は
る
病
死
之
書
状

ハ
参
着
不
仕
旨
可
申
」
と
、
相
手
の
動
向
に
警
戒

し
な
が
ら
、　
「
は
ん
伯
父
松
右
衛
門

・
は
ん
兄
長
大
夫
」
が
十
三
日
に
出
立
、
同

二
十
六
日
に
源
之
助
方

へ
参
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
源
之
助
方
は
、

　
　

地
士

ニ
テ
大
家
と
相
見
中
々
賤
心
配

二
及
間
敷
、
白
地

二
五
月
十

一
日
御
状

　
　

相
届
候

二
付
、
不
取
敢
右
御
礼
旁
は
ん
迎

二
参
候
と
申
述
候
処
、
遠
方
能
参

　
　

候
と
申
、
両
人
病
中
汐
は
る
病
死

二
至
迄
長
々
之
委
細
、
医
師
中
人
参
剤

二

　
　

て
手
を
尽
候
様
子
承
り
、
は
る
死
後
別
て
入
念
候
取
計

二
て
、
隣
家
之
人
々

　
　

共
四
五
人
源
之
助

へ
之
附
合

二
て
、
い
つ
れ
も
上
下
用
葬
送
仕
、
源
之
助
旦

　
　

那
寺
生
蓮
寺

ハ
遠
方
故
法
花
寺

へ
葬
、
生
蓮
寺
住
持
引
導
被
致
候
由
、
仍
之

　
　
挨
拶
仕
諸
入
用
之
員
数
承
り
候
処
、
其
義
心
扱

二
不
及
と
申

二
付
、
金
三
歩

　
　
指
出
候
処
、

は
る
病
中

二
源
之
助
之
隠
居
工
風

二
て
、

泊
旅
人

へ
志
を
貰

　
　
置
、
其
銀
銭
を
金
三
歩

へ
差
加

へ
、
寺
医
師
手
伝
人

へ
之
謝
礼
相
済
呉
、
四

　
　
十
弐
文
過
仕
候
旨
承
申
候
、

は
ん
病
中

ニ
ハ
、

は
る
源
之
助
方
之
綿

を
く

　
　
り
、
は
ん
滞
留
中
麦

二
な
し
仕
、
奉
公
人
同
前

二
恩
を
可
報
心
に
働
キ
、
家

　
　
内
懇

に
仕
候
、
長
大
夫
義

ハ
源
之
助
、・
人
を
付
、
大
庄
屋
元
井
所
役
人
中
隣

　
　
家

へ
礼

二
為
廻
、
猶
又
は
ん
連
帰
候
趣
書
附
候
よ
し
、
両
人
無
筆
故
認
呉
、

　
　
爪
印
仕
候
、

右
之
通
源
之
助

親
子
深
切

二
致
呉
候

二
付
、

酒
肴

進
度
候

へ

　
　
共
、
不
案
内
故
、
南
鐐
弐
片
包
水
引
懸
遣
候
処
、
受
取
呉
候

二
付
、
同
廿
八

　
　
日
彼
地
出
立
仕
、
当
月
十
二
日
罷
帰
申
候
段
申
出
候
　
　

(表
3
の

一
〇
)

と
、
不
安
な
気
持
で
は
ん
を
迎
え
に
行

っ
た
長
大
夫
ら
の
心
配
は
は
つ
れ
、
病
人
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の
世
話
か
ら
死
後
ま
で

「
手
を
尽
」

し
、

入
用
の
こ
と
ま
で

「
工
風
」
す
る
な

ど
、

源
之
助
親
子
は
ま
こ
と
に

「
深
切

二
致
呉
」、

は
る
や
は
ん
も

「
奉
公
人
同

前
」
に
働
き
、
そ
の
恩
に
報
い
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

一
方
、
矢
代
宿
の
名
主

・
年
寄

・
問
屋

か
ら
江
川
浦
平
野
丁
御
役
人
中
宛
書
状

が
、
別
便
で
六
月
三
日
に
届
き
、
長
大
夫
ら
の
報
告
を
聞

い
て
、
同
月
二
十
日
、

江
川
浦
庄
屋
か
ら
矢
代
宿
名
主
ら

へ
礼
状
が
送
ら
れ
て
い
る

(表
3
の

一
〇
)
。

　
右

の
記
事
か
ら
、
田
辺
領
以
外
の
地
域

で
も
、
行
旅
難
渋
者
に
対
し
て
、
暖
か

い
心
遣

い
が
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2

田
辺
領
か
ら
み
た
難
渋
者
の
実
態

　
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
な
行
旅
難
渋
者

は
、
近
世
を
通
じ
て
ど
の
く
ら
い
の
数
に

の
ぼ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
辺
領
で

の
難
渋
者

の
実
数
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題

に
接
近

し
て
み
よ
う
。

　
表
1
は
、

『
田
辺
町
大
帳
』、

『
田
辺
万
代
記
』、

『紀
州
田
辺
御
用
留
』
を
素

材
に
し
て
、
田
辺
領
内
で
困
難
に
遭
遇

し
た
他
藩
領

の
難
渋
者

の
事
例
を
年
代
順

に
並
べ
た

一
覧
表
で
あ
る
。
前
節
で
と
り
上
げ
た
よ
う
な
多
量

の
情
報
を
簡
潔
な

記
述
に
し
た
た
め
、
個
々
の
事
例
の
内

容
は
具
体
性
を
欠
く
が
、
全
体
の
様
子
は

あ
る
程
度

つ
か
め
る
か
と
思
う
。
旅
人
名
欄
の
同
行
者
中

の
括
弧
内
は
難
渋
者
本

人
を
さ
し
、
数
字
は
年
齢
で
あ
る
。
旅

の
目
的
欄

は
史
料
中

の
文
言
に
多
く
従

っ

た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
順
礼
で
あ
る
。
備
考
欄
は
、
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
た
め
か
な

り
恣
意
的
に
記
述
し
、
必
ず
し
も
情
報
が

一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
最
後

の
欄

に
丸
印
が
あ
る
も
の
は
、
村
送
さ
れ
た
こ
と
を
さ
す
。
表
1
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
紀
州
藩
田
辺
領
で
は
、
村
送
が
天
明
五

(
一
七
八
五
)
年
以
降
に
開
始

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
翰
・
な
お
・
村
誉

関
し
て
は
・
次
章
以
下
で
詳
し
く
考
察

す
る
。

　
表
2
は
、
表
1
と
同
様
の
史
料
を
素
材
に
し
て
、
紀
州
藩
の
領
民
が
自
国
内
で

困
難
に
遭
遇
し
た
事
例
を
年
代
順
に
並
べ
た

一
覧
表
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
領

の
出
身
者
が
、
田
辺
領
外
の
紀
州
藩
領
で
困
難
に
直
面
し
た
り
、
田
辺
領
外
の
紀

州
藩

の
出
身
者
が
、
田
辺
領
内
で
困
難
に
直
面
し
た
事
例
を
集
め
て
い
る
。
そ
れ

以
外

に
つ
い
て
は
表
1
と
同
様
で
あ
る
。

　
表
3
は
、
表

1
と
同
様

の
史
料
を
素
材
に
し
て
、
紀
州
藩
の
領
民
が
他
藩
領
で

困
難
に
直
面
し
た
事
例
を
年
代
順
に
並
べ
た

一
覧
表
で
あ
る
。
田
辺
領
出
身
者
が

多
い
が
、
田
辺
領
を
通
過
す
る
際

に
問
題
が
お
こ
る
な
ど
、
田
辺
領
外
の
出
身
者

の
事
例
も
若
干
み
ら
れ
る
。
な
お
、
表
1

・
2

・
3
は
、
大
部
に
な
る
の
で
、
注

記
の
あ
と
に

一
括
し
て
掲
載
し
た
。

　

さ
て
、
表
4
は
、
表
1
と
表
2
の
う
ち
出
身
国
が
判
明
す
る
分
に
つ
い
て
、
旧

国
名
別
に
そ
の
件
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
旧
国
名
で
該
当
者
が
い
な
い
の

は
、
安
房
、

志
摩
、

佐
渡
、

河
内
、

土
佐
、
筑
後
、
日
向
、
薩
摩
、
大
隅
、
壱

岐
、
対
馬
で
、
琉
球
や
蝦
夷
も
該
当
者
が
い
な
い
。
薩
摩
藩
や
土
佐
藩

の
よ
う
な

大
国
に
該
当
者
が
い
な
い
の
は
、
両
藩
が
領
外

へ
の
参
詣
を
厳
し
く
制
限
し
て
い

た
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
日
本
列
島
の
北
か
ら
南
ま
で
、
該
当
件
数
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

ん
ど
の
地
域
出
身
者
が
田
辺
領
で
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
紀
州
藩
は
、
中
世
か
ら
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
た
熊
野
三
山
を
領

内
に
も

っ
て
い
た
。
ま
た
、
那
智
山
青
岸
渡
寺
は
、
西
国
三
十
三
所
の
第

一
番
札

所
で
も
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
東
国
か
ら
の
参
詣
者
は
、
伊
勢
参
宮
の

あ
と
熊
野

へ
廻
り
、
中
辺
路
を
通

っ
て
田
辺

へ
出
、
奈
良
や
大
坂
な
ど

へ
向
か
う

場
合
が
多
か

っ
た
。
ま
た
西
国
か
ら
の
参
詣
者
は
、
大
坂
か
ら
田
辺
を
通
り
、
熊

6



近 世のパス 　゚ ト体制

表4　 旧国名別難渋者件数一覧

}旧 国 名 件 数　 備　 　 考

陸　　　奥 1

東 出　　　羽 4

陸　　　中 2

山 陸　　　前 2

磐　　　城 4

道 岩　　　代 6

下　　　野 6

上　　　野 5

信　　　濃 10

飛　　　騨 4

美　　　濃 17

近　　　江 4

常　　　陸 7

菓 下　　　総 2

上　　　総 2

海 安　　　房 0

武　　　蔵 19 江戸12を 含む

道 相　　　摸 工

甲　　　斐 3

駿　　　河 1

伊　　　豆 3

遠　　　江 6

三　　　河 10

尾　　　張 8

伊　　　勢 12

伊　　　賀 1

志　　　摩 0

越　　　後 10

北 佐　　　渡 0

越　　　中

海1能 　 登

瞬 　 　賀

㌔ 馨 農
　 　 i

6

1

3

3

6

ミ

1山 　　 　城 12 京都9を 含む

畿
　
　
内

大　　　和

河　　　内

和　 劇
摂　 則

7

0

G

24　 大坂19を 含む

1　 旧 国矧 件 劃 備　 　 考
播　　　磨 12

山 美　　　作 2

備　　　前 1

陽 備　　　中 4

備　　　後 3

道 安　　　芸 2

周　　　防 1

長　　　門 2

丹　　　波 3

山 丹　　　後 6

但　　　馬 2

陰 因　　　幡 1

伯　　　耆 1

道 出　　　雲 10

石　　　見 4

隠　　　岐 1

南
紀　　　伊

淡　　　路

73

4

他藩領での難渋者は除く　 　 　 　 「

海 阿　　　波 3

讃　　　岐 6

道 伊　　　予 5

土　　　佐 0

ノ:k　　　　　　　　...
11[　 　 　 　 馴 3

西 筑　　　後 0

鮭勲　　　　　ムム
出 　　　　琶1亅 1

海 豊　　　後 6

1 肥　　　前 4

劃 肥　 後し

7

!田　 　　向

睡 ・大剛

0

0
「

1壱岐・矧 ・i

隊 　 球i・1

陟　 剣 ・1

但 し,旧 国名が判 明す る分のみ。
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窓史

野
を

へ
て
伊
勢

へ
抜
け
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
田
辺

領
を
通
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、
田
辺
領
内
で
の
難
渋
者
が
多
く
な

っ
た
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
参
詣
者
が
田
辺
を
通
過
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
詳
し
い
こ
と
は
不
明
だ
が
、
次
の
二
つ
の
史
料
か
ら
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
享
保
元

(
一
七

一
六
)
年

の

『
田
辺
町
大
帳
』
の
記
事
で
、　
「
六
月

廿
四
日
晩
♂
同
廿
九
日
晩
迄
、
順
礼
田
辺
泊
り
之
分
四
千
七
百
七
拾
六
人
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
六
日
分
な
の
で
、

一
日
あ

た
り
七
九
六
人
と
な
る
。
も
う

一
つ
は
、

元
文
三

(
一
七
三
八
)
年

の

『
田
辺
町
大
帳
』
の
記
事
で
、　
「
六
月
廿
六
日
夜
汐

翌
廿
七
日
朝
迄
大
風
雨
洪
水
」
に
な

っ
た
た
め
、
田
辺
城
下
に
宿
泊
し
て
い
た
順

礼
七

一
八
人
が
海
蔵
寺

・
湊
福
寺

・
松
雲
寺
に
避
難
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
右

の
二
つ
の
記
事
か
ら
、
十
八
世
紀
前
半

の
時
点
で
、
六
月
後
半
に
は
、
田
辺
城
下

に

一
日
に
七
〇
〇
人
強
の
順
礼
が
宿
泊
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
前
者
の
記
事
の
前
に
、　
「
六
月
廿
八
日
順
礼
大
通

二
候
」
と
あ
る
よ

う
に
、
六
月
後
半

の
こ
の
時
期
は
、
順
礼
が
例
年
最
も
多
く
な
る
頃
で
、
六
月
以

外
の
月
に
毎
日
七
〇
〇
人

も
の
宿
泊
者
が

あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
仮

に
、

一
日
平
均
七
〇
〇
人
の
順
礼
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

一
年
に
二
五
万
五
五
〇

〇
人
と
な
る
。

一
日
平
均
三
〇
〇
人
と
す
れ
ば
、

一
年
で

一
〇
万
九
五
〇
〇
人
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
の
記
事
は
、
十
八
世
紀
前

半
の
こ
と
で
、
旅
人
の
数
が
ピ
ー
ク
を
迎

え
る
十
九
世
紀
前
半
に
比
べ
る
と
、
順
礼
総
数
は
か
な
り
下
回

っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の

田
辺
城
下
に
は
、
少
な
く
と
も
年
間

一
〇
万
人
前
後

の
順
礼
が
宿
泊
し
た
と
推
定

で
き
よ
う
。

　
ち
な
み
に
、
表
1
は
、
天
和
元

(
一
六
八

一
)
年
か
ら
慶
応
二

(
一
八
六
六
)

年
ま
で

一
八
五
年
間
分
な
の
で
、
年
間
平
均

一
〇
万
人
の
順
礼
が
い
た
と
し
て
、

こ
の
間
に

一
八
五
〇
万
人
が
田
辺
城
下
を
通
過
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ

ら
く
少
な
く
見
積

っ
て
も

一
千
万
人
前
後
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
表
1
と
表
2
の
難
渋
者
件
数
は
四
〇
五
件
な
の
で
、
順
礼
総
数
に
占
め
る

難
渋
者
件
数

の
割
合
は
、
○

・
○
〇
四
%
強
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
決
し

て
あ
り
得
な
い
数
字
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

　
と
こ
ろ
で
、
田
辺
領

の
石
高
は
、
ふ
つ
う
三
万
八
八
〇
〇
石
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世

の
総
石
高
は
、

一
七
〇
〇
年
で
三
〇
六
三
万
石
余
、

一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

○
○
年
で
三
七
六
五
万
石
余
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

一
八
〇
〇
年
頃
を

基
準
に
す
れ
ば
、
田
辺
領
は
日
本
全
体

の
お
よ
そ

一
〇
〇
〇
分
の

一
強
の
石
高
で

あ

っ
た
と
推
定
で
き
る
。
表
1
と
表
2
の
難
渋
者
件
数
が
四
〇
五
件
だ
か
ら
、
非

常
に
単
純
化
し
て
考
え
れ
ば
、
十
七
世
紀
末
か
ら
幕
末
ま
で
に
、
日
本
列
島
全
体

で
四
〇
五
〇
〇
〇
件

の
難
渋
者
件
数
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
田
辺
領

の
位
置
か
ら
考
え
て
、
田
辺
地
域
で
の
難
渋
者
件
数
が
比
較
的

多
い
と
仮
定
し

て
、
全
国
的
に
は
そ
の
半
分
と
し
て
も
、
約

二
〇
万
件
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
臼
本
列
島
全
体
で

一
年
平
均

一
〇
〇
〇
件
強

の
難
渋
者
救
済
が
行
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑮

れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
や
や
数
字
遊
び
の
誹
を
免
れ
な
い
が
、
近
世
の
社
会
の
な
か
で
、
旅
行

難
民
が
い
か
に
多
く
生
ま
れ
て
い
た
か
、
お
よ
そ
の
概
略
は
つ
か
め
て
い
た
だ
け

た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
表
5
は
、
表
1

・
2

・
3
に
つ
い
て
、

一
〇
年
毎
の
難
渋
者
発
生
件
数

を

一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
和
元
年
か
ら
は
じ
め
た
の
は
、
難
渋
者
の
記

8



近世のパスポー ト体制

表5　 10年 毎難渋老件 数一覧

他国人難渋件数}自 国での難渋件数1他 国での難渋件数1合 計

18

13

　5

　6

　6

　5

8(

1i

14

23

28

23

60

66

1)

1)

6)

6)

　　　(ユ7)

　　　(23)

44(21)

61(29)

19(7)

18(11)

9(6)

 

0
　
2
　
0
　
0
　
◎

0

2(i)

1CY)

0

2

2(2)

1

2(1)

4(2)

6(2)

5(1)

1

ら0
　

噌⊥

1

0

1

1

2

◎

1

0

工

4

32(10)1437(128)

　4

2(i)

7{2)

8(5)

7{5)

is(10)

4{1)

6(5)

5(3)

73(32)

 

17

11

4

5

4

5

　5

10

13

17

22

20

51

54

31

37

14

　9

　3

　　4)

(5)

(14)

(16)

(14)

C18)

(6)

(6)

(3)

332(86)

1651～1G90(天 和1～ 元 禄3)

1691～1700(元 禄4～ 元 禄13)

1701～i7ヱ0(元 禄14～ 宝 永7)

1711～1720(正 徳1～ 享 保5)

1721～1730(享 保6～ 享 保15)

1731～1740(享 保16～ 元 文5)

1741～1750(寛 保i～ 寛 延3)

1751～1760(宝 暦1～ 宝 暦10)

1761～1770(宝 暦11～ 明和7)

1771～1780(明 和8～ 安 永9)

1781～1790(天 明1～ 寛 政2)

1791～1800(寛 政3～ 寛 政12)

1801～1810(享 和1～ 文 化7)

1811～1820(文 化8～ 文 政3)

1821～1830(文 政4～ 天 保1)

1831～1840(天 保2～ 天 保11)

1841～1850(天 保12～ 嘉 永3)

1851～1860(嘉 永4～ 万 延1)

1861～1870(文 久1～ 明治3)

合　　計
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但 し,括 弧内は村送件数。

事
が
こ
の
年
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
括
弧
内
は
村
送
さ
れ
た

も
の
の
件
数
で
あ
る
。

　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
和
元
年
か
ら
元
禄
三
年

の
間
に

一
八
件
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
幕
府
が
宿
か
ら
の
半
強
制
的
遺
棄

の
禁
止
と
服
薬

を
命
じ
た
元
禄
元
年
以
前
に
、

す
で
に

一
〇
件
の
事
例
が

み
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
前
稿
で
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
で
の
難
渋
者
対
策
は
、
幕
府
の

元
禄
令
と
は
関
係
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
宝
暦
頃
か
ら
少
し
つ
つ
増
加
し
、
明
和

・
天
明
期
以
降
に
急
増
し
て

い
る
。
幕
府
の
明
和
令
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
た

だ
し
、
享
和
年
間
か
ら
文
政
の
初
め
に
突
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
、
町
年

寄
か
ら
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
、
難
渋
者
の
連
泊
以
上
の
滞
留
願
が
、

『
田
辺

町
大
帳
』
に
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
ま
た
、
滞
留
願
が

一
々
記
載
さ
れ
な
く
な
る
た
め
件
数
自
体
は
減
少
す
る
が
、
お
そ
ら
く
天
保
末
年

ま
で
は
難
渋
者
件
数
に
大
差
は
な
か

っ
た
と
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期

の
数
字
上
の
差
は
、

帳
面
の
記
載
様
式
の
変
化
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ

る
。
や
が
て
天
保
末
年
以
降
に
な
る
と
、
社
会
的
混
乱
が
深
ま
り
、
か
つ
諸
藩
で

の
参
詣
規
制
が
強
ま
る
な
か
で
、
順
礼
総
数
が
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
寺
社
参
詣
の
最
盛
期
は
、

一
八
〇
〇
年
前
後

か
ら

一
八
四
〇
年
頃

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
表
6
は
、
表
1

・
2

・
3
に
つ
い
て
、
年
齢
の
判
明
す
る
難
渋
者
を
取
り
上

げ
、
○
歳
か
ら
八
九
歳
ま
で
九
分
類
に
し
た

一
覧
表
で
あ
る
。
○
歳
か
ら

一
九
歳

ま
で
と
、
五
〇
歳
代
や
七
〇
歳
以
上
が
や
や
少
な
い
が
、
全
体
と
し
て
は
年
齢
に

関
係
な
く
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
六
〇
歳
代
が
比
較
的

9
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表6　 年齢別難渋者一覧

他国人難渋者i自 国での難渋者}他 国での難渋者
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0
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0
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但 し,史 料 に年齢記載がある分のみ。

多
い
こ
と
は
理
解

し
や
す

い

が
、
二
〇
歳
代
や
三
〇
歳
代
が

多
い
理
由
は
つ
か
み
に
く
い
。

青
壮
年
期
で
旅
立
つ
者
の
絶
対

数
が
多
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
年
代
は
農
作
業
な

ど
で
中
心
的
役
割
を
担
う
層
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
旅
立
ち
が

本
当
に
可
能
だ

っ
た
の
か
疑
問

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今

後

の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
死
去
数
は
、
表
1
で

二
三
二
人
、
総
件
数
で
割
る
と

四
〇
%
強
、
表
2
で
三
二
人
、
°

総
件
数
で
割
る
と
四
三
%
強
、

表
3
で
二
三
人
、
総
件
数
で
割

る
と
七

一
%
強

に
な
る
。
表
3

が
特
に
多
い
の
は
、
他
国
で
の

事
例
で
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
け
れ
ば
帳
面
に
記
載
さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
と
推
定

で
き
る
。

　
ま
た
、
性
別
が
判
明
す
る
分
を
整
理
す

る
と
、
表
1
は
、
男
性
が
二
二
二
人
、

女
性
が
八
九
人
で
、
女
性
は
男
性

の
四
〇

%
強
、
表
2
は
、
男
性
が
五
五
人
、
女

性
が
二
四
人
で
、
女
性
は
男
性
の
四
三
%
強
、
表
3
は
、
男
性
と
女
性
と
も

一
八

人
で
同
数
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
表
3
が
特
殊
で
、

一
般
的
に
は
女
性
は
男
性
の

四
〇
%
強
が
困
難
に
遭
遇
し
た
よ
う
で
あ
る
。
順
礼
の
男
女
比
が
不
明
な
の
で
単

純
化
は
で
き
な
い
が
、
女
性
が
困
難
に
遭
遇
す
る
割
合
は
思

っ
て
い
た
ほ
ど
は
多

く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
近
世
の
行
旅
難
渋
者

の
実
態
を
念
頭
に
お
い
て
、
次
章

で
は
、
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
を
考
察
し
て
い
き

た
い
。

ニ
　

パ
ス
ポ
ー
ト
体
制

の
成
立

1

幕
府
の
元
禄
令
と
諸
藩
の
対
応

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
村
送
が
紀
州
藩
田
辺
領
で
開
始
さ
れ
た
の
は
天
明
五

(
一
七
八
五
)
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
加
賀
藩
で
は
、
幕
府
の

元
禄
令
を
う
け
若
干
の
修
正
を
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
前
と
同
様
に
病
人
の

「宿

　
　
　
　
　
　
　
　

⑯

送
」
を
つ
づ
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
加
賀
藩
の
そ
れ
ま
で
の
行
旅
難
渋
者
対
策
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

集
約
し
た
宝
永
六

(
一
七
〇
九
)
年
八
月
十
六
日
付
算
用
場
裁
許
状
は
、
全

一
二

条
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ニ
ケ
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

一
御
領
国
之
内
に
而
煩
出
候
他
国
者
、
其
所
に
指
置
為
致
養
生
、
其
処
支
配

　
　
　
御
郡
奉
行
よ
り
国
元
江
飛
脚
を
以
其
品
申
遣
、
迎
之
者
呼
寄
渡
遣
可
被
申

　
　
　
候
、
迎
之
者
不
罷
越
内
得
快
気
、
本
国
江
罷
越
度
旨
願
候

ハ
ぐ
、
病
気
之

　
　
　
様
子
に
よ
り
足
軽
等
指
添
遣
可
被
申
候
、
迎
之
者
不
罷
越
内
致
病
死
候
は

　
　
　

父
、
其
段
重
而
国
本
江
飛
脚
を
以
可
被
申
遣
候
、
或
は
気
分
得
与
快
、
本

　
　
　
国
江
罷
越
度
旨
願
申
者
有
之
候
は
黛
、
馬

・
駕
籠
之
内
望
次
第
為
乗
遣
可

　
　
　
被
申
候
、
但
此
儀
は
病
気
之
様
子
に
寄
、
見
計
了
簡
可
有
之
候
、
乍
然
足

　
　
　
抔
痛
有
之
、
気
分
滞
無
之
者
は
、
国
元
迄
馬
銀
被
下
、
足
軽
等
指
添
候
に

la
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者
及
不
申
候

　
　

一
重
き
病
人

二
而
も
、
本
国
江
早
速
罷
帰
度
旨
達
而
願
候
は
父
、
駕
籠

に
為

　
　
　
乗
、
足
軽
指
添
遣
可
被
申
候

「
足
軽
」
が
右

の
史
料
で

「指
添
」
え
ら
れ
た
の
は
、
加
賀
藩
の
東
西
に
位
置
し

た
高
田
藩
と
越
前
藩
が
、
と
も
に

「宿
送
」
人
の
請
取
を
拒
否
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
が
、
加
賀
藩
が
幕
府
の
元
禄
令
を
う
け
、
病
人
を

「
其
所
」
で

「養
生
」
さ

せ
た
後
、
病
人
が
病
中
で
も
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、　
「
宿
送
」
を
つ
づ
け
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
紀
州
藩
で
は
何
故
天
明
五
年
頃
ま
で
村
送
を
行
な
わ
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
問
題

か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　

『
田
辺
町
大
帳
』
は
、
元
禄
二

(
一
六
八
九
)
年
の
条
に
、　
「
五
月
廿
七
日
、

　
　
(守
勝
)

高
木
伊
勢
守
様
よ
り
参
候
旅
人
病
人
之
御
書
付
相
触
候
様

二
と
被
仰
付
、
丁
々
江

申
渡
候
御
触
状
別
帳

二
有
之
」
と
あ
り
、
そ
の
あ
と
次
の

「御
書
付
」
を
掲
載
し

て
い
る
。

　
　

一
道
中

二
て
拙
者
支
配
之
所
々

二
て

ハ
、
病
人
有
之
候
て
も

一
円
相
送
不
申

　
　
　
候
、
何
国
之
旅
人

二
て
も
煩
出
候
節

ハ
其
所

二
て
遂
養
生
、
病
人
快
気
、

　
　
　
独
旅
行
可
成
程

二
候

ヘ
ハ
、
病
人
方
汐
証
文
取
置
、
病
人
之
心
次
第
所
を

　
　
　
為
致
発
足
候
、
其
節
人
を
付
為
送
義

ハ
不
仕
候

　
　

一
病
人
有
之
候

ヘ
ハ
随
分
致
養
育
、
五
日
十
日
之
内

ハ
見
合
、
夫
過
候

ヘ
ハ

　
　
　
旅
人
国
所
諸
親
類
承
書
付
、
其
所
汐
宿
次
を
以
拙
者
方

へ
申
越
候

二
付
、

　
　
　
病
人
之
地
頭
或

ハ
支
配

へ
相
届
、
其
親
類
共
江
病
人
を
迎

二
参
、
病
気
軽

　
　
　
重

二
仍
て
引
取
候
様
、
只
今
迄
仕
来
候

　
　
　
右
之
通
拙
者
支
配
所

二
て
兼
て
申
付
置
候
、
尤
前
方
病
人
有
之
候

ヘ
ハ
宿

　
　
　
送

二
仕
候

へ
共
、
前
々
も
送
り
者
有
之
、
紛
敷
義
と
も
有
之

二
付
、
透
と

　
　
　
為
送
不
申
候
、
御
家
中
御
内
意
之
御
書
附
を
見
申
、
右
之
通

ユ
拙
者
支
配

　
　
　
所

へ
申
付
候
大
法
為
御
心
得
書
付
進
候
、
以
上

　
　
　
　
巳
五
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
木
伊
勢
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(安
藤
氏
)

　
　
　
右
之
通
和
歌
山

二
て
御
奉
行
所
♂
御
屋
敷

へ
参
候
由
、
同
月
廿
六
日
参
、

　
　
　
則
廿
七
日
申
渡
候

す
な
わ
ち
、
当
時
大
目
付
で
道
中
奉
行
を
兼
任
し
て
い
た
高
木
守
勝
は
、
紀
州
藩

か
ら
の
問
合
せ
に
対
し
て
、
従
来
は

「病
人
」

を

「
宿
送
」

に
し
て
き
た
が
、

「紛
敷
義
」、

つ
ま
り
、

元
禄
令
が
禁
止
し
た
半
強
制
的
な
遺
棄
と
ま
ぎ
ら
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
事
例
が
あ
る
た
め
、
今
後
は

「透
と
為
送
不
申
候
」
と
、

一
切

「
宿
送
し
を
し

な
い
旨
返
答
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

　
紀
州
藩
で
は
、
右

の

「御
書
付
」
を
う
け
、
同
年
六
月
二
十
二
日
に
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
な
措
置
を
決
定
し
た
。

　
　

一
相
煩
候
他
国
之
旅
人
、
他
領
よ
り
此
方

へ
送
り
参
候
は
X
、
請
取
養
生
為

　
　
　
致
可
申
候
、
送
戻
し
申
間
敷
候
、
尤
其
者
諸
親
類
之
名
慥
に
聞
届
、
送
り

　
　
　
参
候
者
之
方
よ
り
、
何
国
之
旅
人
煩
候
に
付
送
参
候
と
判
形
之

一
札
取
可

　
　
　
申
候
、
国
元
知
れ
不
申
候
者
に
て
も
請
取
候
て
、
其
趣
之
判
形
取
可
申
候

　
　

一
送
り
参
候
者
に
可
申
聞
は
、
惣
て
旅
人
宿
送
り
に
不
仕
筈
に
候
得
共
、
送

　
　
　
り
に
て
越
候
間
受
取
申
候
、
此
方
に
て
養
生
為
致
、
国
所

へ
戻
し
申
に
て

　
　
　
可
有
之
候
由
可
申
候
、
国
所
知
れ
不
申
者
に
候
は
X
、
此
方
に
て
養
生
為

　
　
　
致
、
気
色
能
も
無
之
候
は
玉
、
其
品
御
役
所

へ
相
届
申
に
て
可
有
之
と
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(連
)

　
　
　
申
聞
候
、
右
之
通
致
挨
拶
候
上
に
て
、
彼
病
人
此
方

へ
渡
不
申
、
召
れ
可

　
　
　
帰
と
申
候
は
x
、
此
方
よ
り
可
申
は
、
右
に
申
通
、
請
取
申
間
敷
と
申
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(連
)

　
　
　
に
て
は
曾
て
無
之
候
、
不
渡
申
召
れ
被
帰
候
段
は
心
次
第
に
候
由
申
、
右

　
　
　
之
品
も
手
形
取
可
申
候
、
手
形
仕
間
敷
と
達
て
申
候
は
N
、
其
通
に
致
、

　
　
　
送
り
参
候
者
之
名
慥
に
承
、
右
之
趣
記
置
可
申
候

lY



窓史

　
　
　
　
元
禄
二
年
巳
六
月
二
十
二
日

つ
ま
り
、
紀
州
藩
は
、
高
木
守
勝
が
幕
府
の
元
禄
令
に
抵
触
す
る
こ
と
を
恐
れ

て
、
病
人
を

コ

円
相
送
不
申
L
と
回
答
し
た
の
を
う
け
、
今
後

は

「
惣
て
旅
人

宿
送
り
に
不
仕
筈
し
の
方
針
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
が
そ
の
後
も
守

ら
れ
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
次
の
事
例
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
　
九
月
三
日
被
仰
出
候
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
辺
町
伝
馬
庄
屋

　
　
当
四
月
奥
熊
野
大
泊
村
之
者
之
由

二
而
忠
右
衛
門
と
申
病
人
ヲ
あ
ん
だ
に
乗

　
　
せ
、
羽
州
鶴
力
岡
ず
宿
送

二
致
、
名
草
郡
山
口
町
江
送
参
候
付
、
山
口
町
ず

　
　
村
送

二
送
リ
出
シ
、
段
々
送
参
候
故
、
其
方
共
村
送

二
致
候
由

ユ
候
、
右
病

　
　
人
ヲ
村
送

二
不
致
筈
と
の
儀
兼
而
御
定
出
有
之
処
、
右
之
致
方
御
定
ヲ
背
候

　
　
段
不
届
候
、
仍
之
過
料
三
百
文
宛
申
付
候
　
　
　
　
　
　
　
(表
3
の
四
)

　
右

の
事
例
は
、
元
文
六

(
一
七
四

一
)
年
四
月
、
奥
熊
野
大
泊
村

の
忠
右
衛
門

が
、
病
気
の
た
め
出
羽
国
鶴
岡
か
ら

「
宿
送
」
さ
れ
て
紀
州
に
至
り
、　
「名
草
郡

山
口
町
し　
(
山
口
番
所
の
こ
と
)
か
ら
さ
ら
に
紀
州
藩
領
を

「村
送
」
で
在
所
ま

で
送
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
六
月
に
な

っ
て
藩
役
所
か
ら
吟
味
を
う
け
、
伝
馬

庄
屋
が
処
罰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
田
辺
町
伝
馬
庄
屋
七
郎
右
衛
門
は
、
吟
味
の

過
程
で
次

の
よ
う
な
弁
明
を
し
て
い
る
。

　
　
右
奥
熊
野
大
泊
リ
村
忠
右
衛
門
と
申
者
之
由
、
病
人

二
而
去

ル
四
月
十
五
日

　
　
暮
方
、
南
部
伝
馬
所
ず
送
参
候
而
、
同
夜
当
所

・二

宿
仕
候
、
尤
国
々
所

々

　
　
送
リ
書
相
添
、
猶
又
御
国
之
内
茂
新
内
庄
屋
藤
八
送
リ
状
相
添
、
内
原
村
伝

　
　
馬
所
清
吉
宛

二
而
送
リ
出
シ
、
夫
汐
順
々
送
リ
状
相
添
参
候

二
付
、
田
辺
伝

　
　
馬
所
之
儀
も
右
之
通

二
送
リ
状
相
添
、
翌
十
六
日
上
三
栖
村
伝
馬
所

へ
指
送

　
　
遣
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(表
3
の
四
)

つ
ま
り
、
忠
右
衛
門
が
、　

「
国
々
所
々
送
リ
書
」
を
も
ち
、
か
つ
、　
「新
内
庄
屋

藤
八
」
の

「内
原
村
伝
馬
所
清
吉
宛
」
　
「
送
り
状
」
を
も

っ
て
い
た
た
め
、
先
行

の
通
り

「送
り
状
相
添
」
　
「上
三
栖
村
伝
馬
所

へ
指
送
」

っ
た
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
。
右
の
記
事
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
、
出
羽
国
か
ら
紀
州
に
至
る

「宿
送
」
が

可
能
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
七
郎
右
衛
門
の
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
「病
人
を
村
送

二
不
致
筈

之
御
定
」
を
理
由
に
却
下
さ
れ
、
結
局
七
郎
右
衛
門
は
、　
「う
か
と
奉
存
村
送

二

仕
候
段
不
調
法
千
万
可
申
上
様
無
御
座
候
」　
(表
3
の
四
)
と
の

「
口
上
し
を
提

出
し
、
先
の
処
罰
を
う
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
右

の
事
例
は
、
紀
州
藩

が
、
元
禄
二
年
に
病
人
の

「
宿
送
」
を
禁
止
し
て
か
ら
約
半
世
紀
た
ち
、
そ
の
趣

旨
が
不
徹
底
に
な

っ
た
時
点
で
、
も
う

一
度
元
禄
二
年

の
法
令

の
徹
底
を
は
か

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
紀
州
藩
が
病
人
の

「
宿
送
」
を
禁
止
し
た
の
に
対
し
て
、
加
賀
藩

は
元
禄
令
以
後
も

「
宿
送
」
を
継
続
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
相
違
は
な
ぜ
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
考
え
て
み
る
。

　
加
賀
藩
算
用
場
の
山
村
市
十
郎
か
ら
郡
奉
行
衆

へ
あ
て
た
元
禄
三
年
九
月
二
日

　
　

⑫

付
用
状
に
、
高
木
守
勝
が
加
賀
藩
に

「仰
渡
」
し
た
趣
旨
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
昨
日
御
用
之
義
候
而
致
登
城
候
得
者
、
御
用
番
伊
勢
守
殿
被
仰
渡
候
者
、
宿

　
　
々
上
下
♂
之
送
り
も
の
有
之
時
分

ハ
早
々
為
受
取
可
申
候
、
若
先
宿

二
而
受

　
　
取
間
敷
与
申
候

ハ
・
、
不
及
詮
義
即
時
連
戻
、
其
以
後
分
立
可
申
候
、
縦
病

　
　
気
重
キ
者

二
而
も
加
賀
守
領
分

二
而
者
か
や
う
の
者
受
取
、
別
而
介
抱
仕
候

　
　
様

二
と
の
申
付
旨
候

へ
而
、
請
取
申
義
猶
以
宜
候
旨
、
宿
々

二
而
病
人
随
分

　
　
介
抱
為
致
可
申
候

12
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右
の

「
仰
渡
」

か
ら
、

高
木
守
勝
が
加
賀
藩
に
対
し
て
、

元
禄
令
の
趣
旨
に
そ

い
、
半
強
制
的
な
遺
棄
を
せ
ず
、
病
人
の

「介
抱
」
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
要
請

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の

「仰
渡
」
に
は
、
守
勝
が
紀
州
藩
に

対
し
て
、　
「
道
中

二
て
拙
者
支
配
之
所

々
二
て

ハ
、
病
人
有
之
候
て
も

一
円
相
送

不
申
候
」
と
回
答
し
た
趣
旨
の
箇
所
は
み
あ
た
ら
な
い
。
加
賀
藩

へ
の
指
示
は
、

紀
州
藩
に
回
答
し
た

「
書
付
」
の
翌
年

の
こ
と
で
あ
り
、
守
勝
が

「
宿
送
」
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
加
賀
藩
に
対
し
て
も

「
宿
送
」
を
慎

し
む
よ
う
に

「仰
渡
」

し
た
は
ず
で
あ
り
、
加
賀
藩
が

こ
の
部
分
を
無
視
し
て

「宿
送
」

を
継
続
し
た
こ
と
に
な
る
。

は
た
し
て
真
相
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
岡
山
藩
を
と
り
あ
げ
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
岡
山
藩
は
、
幕
府
の
元
禄
令
が
出
る
ニ
ヵ
月
前
の
元
禄
元
年
七
月
に
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

な
法
令
を
出
し
て
い
る
。

　
　
他
国
よ
り
送
り
者
参
候
刻
、
其
者

の
在
所
落
着
を
慥

二
承
届
候
て
請
取
遣
可

　
　
申
候
、
若
相
煩
候
は
其
村
に
留
置
看
病
仕
、
早
々
在
所

へ
申
遣
、
人
を
呼
寄

　
　
見
せ
候
て
、
其
上

二
て
送
遣
可
申
候
、
尤
其
時
至
て
御
郡
奉
行
中
迄
相
伺
可

　
　
申
候

　
元
禄
令
以
前
、
す
で
に

「
他
国
よ
り
送
り
者
」
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
問
題

に

な

っ
て
お
り
、
病
人
の
場
合
は

「留
置
」
い
た
う
え
で
、
本
人
の

「
在
所
」
に
問

い
合
せ
、　
「
御
郡
奉
行
中
」
に
伺

っ
た
う
え
で
、
迎
え
を
ま

っ
て

「
送
遣
」
す
こ

と
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。

　
そ
の
後
、
幕
府
の
元
禄
令
が
出
た
後
、
元
禄
三
年
正
月
に
、
郡
方
か
ら
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

う
な
伺
書
が
出
さ
れ
た
。

　
　
御
郡
方
に
て
往
還
筋
は
不
及
申
何
方

二
て
も
、
旅
人
又
は
乞
食
非
人

二
寄

ラ

　
　
ス
何
者
に
て
も
煩
申
歟
、
手
足
抔
痛
歩
キ
申
義
難
成
体

二
相
見

へ
申
者
は
、

　
　
見
届
次
第
其
所
よ
り
裁
判
仕
、
村

へ
引
受
育
、
病
人
之
分
は
医
者
を
附
養
生

　
　

い
た
し
、
本
国
在
所
知

レ
申
分
は
付
届
仕
候
様

二
被
仰
付
候
、
就
夫
病
気
無

　
　
御
座
、
当
分
少
足
な
と
痛
候
て
、
駕
籠
に
て
成
と
も
送
呉
候
様

二
申
共
、
其

　
　
分
自
分

二
歩
き
戻
り
申
事
不
成
内
は
、
兎
角
送
り
不
申
、
村
に
指
置
候
て
、

　
　
在
所
知

レ
次
第
、
其
国
々
へ
付
届
い
た
さ
せ
可
申
哉
、
兼

て
左
様
之
訳
定
り

　
　
居
申
趣
を
、
村
々
名
主
共

へ
も
申
聞
せ
置
度
奉
存
、
窺
候
得
は
、
御
評
定
に

　
　
て
伺
之
通
相
極

　
前
半
は
、
幕
府
の
元
禄
令
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
、
伺
書
の
要
点
は
、　
「少

足
な
と
痛
候
て
、
駕
籠
に
て
成
と
も
送
呉
候
様

二
申
」
す
難
渋
者
が
あ

っ
た
場
合

の
対
応
で
あ
る
。
元
禄
令
は
こ
の
点
が
不
明
確
で
、　
「
村
々
名
主
共
」

へ
対
応
を

徹
底
さ
せ
る
た
め
に
確
認
が
必
要
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、　
「
自
分

二

歩
き
戻
り
申
事
不
成
内
は
兎
角
送
り
不
申
、
村
に
指
置
」
く
こ
と
が
、
伺
の
通
り

「御
評
定
」
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、　
「
御
評
定
」
で
の
決
定
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

に
述
べ
た
高
木
守
勝

の
意
向
と

一
致
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
宝
永
三

(
一
七
〇
六
)
年
に
、
岡
山
藩
大
坂
留
守
居
役
谷
田
弥

三
郎
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

ら

「小
仕
置
宛
」
に
次
の
よ
う
な
内
容
の
用
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

大
坂
玉
手
町
の
庄
左
衛
門

と
い
う
人
物
が

「
筑
前

へ
下
り
」
、
途
中
病
気
の
た
め

「青
駄
に
の
せ
、
宿
送
り
」
で
帰
国
中
、
岡
山
藩
領
備
中
国
西
郡
村
で
死
去
し
た

た
め
、
郡
奉
行
か
ら
谷
田
へ
連
絡
が
入
り
、
僉
議
し
て
身
許
を
確
認
し
、
大
坂
町

奉
行
所

へ

「
口
上
書
」
を
持
参
し
て

「埒
明
」
け
た
こ
と
を
述
べ
、
今
後
、
こ
う

し
た
事
例
が
あ

っ
た
場
合
の
対
応
策
に
つ
い
て

三
ケ
条
に
わ
た

っ
て
記
し
た
あ

と
、
次

の
よ
う
に
献
策
し
た
。

　
　

一
西
国
方
よ
り
送
来
候
病
人
、
願
ク

ハ
存
命
ノ
内

二
他
領

へ
送
遣
候
様

二
被

　
　
　
仰
付
義

ハ
成
不
申
候
哉
、
他
国
の
模
様
承
合
せ
候
処

二
、
随
分
早
ク
他
領

is



窓史

　
　
　

へ
送
り
届
申
趣

二
聞

へ
申
候
、
御
慈
悲
之
上

二
て
御
領
内

二
止
宿
被
仰
付

　
　
　
候
て
も
、
自
然
其
者
公
儀

の
御
法
度
背
申
者
歟
、
又
は
い
か
や
う
と
て
故

　
　
　
有
者
に
て
御
座
候
得
は
、
御
慈
悲
却
て
御
為
に
あ
し
く
可
有
御
座
哉
と
乍

　
　
　
憚
奉
存
候

　
　

一
四
国
辺
に
て
は
、
宿
送
り
病
人
受
取
不
申
御
家
も
有
之
様
に
承
及
候
、
自

　
　
　
然
播
州
に
て
、
前
々
よ
り
宿
送
り
病
人
請
取
不
申
候

ハ
・
、
其
趣
私
方

へ

　
　
　
可
被
仰
下
候
、
爰
元
に
て
承
合
見
可
申
候

す
な
わ
ち
、　

「
西
国
方
よ
り
送
来
候
病

人
」

の
対
応
策

を
め
ぐ

っ
て
自
説
を
述

べ
、　
「他
国
」

で
は
、
す
ぐ
さ
ま

「他
領

へ
送
り
届
」
け
た
り
、　
「
四
国
」

で

は
、　
「宿
送
り
病
人
」
を
受
取
ら
な
い

「
御
家
」
も
あ
る
と
述
べ
、
将
軍
綱
吉
が

ま
だ
存
命
中
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
「
御
慈
悲
却
て
御
為
に
あ
し
」
き
場

合
も
あ
る
と
ま
で
主
張
し
て
、　
「存
命

ノ
内

二
他
領

へ
送
遣
」
す
か
、　
「宿
送
り

病
人
」
を
受
取
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右

の
献

策
が
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
陽
道

筋
や
四
国
で
は
、
少
な
く
と
も
現
実
に

「宿
送
」
が
行
わ
れ
た
り
、　
「宿
送
り
病

人
」
そ
の
も
の
の
請
取
拒
否
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、

元
禄
令
に
絶
え
ず

つ
き
ま
と
う

「紛
敷
義
し
、

つ
ま
り
、

半
強
制
的
か
本
人
の
意
志
か
の
判
断
が
難
し
い
事
態
に
対
し
て
、
紀
州
藩
や
岡
山

藩
は
、　
「
宿
送
」
し
な
い
こ
と
で
対
応
し
、
他
方
、
加
賀
藩
は
十
分
な
援
助
体
制

を
組
む
こ
と
で
、
本
人
の
意
向
を
尊
重
し
た
対
応
を
と
り
、
ま
た
西
国
諸
藩
は
、

「存
命
」
中
に
す
ぐ
さ
ま

「
他
領
」

へ
送

っ
た
り
、　
「病
人
」
の
請
取
そ
の
も
の

を
拒
否
す
る
と
い

っ
た
対
応
を
と

っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
高
木
守
勝
の

「
一
円
相
送
不
申
」
と
い
っ
た
対
応
が
、
す
べ
て
の
地
域
で
行

わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、

旅
人
の
難
渋
者
対
策

は
、
幕
府
の
元
禄
令
を
契
機
に

一
つ
の
方
向
性
が
き
ま

っ
た
の
で
は
な
く
、
諸
藩

に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
対
応
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　

⑳

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
忠
右
衛
門
が
元
文
六
年
に
出
羽
国
鶴
岡
か
ら

紀
州
ま
で

「宿
送
」
さ
れ
た
事
実
は
、　
「
宿
送
」
が
こ
の
頃
ま
で
に

一
般
化
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、　
「村
送
」
が
紀
州
藩
田
辺
領

で
開
始
さ
れ
る
天
明
五
年
ま
で
の
時
期
に
、
紀
州
藩
田
辺
領
で
は
ど
の
よ
う
な
問

題
が
生
じ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

2

田
辺
領
で
の
村
送
開
始
に
至
る
事
情

　
さ
て
、
宝
暦
三

(
一
七
五
三
)
年
四
月
、
田
辺
領
伊
作
田
村
の
次
郎
平
娘
や
や

(
一
八
歳
)
は
、
同
村
の
女
達
と

「
西
国
」

へ

「
乞
食
順
礼
」
に
出
か
け
、
播
州

加
藤
郡
青
野
新
田
高
岡
村
で
疱
瘡
を
煩
い
、　
「
十
日
斗
」
の

「養
生
」
の
後
に
快

復

し
、　
「
通
シ
駕
」
で
国
元
ま
で
送
ら
れ
て
き
た
。
帰
国
後
、
庄
屋
宇
八
が
や
や

の
口
上
を
書
留
め
郡
方
役
所
に
上
申
し
た

「
覚
し
に
よ
れ
ば
、
高
岡
村
で
の
処
遇

が
全
十
ニ
ケ
条
に
わ
た

っ
て
詳
し
く
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
岡

村
で
は
、
医
者
の
加
療
や
村
役
人
の
世
話
を
う
け
ず
、　
「
あ
ら
頭
衆
」
と
呼
ば
れ

る

「近
所
五
人
之
衆
」

の
世
話
を
う
け
た
こ
と
や
、
彼
地
は

「御
代
官

萩
原
藤

七
」
支
配
の
幕
領
で
、　
「御
役
人
衆
御
見
廻
し
も
な
く
、
村
役
人
に

「
内
々
」
で

田
辺
に
送
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
の
で
あ
る

(表
3
の
五
)。

　

ま
た
、
四
月
二
十
九
羇
に
帰
国
し
た
、
や
や

の
道
連
五
人
の

「
口
上
」
に
よ
れ

ば
、　
「
駕
賃
前
銀

ハ
、
田
辺
之
衆
通
り
合
、
銀
拾
匁
余
被
下
候
、
其
外
和
歌
山
之

衆
同
国
之
者
と
て
御
立
寄
被
下
候
て
、
壱
人
前
壱
匁
程
ヅ

・
被
下
候
、
前
後
弐
拾

三
匁
七
分
御
座
候
故
、
駕
賃

二
遣
シ
申
候
、
猶
又
路
銀
も
順
礼
衆

二
貰
候
内

二
て
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近世 のパ スポー ト体制

持
せ
、
田
辺

へ
帰
シ
申
候
L
と
あ
り
、　

「駕
賃
」
な
ど
の
道
中
費
用
が
、
田
辺
や

和
歌
山
の
同
郷
人
や
順
礼
衆

の
喜
捨
で
調
達
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
幕
領
の
代
官
支
配
地
で
十
分
な
救
済
体
制
が
整

っ
て
い
な
い
な
か
で
、　
「宿

主
」
や

「
あ
ら
頭
衆
」
と
呼
ば
れ
た

「
近
所
五
人
之
衆
」
の
世
話
で
何
と
か
帰
国

で
き
た
様
子
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
庄
屋
宇
八
の

「
覚
」
に
、　
「所
御
役

人
衆
御
世
話

二
相
成
候
哉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
領
主
が
他
地
域
の
事
情
を
か
な

り
気
に
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
同
年
四
月
、
三
人
の
女
順
礼
が
播
州
神
東
郡
東
川
鍋
村
か
ら
湊
村
に

到
着
し
た
が
、

そ
の
う
ち
の

一
人
り

つ

(
二
七
歳
)
が
疱
瘡
を
煩

っ
て
い
た
た

め
、
湯
峰
か
ら

「外
順
礼
衆

二
お
わ
れ
」
て
や

っ
と
た
ど
り
つ
き
、
湊
村
で

「小

屋
掛
」
養
生
す
る
こ
と
に
な

っ
た

(
表

1
の
五
五
)。

そ
の
際
、

湊
村
庄
屋
善
七

は
、
順
礼
在
所

の
城
下
の
広
狭
、
三
人

の
親
や
兄
弟

の
名
前
、
大
庄
屋

の
名
前
、

領
主
の
名
前

(姫
路
城
主
酒
井
雅
楽
頭
)
な
ど
を
尋
ね
て
領
主
に
報
告
し
、
さ
ら

に
、

　
　
他
国
者

二
御
座
候

ヘ
バ
、
粗
抹

二
も
相
見
如
何
敷
候
間
、
奇
麗

二
仮
家
を
建

　
　
入
替
候
様
被
為
仰
付
候

二
付
、
御
意
之
趣
奉
畏
、
仕
替
旅
人
移
ら
せ
申
候

と
報
告
し
て
い
る
。
領
主
が

「
粗
抹

二
も
相
見
如
何
敷
」
と
他
国
の
外
聞
に
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
⑳

気
を
使

っ
て
い
る
様
子
が
実
に
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
紀
州
藩
は
、
元
禄
令
以
降
、　

「病
人
ヲ
村
送

二
不
致
筈
」
と
、
村
送
を

禁
止
し
て
き
た
が
、
次
に
み
る
よ
う
な
事
件

の
増
加
と
と
も
に
、
村
送
を
認
め
ざ

る
を
え
な
く
な

っ
て
い
く
。

　
す
な
わ
ち
、
濃
州
恵
那
郡
尾
州
領
付
知
村

の
六
右
衛
門

・
よ
の
夫
婦
と
為
吉
夫

婦
の
四
人
は
、
と
も
に
西
国
順
礼
に
旅

立

っ
た
が
、
安
永
七

(
一
七
七
八
)
年
二

月
に
、
六
右
衛
門
夫
婦
が
疱
瘡
に
か
か
り
、
同
月
二
日
、
下
長
町
松
原
屋
伊
兵
衛

方
に

一
宿
し
た
。
そ
し
て
、
翌
朝
駕
籠
で
南
部

へ
向
か

っ
た
が
、　
「
宿
も
駕
も
」

な
か

っ
た
た
め
、　
「
駕
之
衆
を
頼
乗
帰
」
り
、
伊
兵
衛
方
で
医
者
の
加
療
を
受
け

る
こ
と
に
な

っ
た
。

し

か
し
、

「
六
右
衛
門

弐
拾
八
歳

二
罷
成
、
難
痘
」

の
た

め
、
八
日
に
死
去
し
て
し
ま

っ
た
。
検
死
の
あ
と
、
役
人
が

「
心
懸
り
成
義
無
之

哉
」
と
、
残
り
の
三
人
に
尋
ね
、　
「少
も
心
懸
り
成
義

ハ
無
御
座
候
、
御
当
地
宿

之
義

ハ
不
及
申
、
御
役
人
様
御
苦
労

二
罷
成
忝
仕
合
奉
存
候

(略
)
御
当
地

へ
対

何
等
申
分
無
御
座
候
」
と
の
返
答
を
う
け
て
、　
「往
来

一
札
別
紙
写
」
を
と
り
、

浄
行
寺

に

「
土
葬
」
し
た
。

　
右
の
結
果
、
こ
れ
で

一
件
落
着
か
と
思
わ
れ
た
が
、
同
月
二
十
二
日
、
御
支
配

方
か
ら
大
年
寄
玉
置
喜
平
次
が
呼
び
出
さ
れ
、　
「此
間
之
濃
州
疱
瘡
病
人
、
十

一

日
南
部
迄
参
候
義
、

一
両
日
も
滞
留
い
た
し
養
生
致
度
処
、
何
分
出
立
致
候
様

ユ

進

メ
ら
れ
候
由
、
宿
伊
兵

へ
井
駕
之
者
年
寄
共
書
附
申
付
候
様

一こ

と
申
付
ら
れ

た
。

　
伊
兵
衛
は
、
右
の
御
尋
に
対
し
て
、　
「右
順
礼
病
人
段
々
快
候

二
付

出
立
仕

度
、
長
旅
ゆ

へ
一
日
成
と
も
早
参
、
高
野
辺

二
縁
類
も
御
座
候

ヘ
ハ
、
右

へ
尋
寄

度
よ
し
申
候

へ
と
も
、
滞
留
致
度
と
申
義
承
り
候
者
無
御
座
候
」
と
返
答
し
た
。

ま
た

「
駕
之
者
両
人
」
も
、　
「宿
々

二
左
様
成
咄
曾
而
承
不
仕
候
」
と
返
答
し
て

い
る
。

し
か
し
、

在
方
の

『
田
辺
万
代
記
』

に
、　
「
先
比
下
長
町
♂
出
立
之
病

人
、
む
り

二
出
立
為
致
候
様

二
、
南
部

二
て
同
行
申
候
よ
し
」
　
(
表
1
の
九
〇
)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
右
衛
門
の

「同
行
」
が

「
む
り

二
出
立
」
さ
せ
た

と
い
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
広
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
右

の
よ
う
な
見
解

の
相
違
が
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
が
こ
の
間

の
事
情
を
物
語

っ
て
く
れ
る

(表
王
の
九
〇
)
。
す
な
わ
ち
、
御
支
配
か
ら
、

　
　
在
辺
汐
疱
瘡
人
宿
頼
出
候

ハ
・
、
指
支
無
之
様
通
之
候
様
、
此
間
当
所

へ
宿
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頼
候
筋
有
之
候

へ
と
も
、
宿
無
之
南
部

二
而
相
煩
候
由
、
疱
瘡
人

ハ
御
上

二

　
　
も
至
極
御
大
切

二
被
為
思
召
候
旨
被
仰
聞
候

と
詰
問
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
玉
置
喜
平
次
は
、

　
　
此
義

ハ
被
仰
付
候
通
参
不
申
候
、
た
と
へ
礼
物
宜
敷
節

二
而
も
、
近
所

二
生

　
　
子
有
之
候

ヘ
ハ
、
遠
慮

二
而
宿
か
し
不
申
候
、
第

一
其
所
を
持
出
候
義
甚
疎

　
　
略
之
様

二
奉
存
候

と
返
答
し
て
い
る
。
六
右
衛
門
が
病
死
し
た
の
は
、
南
部
ま
で
行
き
な
が
ら
、
そ

こ
で
宿
泊
場
所
を
み
つ
け
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、

疱
瘡
に
か
か

っ
た
病
人
は
、
た
と
え

「
礼
物
」
が
よ
く
と
も
、
近
所
に

「生
子
」

が
い
る
場
合
、
村
人
が
遠
慮
し
て
、
誰
も

「
宿
か
し
」
し
て
く
れ
な
か

っ
た
か
ら

な
の
で
あ
砺
・
そ
の
た
め
・
結
果
的
に

「
む
り
に
出
立
」
さ
せ
た
よ
う
な
誤
蟹

招
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、　
「
町
近
所

へ
疱
瘡
病
人
連
参
、
宿
等

貸
候
様
頼
候

ハ
ぐ
、
相
対

ニ
テ
貸
遣
可
申
候
、
町
御
奉
行
所
郡
方
同
様
御
通
」
と

通
達
さ
れ
て
お
り
、
領
主
側
が
在
方
の
実
情
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
か

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
明
和
四

(
一
七

六
七
)
年
十
二
月
に
は
、
幕
府
か
ら
、

　
　
通
り
掛
相
煩
候
旅
人
も
、
其
所
之
役
人
立
合
、
医
師
を
掛
療
養
を
加
、
勿
論

　
　
懐
中

二
往
来
手
形
有
之
候
哉
相
糺

、
御
料

ハ
御
代
官
、
私
領

ハ
領
主
地
頭
江

　
　
致
注
進
、
右
病
人
早
速
快
気
無
之
趣

二
而
、
在
所
江
帰
度
候
得
共
、
路
用
貯

　
　
無
之
間
送
届
呉
候
様
申
候

ハ
・
、
書
付
取
之
、
其
最
寄
支
配
之
役
所
有
之
候

　
　

ハ
・
訴
之
、

差
図
を
受
、

又
者
支

配
之
役
所

無
之
場
所

ハ
、
其
旨
致
注
進

　
　
置
、
所
役
人
共
得
と
遂
相
談
、
右
病
人
願
之
趣
認
相
添
、
次
村
江
駕
籠

二
而

　
　
送
、

夫
よ
り
次
之

村
々
ユ
而
も
、

病
人
之
様
子

次
第
服
薬
為
致
、
同
様
取

　
　
計
、
在
所
江
可
返
遣
候

と
、
病
中
で
あ

っ
て
も
、
病
人
が
自
分
の
意
志
で
強
く
望
め
ば
、
無
料
で
国
元
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

で
送
り
帰
す
、
村
送
を
認
め
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
明
和
令
は
、
元
禄
令
や
享
保
令
と
違
い
、
多
く
の
諸
藩
で
書
き
留
め
ら
れ

て
お
り
、
村
送
が
明
和
令
の
発
令
を
機
に
多
く
の
諸
藩
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
や

そ
う
し
た
現
実
的
華

態
に
如

え
・
先
の
六
右
衛
門
の
よ
う
な
外
聞

の
悪
い
事
件
が
重
な
る
な
か
で
、
紀
州
藩
も

「病
人
ヲ
村
送
り

ユ
不
致
筈
」
と
い

う

「御
定
」

を
撤
回
せ
ざ
る
え
な
く
な

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ

る
。

　
さ
て
、
田
辺
領
か
ら
の
村
送
は
、
天
明
五

(
一
七
八
五
)
年
八
月
の
次
の
事
例

が
初
見
で
あ
る
。
　
(表
1
の

一
〇

一
)

　
　
　
　
　
覚

　
　

一
豊
後
国
竹
田
領
大
野
郡
堺
地
村
台
七
と
申
者
、
当
月
廿

一
日
当
村
往
還
端

　
　
　

二
病
気
付
罷
在
候

二
付
、
様
子
相
尋
候
処
、
廻
国
を
望
、
去
十
二
月
国
元

　
　
　
出
立
、
所

々
相
廻
熊
野
路

へ
参
候
処
、
痛
所
出
来
、
老
年
故
歩
行

ハ
甚
難

　
　
　
渋
故
、
何
と
ぞ
村
送

二
て
早

々
国
元

へ
帰
り
申
様
相
願
申

二
付
、
当
地
役

　
　
　
所

へ
相
達
候
処
、
送
り
遣
候
様
被
申
付
候
間
、
村
方
出
立
為
致
候
、
宿
々

　
　
　
村
々
以
御
憐
愍
御
送
り
届
被
遣
候
様
致
度
候
、
病
人
路
銭
無
之
候
間
、
御

　
　
　
心
付
を
も
被
成
遣
無
滞
帰
村
仕
候
様
致
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
天
明
五
年
巳
八
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　

皺
鱇
醂
翩
鑞
瀚
田
辺
之
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
辺
組
西
ノ
畚
村
肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籾
　
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
諸
御
国

　
　
　
　
　
　
橢
献
御
役
人
衆
中
様

　
　
　

右
廿
八
日
御
達
相
済
、

則
下
書
御
覧
之
上
出
申
候
、

往

来

一
札
所
持
有
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之
、
写
取
相
渡

ス

先
の
明
和
令

に
あ
る
通
り
、
本
人
の
意
志
確
認
と
領
主
の
承
認
を
書
き

記
し
た

「
覚
」
　
(
送
り
状
、
送
り

一
札
な
ど
と
も
い
う
)
で
、
明
和
令
に

「
病
人
願
之
趣

認
相
添
」
と
あ
る
よ
う
に
、
病
人
に
渡

し
た
添
状
で
あ
る
。
な
お
、
身
許
確
認
が

「
往
来

一
札
」　
(往
来
手
形
と
も
い
う
)
で
行
わ
れ
、
写
し
を
取

っ
た
う
え
で
本

紙
は
本
人
に
返
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
、
翌
天
明
六
年
に
二
件
の
村
送
が
表

1
か
ら
確
認
で
き
、
さ
ら
に
寛
政

元

(
一
七
八
九
)
年
五
月
に
は
、　
『
田
辺
万
代
記
』
に

「十

一
日
、
下
長
町
宿
屋

文
助

二
て
、
尾
州
順
礼
四
人
之
内
壱
人
病
気

二
付
、
村
送
り

二
願
出
、
跡
方
之
通

取
斗
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
明
五
年
の
四
年
後
に
は
、
す
で
に

「跡
方
之

通
」
と
、
村
送
が
先
例
に
な

っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
州
藩
田

辺
領
で
は
、
天
明
五
年
頃
に
は
村
送
が
開
始
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
働
。

3
　
往
来
手
形
を
め
ぐ

っ
て

　
と
こ
ろ
で
、
田
辺
領
に
お
け
る
天
明
五
年

の
村
送
で
は
、　
「
往
来

一
札
」
が
身

許
確
認
の
た
め
活
用
さ
れ
て
い
た
。
ひ
る
が
え

っ
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
岡
山
藩
の

大
坂
留
守
居
の
用
状
に
、　
「御
慈
悲
之
上

二
て
御
領
内

二
止
宿
被
仰
付
候
て
も
、

自
然
其
者
公
儀
の
御
法
度
背
申
者
歟
、
又

は
い
か
や
う
と
て
故
有
者
に
て
御
座
候

得
は
、
御
慈
悲
却
て
御
為

に
あ
し
く
可
有
御
座
哉
」
と
あ

っ
た
よ
う
に
、
領
主
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と

っ
て
旅
人
の
身
許
確
認
は
つ
ね
に
重
大

な
関
心
事
で
も
あ

っ
た
。
往
来
手
形

へ

の
関
心
は
そ
う
し
た
事
情
か
ら
深
ま

っ
て
い
っ
た

こ
と
が

わ
か
る
。

そ
こ
で
次

に
、
往
来
手
形
が
田
辺
領
で
活
用
さ
れ

て
い
く
過
程
を
み
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
て
、
幕
府
の
享
保
二
十

(
一
七
三
五
)
年
令
に
、

　
　
道
心
者
躰
、
廻
国
之
類
倒
死
之
時
、
怪
敷
儀
も
無
之
、
懐
中

二
、
何
国

二
而

　
　

相
果
候
共
其
所

二
葬
候
様

二
、
本
寺
触
頭
、
其
在
所
之
寺
院
、
或

ハ
親
類
等

　
　

之
慥
成
書
付
有
之
候

ハ
・
、
前

々
之
通
、
在
所
江
弥
相
届
候

二
不
及
、
其
所

　
　

江
取
置
可
申
事

と
あ
る
。
右

の
史
料
に

「何
国

二
而
相
果
候
共
其
所

二
葬
候
様

二
」
と
あ
る
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑮

は
、
例
え
ば
、
鳥
取
藩
の

「在
方
諸
事
控
」
天
保
十
四

(
一
八
四
三
)
年
七
月
二

十
六
日
条
に
、　
「是
迄
寺
院
よ
り
差
出
し
候
手
形
、
捨
往
来
と
唱
、
文
言
之
内
、

若
病
死
等
致
し
候
共
、
此
方
え
付
届
不
及
抔
と
相
認
候
向
も
有
之
様
相
聞
候
」
と

あ
る
う
ち
の

「若
病
死
等
致
し
候
共
、
此
方
え
付
届
不
及
」
と
あ
る
部
分
と
同
趣

旨
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
右

の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
手
形
を

「捨
往

来
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
右
の

「捨
往
来
」
が
い
つ
頃
成
立
す
る
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、
次

の
享
保

二

(
一
七

一
七
)
年
の
史
料
が

一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る

(表
1
の
三
七
)
。

　
　
十
月
二
日
、
北
新
町
抹
香
屋
次
郎
右
衛
門
と
申
者
、
常
々
報
謝
宿
仕
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(者
脱
力
)

　
　
和
州
添
下
郡
小
泉
村
之
僧
租
関
と
申
泊
り
候
処

二
、
九
月
末
汐
煩
出
シ
、
十

　
　
月
二
日
相
果
申
候
由
申
出
ル
ニ
付
、

為
御
改
役
人
立
合
候
処
、

此
僧
病
中

　
　

二
、
国
元
江
飛
脚
遣
し
可
申
哉
と
申
候

へ
共
、
何
方

二
而
死
候
而
も
国
元
付

　
　
届
入
不
申
候
由
申

二
付
、

一
札
為
致
置
候
由
、
則
次
郎
右
衛
門

へ
も
書
付
為

　
　
致
、
禅
宗
之
由
海
蔵
寺

へ
取
置
申
候
事

す
な
わ
ち
、
病
死
し
た
租
関
が
、　
「
何
方

二
而
死
候
而
も
国
元
付
届
入
不
申
候
」

と
口
頭
で
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
元
来
は
慣
行
的
に
口
頭
で
語

ら
れ
て
い
た
の
が
、
や
が
て
僧
侶
の
往
来
手
形
の
中
に
書
き
加
え
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、

一
般
の
旅
人
が
携
帯
す
る
往
来
手
形
は
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま

っ
た
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

ろ
う
か
。
現
在
確
認
で
き
る
最
も
古
い
往
来
手
形
を
次

に
示
す
。
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窓史

　
　
　
　
　
往
来
手
形
之
事

　
　

一
此
者
丹
波
福
知
山
堀
村
三
平
と
申
も
の

二
而
御
座
候
、
此
度
西
国
三
拾
三

　
　
　
所
順
礼

二
罷
出
、
万

一
何
国
何
方

二
相
果
申
候
と
も
、
其
所
之
御
じ
ひ

二

　
　
　
如
何
様

二
も
か
け
を
う
て
可
被
下
候
、
後
汐
少
シ
も
構
無
御
座
候

　
　
　
尤
宗
旨
之
儀

ハ
代

々
禅
宗

二
而
、
当
村
円
浄
寺
旦
那
紛
無
御
座
候
、
則
寺

　
　
　
手
形
別
紙
有
之
候
、
為
後
日
往
来
手
形
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
波
天
田
郡
堀
紂
庄
や

　
　
　
　
享
保
拾
乙
巳
年
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
山
孫
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
印
共

　
　
　
　
　
国
々
御
番
所
様

　
　
　
　
　
　
所

々
御
役
人
衆
様

右
の
史
料
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、　

「万

一
何
国
何
方

二
相
果
申
候
と
も
」
と

あ
る
箇
所
で
、　
「
捨
往
来
」
に
近
い
往
来
手
形
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
死
去
時
の
処
理
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
定
式

化
さ
れ
る
よ
う
な
、
途
中
で
の
困
難
遭
遇
時

に
お
け
る
救
援
要
請
の
文
言
は
み
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
事
実
か
ら
、
お
そ
ら
く
享
保
年
間
に
は
、
死
去
時
の
埋

葬
要
請
を
も

つ
往
来
手
形
が
、
僧
侶
だ
け
で
な
く

一
般

の
旅
人
も
携
帯
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
田
辺
領
で
は
、
享
保
十
年
八
月

に
、
大
坂
の
者
が

「
大
坂
池
田
村
禅
宗
明

悟
院
之
宗
旨
往
来
手
形
」　
(表
1
の
三
九
)
を
所
持
し
た
例
や
、
元
文
三

(
一
七

三
八
)
年
六
月
に
、
因
幡
国
鳥
取
二
階
町
三
丁
目
順
礼
勘
右
衛
門
が
、　
「法
花
宗

同
所
妙
玄
寺
旦
那
之
由
寺
手
形
」　
(表

1
の
四
五
)
を
所
持
し
た
例
が
み
え
、
さ

ら
に
、
宝
暦
元

(
一
七
五

一
)
年
六
月

に
は
、　
「仮
橋
之
下

二
癩
病
と
相
見

へ
年

之
程
三
拾
計
之
男
乞
食

壱
人
相
果
」
て

い
た
際
、
検
死
に
あ
た

っ
た
役
人
が
、

「
往
来
其
外
書
付
之
物
者
無
之
哉
」
　
(
表
1
の
五
二
)
と
尋
ね
て
い
る
。
ま
た
、

宝
暦
九
年
四
月
に
、
備
後
国
の
順
礼
音

八
母
が
死
去
し
、
同
行
が

「
当
地

二
而
土

葬
L
を
望
ん
だ
の
に
対
し
て
、　
「勝
手
次
第
」
と
許
可
し
た
う
え
で
、　
「
勿
論
音

八
母
往
来

一
札
丼
寺
手
形
、
私
共
方

へ
取
置
申
候
」
と
、
下
長
町
年
寄
伝
兵
衛
が

「
口
上
書
」
に
記
し
て
い
る

(表
1
の
五
九
)。

後
日
の
証
拠
に

「取
置
」

い
た

の
で
あ
る
。
右
の
四
つ
の
事
例
か
ら
、
十
八
世
紀
半
ば
に
は
、
往
来
手
形
が
身
許

証
明
書
と
し
て
田
辺
領
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
田
辺
領
で
出
さ
れ
た
往
来
手
形
は
、　
『
田
辺
万
代
記
』
に
載
る
次

の
史
料
が
初
見
で
あ
る
。

　
　

一
紀
州
牟
婁
郡
田
辺
本
町
干
鰯
屋
市
郎
兵
衛
、
同
上
長
町
浜
屋
源
七
井
下
人

　
　
　
弐
人
共
、
宗
旨

ハ
何

レ
も
浄
土
宗
田
辺
浄
恩
寺
旦
那

二
て
御
座
候
、
国
々

　
　
　
所
々
参
詣

二
罷
立
申
候
、
病
気
又

ハ
及
難
儀
候
節

ハ
、
其
御
所

二
て
御
世

　
　
　
話
可
被
下
候
、
勿
論
番
所
等
無
相
違
御
通
可
被
下
候
、
証
文
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
州
牟
婁
郡
田
辺
大
庄
屋

　
　
　
　
宝
暦
六
年
子
三
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
田
所
弥
三
左
衛
門

　
　
　
　
　
国
々
所

々

　
　
　
　
　
　
御
番
所
御
役
人
衆
中

す
な
わ
ち
、
田
辺
城
下
か
ら
参
詣
目
的
で
旅
立
つ
町
民
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の

で
、
病
気
等
の

「
難
儀
」
に
対
し
て
、
救
済
要
請
が
す
で
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
、　
「
証
文
」
が
田
辺
城
下
の
大
年
寄
で
は
な
く
、
田
辺
組
大
庄
屋
田
所
氏
の

名
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
た
だ
し
、
死
去
時
の
処
置
や
証
文
の

期
限
は
特
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
往
来
手
形
が
身
許
証

明
書
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
段
階
で
、

一
般
の
参
詣
者
用
往
来
手
形

が
、
田
辺
領
で
も
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
幕
府
が
こ
の
段
階
に
往
来
手
形
に
言
及
し
た
史
料
は
、
今

の
と
こ

ろ
見

い
出
せ
な
い
。
幕
府
が
往
来
手
形
に
言
及
し
た
史
料
は
、
よ
う
や
く
天
保

一

四

(
一
八
四
三
)
年
三
月
に
な

っ
て
出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
人
別
改
の
法
令
の
な

ヱ8



諸　
　竃

近世のパスポー ト体制

　
　
　

⑰

か
で
あ
る
。

　
　

廻
国
修
行
六
部
順
礼
等

二
罷
出
候
も
の
、
是
迄
者
村
役
人
共
或

ハ
菩
提
所
寺

　
　

院
相
対
之
上
、
往
来
手
形
請
取
候

由

二
候
処
、
以
来
者
、
村
役
人
共
よ
り
御

　
　

代
官
領
主
地
頭
江
願
出
、
前
書
之
振
合
を
以
、
許
状
相
渡
可
申
事

す
な
わ
ち
、
従
来
は
、　
「往
来
手
形
」
が

「村
役
人
」
か

「菩
提
所
寺
院
」
と
申

請
者
と
の

「
相
対
」
で
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
後
は
、　
「
村
役
人
共
よ

り
御
代
官
領
主
地
頭
」
に
願
い
出
た
あ
と
、
往
来
手
形
を
発
行
す
る
よ
う
に
せ
よ

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
右

の
意
向
を
う
け
て
、
鳥
取
藩
で
は
、
同
年
七
月
二
十
六
日
、
次
の
よ
う
に
郡

　
　
　
　
　
　

⑳

々
に
触
れ
出
し
た
。

　
　
尤
無
拠
要
用
等
有
之
、
他
国
え
罷
越
し
滞
留
致
し
、
又
は
神
社
仏
閣
為
参
詣

　
　
罷
出
候
節

ハ
、
其
段
相
願
、
御
聞
届
之
上
、
右
願
書
え
御
郡
奉
行
奥
書
致
し

　
　
候
問
、
右
願
書
井
寺
手
形
所
持
可
罷
出
候
、
以
来
は
右
手
形
之
儀
宗
旨
庄
屋

　
　

よ
り
旦
那
寺
え
懸
合
、
右
受
取
可
相
渡
、
右

二
付
手
形
文
言
之
儀
も
、
此
方

　
　
え
付
届
不
及
抔
と
申
儀
は
不
相
成
旨

、
寺
院
え
被
仰
渡
候
間
、
左
様
可
被
相

　
　
心
得
候

す
な
わ
ち
、
郡
奉
行
が
参
詣
希
望
者
な
ど

の
願
書
に

「
奥
書
」
し
た
う
え
で
、
宗

旨
庄
屋
が
旦
那
寺
と

「懸
合
」
う
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
幕
府
の
先

の
指
示
は
、
人
返
し
令
の
な

か
で
、
人
別
把
握
の
必
要
性
か
ら
生
じ

た
も
の
で
、
必
ず
し
も
行
旅
難
渋
者
に
関
わ

っ
て
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
当
時
、
偽
往
来
手
形
と
思
わ
れ

る
も
の
が
か
な
り
出
回

っ
て
い
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
右

の
指
示
に
よ

っ
て
、
往
来
手
形
の
身
許
証
明
書
と
し
て
の
信
頼
度

が
あ
る
程
度
高
ま

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
同
時
に
ま
た
、
幕
府
が
よ
う
や
く

天
保
段
階

に
な

っ
て
往
来
手
形
に

一
定

の
規
制
を
し
た
こ
と
か
ら
、
明
和
令
に
み

え
る
往
来
手
形
の
文
言
は
、
地
域
社
会
の
慣
行
を
前
提
に
し
て
付
加
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
は
、

天
保
段
階
に

一
層
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

三
　

パ
ス
ポ
ー
ト
体
制

の
整
備
と
終
焉

1

田
辺
領
で
の
村
送
体
制
の
整
備

　

田
辺
領
で
は
、
行
旅
難
渋
者
の
村
送
が
天
明
五
年
頃
に
始
ま

っ
た
。
ま
ず
、
村

送
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　
例
え
ば
、
町
で
あ
れ
ば
、
難
渋
者
が
宿
主
に
願
い
出
、
宿
主
か
ら
町
年
寄
、
町

年
寄
か
ら
大
年
寄
に
届
け
ら
れ
、
さ
ら
に
大
年
寄
か
ら
町
奉
行
所
に
上
申
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
町
奉
行
所

の
判
断
が
大
年
寄
に
通
達
さ
れ
る
と
、
担
当
の
大
年
寄

の
指
示
で
人
足
の
手
配
な
ど
実
務
が
と
と
の
え
ら
れ
、
村
送
の
実
現
と
な
る
仕
組

み
で
あ

っ
た
。
村

の
場
合
、
町
年
寄
を
庄
屋
、
大
年
寄
を
大
庄
屋
に
置
き
か
え
れ

ば
よ
い
。
し
か
し
、
村
送
が
順
調
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
村
送
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
次

に
具
体
的
に
考
え
て
い
く
。

　
さ
て
、
寛
政
七

(
一
七
九
五
)
年
四
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る

(表
1

の

=

六
)
。

　
　
下
長
町
へ
止
宿
致
候
但
馬
順
礼
、

痛
所

二
て
国
元
迄
村
送

二
願
出
、

喜
市

　
　
達
、
右
之
段
西
ノ
谷
村

へ
為
心
得
置
呉
候
様
跡
方
之
通
申
来
通

ル
、
天
明
六

　
　
午
年
江
川
汐
送
り
出
候
例

二
て
、
下
長
町
年
寄
之
添
書

二
て
送
出
、
西
ノ
谷

　
　
村
庄
屋
継
状
貰
、
下
長
町
人
足
芳
養

へ
持
来
り
候
、
西
ノ
谷
よ
り
入
足

ハ
出

　
　
不
申
候
、
町

二
添
書
扣

へ
有
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す
な
わ
ち
、
但
馬
の
順
礼
が

「痛
所
」

の
た
め
村
送
を
願
い
出
、
担
当
の
大
年
寄

玉
置
喜
市
が
村
送
の
実
現
の
た
め
差
配

し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、　
「
天
明
六
午
年
江
川
汐
送
り
出
候
例
」
と
あ
る
が
、
天
明
六
年
の
村
送

は
次
の
二
件
で
あ
る
。
ま
ず

一
件
は
、
美
濃
国
の
甚
蔵
親
子
が
江
川
で
歩
行
困
難

に
な
り
村
送
さ
れ
た
も
の
で
、
二
月
六
日
付

の

「覚
」
　
(江
川
村
庄
屋

・
年
寄
差

出
の
送
り
状
)
奥
書
に
、　
「
右
町
御
奉
行
所

へ
相
達
候
上
取
計
遣

ス
、
尤
往
来
手

形

・
寺
請
と
も
写
取
、
本
紙

ハ
遣
」
と
あ

る

(表
1
の

一
〇
二
)。
も
う

一
件
は
、

筑
前
の
順
礼
と
ら
が
北
新
町
で
病
気
に
な
り
村
送
さ
れ
た
も

の
で
、　
『
田
辺
町
大

帳
』
に
・

丑

齣

願
晴

送
彑

札
相
添

西
ノ
谷
村

へ
継
出

人
足
は
下
は

や
迄
遣
し
申
候
L
と
み
え
る
。
ま
た

『
田
辺
万
代
記
』
に
は
、　

「北
新
町

二
煩
候

筑
前
順
礼
村
送
り

二
願
出
、
御
達
相
済

送
り
出
、
委
細
町
帳

二
有
、
尤
人
足

ハ
町

ヨ
リ
は
や
下
村

へ
遣
、
送
り
状

ハ
西
ノ
谷
村
庄
屋
書
添
為
致
候
」
と
あ
る

(表
1

の

一
〇
四
)
。

　
寛
政
七
年
の
記
事
は
、
江
川
の
事
例

の
み
で
は
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

同
年

の
北
新
町
の
事
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
村
送
の
実
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
置
喜
市

は
、
天
明
六
年
の
先
例
を
ふ
ま
え
て
、
下

長
町
年
寄

の

「添
書
」　
(送
り
状
)
を
順
礼
に
渡
し
、
下
長
町
の
人
足
を
使

っ
て

「
芳
養
」
ま
で
送
り
、
か
つ
途
中
西
ノ
谷
村
で

「
庄
屋
継
状
」
を
順
礼
に

「貰
」

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
天
明
六
年
の
二
件
の
場
合
、
江
川
庄
屋
ら
の
送
り
状
と
北
新
町
年
寄

の
送
り
状
と
で
は
、
記
載
形
式
が
か
な
り
相
違
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
送
り
状

の
形
式
を
整
え
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
か
、
早
く
も
寛
政
十

一
(
一
七
九
九
)
年

に
は
、　
『
田
辺
万
代
記
』
に
次
の
よ
う

な
送
り
状
の
文
書
が
雛
型
と
し
て
掲
載
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

一
旅
人
村
送
り
、
自
今
左
之
通
之
模
様

二
致
候
様
御
通
し
、
尤
不
送
出
内
断

　
　
　
出
候
様
、
其
内
送
り
出
候
上

二
て
も
、
品

二
♂
断
出
候
様

二
と
の
事

　
　
　
　

送
り
状

　
　
　
此
度
播
州
加
本
郡
永
井
村
兵
右
衛
門
と
申
者
、
同
行
四
人
連

二
て
西
国
順

　
　
　
礼
い
た
し
候
処
、
熊
野
路

二
て
足
痛
指
発
候

二
付
、
同
行
之
者
先
達
て
相

　
　
　
別
、
為
養
生
壱
人
相
残
保
養
致
候
得
ど
も
、
尓

々
無
御
座
兎
角
乍
相
悩
当

　
　
　
村
迄
罷
越
候
処
、
次
第
痛
強

一
向
歩
行
難
出
来
甚
難
儀
致
候
、
然
共
気
力

　
　
　
慥

二
て
、
早
々
国
元

へ
罷
帰
度
候
間
、
何
卒
村
継
を
以
送
り
呉
候
様
願
候

　
　
　

二
付
、
其
品
申
達
送
り
出
申
候
、
宿
々
村
々
御
憐
愍
を
以
御
送
届
被
遣
候

　
　
　
様
致
度
候
、
尤
路
銀
貯
無
体

二
相
見
候

二
付
、
御
心
付
被
遣
無
滞
帰
村
仕

　
　
　
候
様
仕
度
候
、
以
上

　
　
　
　
未
四
月
幾
日
　

　

　

　

　

　

　
灘
醐
講
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
内
村
庄
麗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
　
　
助
印

　
　
　
　
　
諸
国
国

　
　
　
　
　
　
宿

々
村
々

　
　
　
　
　
　

御
役
人
衆
中

つ
ま
り
、
難
渋
者
が

「
気
力
慥
」
で
、
強
く
帰
国
を
願

っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
元
禄
令
の
半
強
制
的
な
宿
送

の
禁
止
を
強
く
意
識
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
右

の
点
は
、
弘
化
三

(
一
八
四
五
)
年
七
月
に
、
越
中
国
日
奈
田
村
久
八
を
村

送
に
す
る
際
、
大
庄
屋
田
所
左
衛
次
が
代
官
所
か
ら
次
の
よ
う
に
申
付
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る

(
表

一
の
三

一
四
)。

　
　
先
刻
達
出
有
之
候
送
り
出
候
者
、
御
聞
済

二
候
間
、
其
旨
早
々
取
計
候
様
可

　
　

相
通
候
、
猶
又
送
り
状
文
言
之
内

ユ
、
気
力

ハ
慥

二
御
座
候
と
申
儀

ハ
無
之
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候
、
届
状

へ
も
送
り
状

へ
も
書
入
差
出
し
可
申
候

領
主
へ
の

「届
状
」
と
難
渋
者
に
渡
す

「送
り
状
」
の
両
方
に
必
ず

「
気
力

ハ
慥

二
」
の
文
言
を
加
え
る
よ
う
に
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
通
達
が
出
さ
れ
た

の
は
、
右
の
文
言
が
年
月
を
経
て
記
入
さ
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
領

主
が
こ
の
点
を
最
も
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
送
り
状

の
雛
型
が
出
て
、
村
送

は
順
調
に
い
く
か
に
み
え
た
が
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
文
化
元

(
一
八
〇
四
)
年
三
月
に
、
中
風
体
で

「
せ

い
ろ
ふ
体
の
釣
籠
拵
乗
せ
送
候
」
七
〇
歳
程
の
三
州
順
礼
助
七
が
、
黒
江
か
ら
送

り
戻
さ
れ
て
き
た
。
事
情
を
聞
く
と
、　

「
村
々
送
り
書
井
大
庄
屋
所
印
形
」
が
な

か
っ
た
か
ら
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
下
長
町
年
寄
彦
右
衛
門
は
、
前
と
は
別
の
次

の
よ
う
な
添
状
を
渡
し
て
送
り
出
し
た

(
表
1
の

=
ハ
一
)
。

　
　
此
三
州
順
礼
助
七
と
申
者
、

先
月

廿
三
日
御
達
相
済
、

当
町
♂
送
り
出
候

　
　
処
、
黒
江
汐
送
戻
さ
れ
候
由
、
順
礼
申

ロ
ニ
候
得
共
、
尓
々
相
知
不
申
候

二

　
　
付
、
又
々
送
遣
候
、
若
又
子
細
御
座
候

ハ
、
其
所

二
順
礼
留

メ
置
、
以
書
状

　
　
御
申
越
可
被
成
候
、
此
上
無
子
細
送
り
者
御
受
無
之
候

ハ
・
、
其
前
之
村
汐

　
　
訳
御
糺
被
下
度
候
、
此
間
之
通
無
子
細
御
送
戻
候

ハ
・
、
支
配
方

へ
相
達
可

　
　
申
候
、
為
其
村
々
御
付
書
乍
御
面
倒

入
御
念
御
認

メ
御
指
送
り
可
被
成
候

助
七
が

送
り
戻
さ
れ
た
事
情
が

よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
た
め
、

途
中
の
村
々
に

「付
書
」
の

「
認
メ
」
を
依
頼
し
、
再
度
送
り
戻
さ
れ
た
場
合
は
、　
「御
支
配
方

へ
相
達
」
と
も
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
大
庄
屋
と
大
年
寄
が
相
談
し
て
、

次
の
よ
う
に
取
り
き
め
て
い
る
。

　
　
町
表

二
旅
人
煩
候
て

国
元

へ
送
り
出

ハ
、

自
今

西
ノ
谷
村
庄
屋
之
添
書
を

　
　
取
、
町
人
足

二
て
芳
養

へ
送
り
出
候
筈
、
東
な
れ
バ
湊
庄
屋
之
添
書
を
取
、

　
　
下
丸

へ
送
り
出
候
筈
、
大
年
寄
中
と
申
談
極
申
候

田
辺
か
ら
北

へ
和
歌
山
に
向
か
う
場
合
は
、
西
ノ
谷
村
庄
屋
の
添
書
を
と
り
、
東

へ
中
辺
路
に
向
か
う
場
合
は
、
湊
村
の
添
書
を
と
る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
も
送
り
戻
し
が
続
い
た
ら
し
く
、
文
化
三
年
三
月
、

京
二
条
新
麩
屋
町
井
筒
屋
惣
兵
衛
女
房
ふ
さ
を
村
送
す
る
に
あ
た

っ
て
、
次
の
よ

う
な
文
言
を
書
き
加
え
て
い
る

(
表
1
の

一
七
〇
)。

　
　
右
御
達
申
上
候

処
、

御
聞
届
相
済

候

へ
ど
も
、

村

二
♂
送
戻
候
筋
も
有
之

　
　
由
、
別

二
添
状
認
病
人

二
為
持
、
若
送
戻
申
所

二
て

ハ
、
其
状
見
せ
候
様
可

　
　
遣
と
の
御
事

す
な
わ
ち
、
村
送
し
て
も
、　
「
村

二
ず
送
戻
」
す
場
合
が
あ
る
か
ら
、　
「
別

二
添

状
」
を
持
た
せ
、
も
し

「
送
戻
申
所
」
が
あ
れ
ば
、
こ
の

「添
状
」
を
見
せ
る
よ

う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

送
り
状
と
は
別
に
、
次
の
よ
う
な

「
口

演
」
が
渡
さ
れ
た
。

　
　
本
文
京
二
条
ふ
さ
送
状

ハ
、
当
地
御
役
所
表
達
申
上
、
形
合
を
以
遣
申
候
、

　
　
近
比
御
村
方

二
よ
り
少
之
間
違
を
申
立
、
御
送
り
戻
候
筋
御
座
候

へ
ど
も
、

　
　
早
々
帰
国
之
病
人

二
候

ヘ
バ
、
無
間
違
御
送
被
遣
候
様
致
度
、
添
状
如
此

二

　
　
御
座
候

本
来
の
送
り
状
に
加
え
、
別
に

「添
状
」
が
必
要
と
は
、
何
と
も
合
点
が
い
か
な

い
こ
と
だ
が
、
「送
戻
」
さ
れ
て
く
る
事
情
は
、
や
が
て
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
文
化
九

(
一
八

一
二
)
年
七
月
、　
『
田
辺
万
代
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

え
る
。

　
　

一
同
十
九
日
、
旅
人
村
送
り

二
出
候
節
、
送
り

一
札

ハ
庄
屋
名
前
斗
リ

ニ
候

　
　
　
哉
、
大
庄
屋
奥
書
有
之
哉
と
、
御
郡
方
♂
切
目

へ
被
尋
候

エ
付
、
切
目
よ

　
　
　
り
円
門音同
へ
聞
A
口
、
申
来
候
緻
一

　
　

一
送
り
状

へ
大
庄
屋
奥
印
致
候
義
、
口
六
郡

ハ
十
ケ
年
以
前
被
仰
付
候
由
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　マこ

　
　
　
容
易

二
承
届
不
申
、
痛
所
抔

二
て
気
力
慥

二
罷
在
、
達
て
当
人
達
て
之
願

　
　
　
又

ハ
格
別
之
願
と
、
往
来
も
所
持
有
之
節

ハ
、
得
と
大
庄
屋
聞
届
、
送
出

　
　
　
候

へ
と
も
、
村
方

二
世
話
を
退
れ
其
所
之
養
介
を
厭
候
て
、
病
人
願
も
無

　
　
　
之

二
達
出
候
筋
、
送
り
出
不
申
と
の
事
申
越
、
郡
方

へ
申
達

　
　
　
右

ハ
此
間
三
栖
よ
り
村
送
り

二
出
候
を
、
北
道
ノ
庄
屋
、
大
庄
屋
之
奥
印

　
　
　
無
之
と
て
戻
来
候
由

す
な
わ
ち
、
御
郡
方
か
ら
切
目
組
大
庄
屋
に
、
送
り
状
は
、　

「庄
屋
名
前
斗
」
か

「大
庄
屋
奥
書
」
が
必
要
か
が
尋
ね
ら
れ
、
切
目
組
か
ら
日
高
の
大
庄
屋
酒
井
次

助
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、　
「
送
り
状

へ
大
庄
屋
奥
印
致
候
義
、
ロ
六
郡

ハ
十

ケ
年
以
前
被
仰
付
候
」
と
、
和
歌
山
城
下
周
辺
で
は
、
す
で
に

「十
ケ
年
」
も
前

に

「大
庄
屋
奥
印
」
が

「仰
出
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
村
送
に
あ
た

っ

て
、
病
人
が
本
当
に
自
分
の
意
志
で
村
送
を
希
望
し
て
い
る
か
な
ど
を
、
大
庄
屋

が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
和
歌
山
城
下
周
辺
で
十
年
も

前
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、
田
辺
領
に
伝
え
ら
れ
な
か

っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、

文
化
元
年
に
助
七
が

「送
戻
」
さ
れ
た
際
、　
「大
庄
屋
所
印
形
」
が
問
題
に
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
十
年
前

に
右
の
命
令
が
あ

っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く

事
実
で
あ
る
。

　

か
く
て
右
の
事
情
が
判
明
し
た
あ
と
、　
『
田
辺
万
代
記
」
は
、
同
年
八
月
に
、

「
組
々
大
庄
屋
」
の

「申
合
」
せ
を
掲
載
し
た
う
え
で
、
今
後
、
送
り
状
の
奥
に

書
き
加
え
る
文
面
と
し
て
、
次

の
よ
う

な
雛
型
を
の
せ
て
い
る
。

　
　
右
本
行
之
趣
願
出
候

ユ
付
、
相
糺
候
処
、
相
違
無
之
候

二
付
、
当
地

二
て
相

　
　
達
、
送
出
さ
せ
候
義

二
相
違
無
之
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
国
同
郡
何
組
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隹
　
　
　
卩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一冨鐸

か
く
し
て
、
送
り
状
本
文

の
あ
と
に
大
庄
屋
な
い
し
は
大
年
寄
の
奥
書
を
書
き
加

え
る
こ
と
で
か
ね
て
の
間
題
が
解
決
さ
れ
、
こ
れ
以
降
は
、
特
に
大
き
な
問
題
は

な
く
、
幕
末
ま
で
村
送
が
つ
づ
い
た
。
そ
し
て
、
田
辺
領
で
は
、
表
1
の
三
三
二

に
あ
る
と
お
り
、
慶
応
二

(
一
八
六
六
)
年
五
月
に
、
泉
州
日
根
郡
谷
川
村
の
利

兵
衛
が
最
後
の
村
送
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
村
送
に
お
け
る
諸
問
題

　
さ
て
、
村
送
が
田
辺
領
で
開
始
さ
れ
る
と
、
前
項
で
述
べ
た
以
外

に
も
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
次
に
、
そ
う
し
た
問
題
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
検

討
し
て
い
く
。

　
例
え
ば
、
享
和
三

(
一
八
〇
三
)
年
六
月
五
日
、
郡
方
役
人
小
出
与
右
衛
門
か

ら
次
の
よ
う
な
通
達
が
出
さ
れ
た

(『
田
辺
万
代
記
』)
。

　
　
他
所
者
病
気

二
付

村
送
り
願
出
送
り
出
し
、

井
上
下
♂
同
様
送
り
来
候
筋

　
　
共
、
村
方
入・
夜

二
入
持
送
致
候
村
方
も
有
之
歟

二
相
聞
候
、
元
来
病
気
願

二

　
　
付
送
り
出
候
事

二
候
得

ハ
、

夜
持
送
り
候
筈
無
之
、

自
今
右
体
之
義

不
致

　
　
様
、

先
キ
村

二
て
及
暮
候

模
様
相
見
候

ハ
・
持
送
不
致
、

其
村

二
止

メ
為

　
　

せ
、
翌
朝
先
キ
村

へ
送
渡
候
様
取
計
可
申
候

す
な
わ
ち
、
郡
方
役
人
が

「
村
方
ず
夜

二
入
持
送
致
候
村
方
し
が
あ
る
と
い
う
噂

を
聞

い
て
、　
「夜
持
送
り
」
を
禁
止
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「元
来
病
気
願

二
付
送
り
出
候
事
し
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
病
気
快
復
後
の
村

送
が
き
ま
り
で
、
病
中
の
者
は
村
送
し
な
い
の
が
原
則
だ
が
、
本
人
の
強
い
希
望

で
病
中
で
も
村
送
す
る
の
だ
か
ら
、
夜
問
の
村
送
な
ど
許
さ
れ
る
筈
が
な
い
と
い

う

の
で
あ
る
。

　
右

に
関
し
て
、
次

の
史
料
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
庄
屋
田
所
八
郎
左
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衛
門
は
、
寛
政
七

(
一
七
九
五
)
年
八
月
二
十

一
日
に
、
郡
方
役
所

へ
提
出
し
た

「
口
上
し
で

(
表
1
の

一
一
八
)
、

　
　
美
作
国
西
国
順
礼
夫
婦
連
、
夫
病
気

二
て
下
浦
々
ず
送
り
来
、
夜
前

ハ
不
塩

　
　
梅

二
付
、
西
ノ
谷
村

二
て

一
夜
為

明
候
て
、
今
朝
は
や

へ
送
遣
候
処
、
相
果

　
　
申
候

二
付
、
連
帰
候
段
申
出
候

二
付
、
御
断
申
上
候

と
述
べ
て
い
る
。
村
送
中
の
病
人
が
途
中
で
死
去
す
る
右
の
よ
う
な
事
例
は
各
地

　
　
　
　
　

⑲

で
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
西
ノ
谷
村
か
ら
芳
養
村

へ
向
か
う
途
中

で
死
去
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
出
立
の
時
に
は
か
な
り
弱

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
送
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

本
文
で
は

一
応

「
夜
前

ハ
不
塩
梅

二
付
」
と
あ

っ
て
、
夜
間
の
村
送
が
回
避
さ
れ

て
い
る
か
の
ご
と
く
だ
が
、
文
字
通
り
に
は
受
け
取
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
夜
遅
く
到
着
し
、
深
夜
は
と
ど

め
、
夜
明
け
を
ま
た
ず
出
立
さ
せ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え

て
、　
「
先
キ
村

二
て
及
暮
候
模
様
相
見
候

ハ
・
持
送
不
致
」
と
、
次

の
村
に
到
着
す
る
頃
に
日
暮
時
に
な
る
よ
う
で
あ
れ

ば
、　
「
其
村

二
止
メ
」
よ
と
通
達
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
次
村

へ
の

村
送
が
急
が
れ
た
の
は
、
宿
泊
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
分
の
食
事
代
な
ど
諸
経
費
が
村

の
負
担
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
自
弁
で
き
な
い
貧
窮
し
た
行
旅
難
渋
者
の
世
話
に
か
か
る
諸
入
用

は
、

幕
府
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
享
保
二
十
年

に

「宿
中

割

合
」、
明
和
四
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

「宿
割
村
割
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
加
賀

藩
や
小
浜
藩
で
は
、
藩
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
田
辺
領
で
も
、
最
初
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

領
主
か
ら

「被
下
」
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宝
暦
三

(
一
七
五
三
)
年
四
月
に
、
難
渋
者
が
湊
村
と
北
新
町
の
境
で
出
た
際
、
町
奉
行

所
か
ら

「
順
礼
賄
湊
村
汐
致
置
、
諸
雑
用
半
分
町
3
致
候
様
」
に
と

「
仰
付
」
け

ら
れ
て
い
る

(
表
1
の
五
五
)。

田
辺
領
で
は
こ
の
頃
、

村
や
町
で
負
担
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

と
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
旅
難
渋
者
の
世
話
や

村
送
に
か
か

っ
た
諸
経
費
が
具
体
的
に
わ
か
る
史
料
は
少
な
く
、
田
辺
領
で
の
経

費
負
担
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど

っ
た
か
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
、
現

在

の
と
こ
ろ
で
き
な
い
。
今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

　
た
だ
、
天
保
十

一

(
一
八
四
〇
)

年
に
始
ま
る

『紀
州
田
辺
御
用
留
』

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

「
そ
の
時
そ
の
時
の
文
書
な
ど
が
綴
ら
れ
た
ま
ま
」
で
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
か
、
村
送
な
ど
の
経
費
が
具
体
的
に
記
さ
れ
た
史
料
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ

故
、
そ
う
し
た
史
料
を
使

っ
て
、
近
世
後
期
の
村
送
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。

　
さ
て
、
天
保
十
四
年
十

一
月
、　
「
加
州
中
石
河
郡
福
留
郷
粉
川
新
村
利
兵
衛
悴

重
兵
衛
」

は
、　
「
諸
国
神
社
仏
閣
拝
礼
」

の
途
中
、
湊
村
で

「足
痛
」

の
た
め

「歩
行
困
難
」
に
な
り
、　

「何
卒
儒
村
仕
度
」
と

「
村
送
」
を
願

っ
た
。
湊
村
で

は
、
本
人
が

「往
来

一
札
」
を
所
持
し
て
い
た
た
め
、　
「
役
所

へ
相
達
」
し
た
う

え
で
、　

「粉
川
新
村
迄
所
々
村
々
御
役
人
衆
」
宛
の

「
送
り

一
札
」
を
重
兵
衛
に

渡
し
て
、
国
元

へ

「送
り
出
」
し
た
。　
「
送
り

一
札
」
に
は
、　
「
尤
路
用
之
貯
も

無
之
体

二
相
見
申
候
間
、
御
憐
愍
を
以
御
心
添
被
成
遣
早
々
罷
帰
候
様
致
度
候
」

と
あ
り
、
重
兵
衛
が
無
償
で
村
送
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時

の

諸
経
費
は
次
の
史
料
に
よ

っ
て
わ
か
る
の
で
あ
る

(表

1
の
三

一
一
)。

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湊
村

　
　
十
一月
朔
撰
汐
岡
三
日
夕
迄

　
　

一
米
壱
升
七
合
五
勺
　
　
支
度
賄

　
　

一
銭
壱
匁
　
　
　
　
　
　
薬
王
丸
弐
服

　
　

一
同
六
分
　
　
　
　
　
　
ふ
り
出
壱
服
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一
同
九
匁
六
分
七
厘

　
　
　

内

　

弐
匁
壱
分
七
厘

　

弐
分
四
厘

　

壱
匁
六
分

　

八
分

　

弐
匁

　

六
分

　

〆

加
籠
壱
丁
板
入
用

ぬ
き
壱
丁

た
る
き
弐
丁

四
寸
釘
拾
弐
本

六
寸
竹
四
本

縄
代

素
人
工
壱
工

筵
壱
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(河
脱
力
)

　
　

右

ハ
当
月
二
日
御
届
申
上
候
加
州
中
石
郡
福
留
郷
粉
川
新
村
利
兵
衛
悴
重
兵

　
　
衛
病
気

二
付
、
村
送
加
籠
井
薬
代
と
も
入
用

二
御
座
候
、
追
而
小
入
用
立

へ

　
　
御
加
判
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
十

一
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
所
弥
三
左
衛
門

　
　
　
　
御
代
官
所

　
右

の
記
事
か
ら
、
重
兵
衛
は
十

一
月
朔
日
に
湊
村
で
歩
行
困
難
に
な
り
、
翌
日

に
は
村
送

の
願
書
が
役
所
に
提
出
さ
れ
、
同
三
日
夕
に
は
湊
村
を
出
立
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
村
送
が

シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
、
短
時
間
で
出
立
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
右

の
三
日
間
の
経
費

の
内
分
け
が

「
覚
し
の
内
容
で
あ
る
。　
「支
度
賄
」
が
食

事
代
、　

「
薬
王
丸
」
や

「
ふ
り
出
」
は
薬
代
で
あ
る
。
重
兵
衛
は
特
に
重
病
で
は

な
か

っ
た
の
で
、
こ
の
分
は
比
較
的
少
な
い
。
次
に
、　
「
加
駕
壱
丁
板
入
用
」
以

下
は
、
重
兵
衛
を
村
送
す
る
た
め
に
使
用
し
た
駕
籠
を
湊
村
で
拵
え
た
時
の
入
用

で
あ
る
。

「素
人
工
」
と
あ
る
よ
う
に
、
村
人
が
即
席
で
運
送
用
の
駕
籠
を
つ
く

り
、
送
り
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右

の
経
費
は
、　
「
追
而
小
入
用
立
」
と
あ
る

よ
う
に
、
後
日
村
入
用
と
し
て
計
上
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
右
の
事

実
か
ら
、
行
旅
難
渋
者
の
世
話
や
村
送
に
あ
た

っ
て
、
町
や
村
単
位
で
相
当

の
出

費
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

3

難
渋
者
の
出
迎
え
に
つ
い
て

　
と
こ
ろ
で
、
村
送
が
困
難
な
未
成
年
者
な
ど
の
難
渋
者
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う

な
処
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
次
に
考
え
よ
う
。

　
最
初
の
事
例
三
で
検
討
し
た
は
ん

(
一
九
歳
)
の
場
合
、
矢
代
宿

の
名
主
ら
か

ら
江
川
浦
庄
屋
ら
に
宛
て
た
用
状
に

(表
3
の

一
〇
)、

　
　
娘
お
は
ん
と
の
若
年

二
御
座
候

ヘ
ハ
、
手
放
出
立
難
為
致
候
問
、
慥
成
仁
迎

　
　

二
被
遣
可
被
申
候
、
尤
印
鑑
書
状

二
封
込
申
候
、
御
迎
人
此
印
鑑
御
持
参
可

　
　
被
成
候

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

は
ん
が

「若
年
」

で
村
送
で
き
な
い
の
で
、
身
許

の
し

っ
か
り
し
た
者
を
迎
え
に
ょ
こ
す
よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。
右

の
よ
う
な
事
例

は
、
表
2
の
五
、

一
三
、
二
二
、
表
3
の

一
四
、
三
二
な
ど
に
み
え
、
か
な
り

一

般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
紀
州
の
者
が
国
内
で
難
渋
し
た
場
合
は
迎
え
を
求
め
る
こ
と
が
あ

っ

た
が
、
他
国
の
難
渋
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
幼
児
で
も
村
送
に
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
表
1
の
二
七
三
の
場
合
、　
「送
り

一
札
し
に

「女
子
壱
人

二
相
成
り

候

二
付
、
其
品
御
達
申
上
、
送
り
出
し
申
候
、
尤
荷
物
相
改
候
得
共
路
用
之
貯
等

も
無
之
、
小
児
之
儀

二
候
得
者
御
憐
愍
を
以
御
心
添
被
成
遣
」
と
記
し
て
、　
「
小

児
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
途
中
で
の

「憐
愍
」
を
要
請
し
、
ま
た
表
2
の

二
二
で
は
、　
「
送
り
状
」
に
、　
「娘

い
そ
義
元
来
瘴
聾

二
て
若
年
、
其
上
壱
人
歩
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行
難
儀

二
付
、
猶
帰
度
模
様

二
付
、
其
品
相
達
候
上
送
遣
申
候
L
と
記
し
て
、
耳

が
不
自
由
で
か
つ

「若
年
」
、
さ
ら
に
本
人
が

「帰
度
模
様
」
で
あ
る
と
付
け
加

え
て
送
り
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
表
3
の
こ
四
の
よ
う
に
、
特
別
な
措
置

が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
馬
所

へ

　
　

一
口
熊
野
三
尾
川
村
磯
八
娘
ふ
く
と
申
者
、
此
度
摂
州
桑
原
村
♂
送
り
越
候

　
　
　

二
付
、
村
送
り

二
取
斗
候
筈

二
候
得
共
、
右
ふ
く
義
幼
年
之
上
病
気

二
罷

　
　
　
在
、
村
送
り

二
相
成
候
而
ハ
日
数
も
相
掛
り
、
難
義
之
趣
願
出
候

二
付
、

　
　
　
例
外
定
り
之
賃
銭
を
以
伝
馬
継

二
而
送
り
遣
度
旨
、
口
熊
野
御
代
官
中
相

　
　
　
達
候
趣
、
無
余
儀
相
聞
候
問
、
此
度

二
限
り
宿
駕
籠
壱
挺
定
り
之
賃
銭

二

　
　
　
而
継
立
遣
し
候
様

す
な
わ
ち
、
村
送
さ
れ
て
き
た
ふ
く
が

、　
「幼
年
之
上
病
気
」
の
た
め
、　
「
村
送

で
は

「
日
数
」
が
か
か
り

「
難
義
」
な

の
で
、
　
「伝
馬
継
」
で
送
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
幼
児
な
ど
の
難
渋
者
が
出
た
場
合
、
他
の
諸
藩
は
、
ど
の
よ

う
な
対
応
を
と

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
鳥
取
藩
に
は
、
親
が
死
去
し
た

た
め
、
親
類
が
残
さ
れ
た
子
供
を
引
取

り
に
赴
い
た
事
例
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

ま
ず
そ
の
う
ち
の
早
い
例
を
紹
介
し
て
み
る
。

　
寛
保
二

(
一
七
四
二
)
年
六
月
、
因
幡
国
八
東
郡
糸
白
見
村
の
長
九
郎
は
、
美

濃
国
大
垣
で
病
死
し
、
忰
十
太
が
残
さ
れ
た
。
大
垣
町
惣
年
寄
は
こ
の
旨
を
大
垣

藩
役
所

へ
届
け
、
藩
役
所
か
ら
江
戸
の
留
守
居
に
伝
え
、
江
戸
留
守
居
は
さ
ら
に

鳥
取
藩
江
戸
留
守
居
に
連
絡
し
た
。

そ

し
て
、

鳥
取
藩
江
戸
留
守
居
か
ら
国
元

へ
、

「
弥
糸
白
見
村
之
者

二
候
哉
、

請
取

二
遣
候
取
捌
之

品
、

先
格
可
有
之

候

間
、
得
度
遂
吟
味
申
上
候
様
」
に
と
、
長
九
郎
の
身
許
確
認
、
お
よ
び

「
先
格
」

の
取
調
べ
を
指
示
し
た
。
国
元
で
は
、
郡
方
か
ら
糸
白
見
村
に
長
九
郎
の
身
許
確

認
を
す
る

一
方
で
、　
「先
格
橋
詰
村
五
郎
兵
衛
、
永
井
伊
賀
守
殿
御
領

二
て
相
果

候
節
、

取
捌
等
書
付
を
以
申
上
、
此
度
も
夫
に
准
し
」
処
置
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。
そ
の
後
、
長
九
郎
の
親
類
な
ど
二
名
が
、
大
庄
屋

・
宗
旨
庄
屋
両
名
連
署

の

大
垣
町
御
役
人
中
宛
礼
状
を
携
え
て
大
垣
に
出
向
き
、
長
九
郎
の
親
類
か
ら
の

「御
礼
」
金
六
百
疋
を
進
上
し
た
。
大
垣
町
惣
年
寄
二
名
も
、
領
主
か
ら
こ
の
間

の
事
情
を

「御
報
候
様

二
被
申
付
」
れ
、
鳥
取
藩

の
大
庄
屋

・
宗
旨
庄
屋
宛
用
状

を
送

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
元
で
は
、
大
垣
か
ら
帰
国
し
た
両
名
に
、
大
垣
城

下
の
様
子
、
十
太
の
世
話
、
奉
行
所
役
人
や
医
師
な
ど
に
つ
い
て
細

々
と
し
た
こ

と
ま
で
聞
き
出
し
、
書
付
に
残
し
て
い
る
。

　
右
の
記
述
か
ら
、
鳥
取
藩
で
は
、
寛
保
二
年
以
前
す
で
に

「先
格
」
が
あ
り
、

そ
れ
に
従

っ
て
問
題
を
処
理
し
、
身
許
確
認
な
ど
は
領
主
が
介
在
し
て
行

っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
鳥
取
藩
で
は
、
右

の
他
に
同
様
の
事
例
が
十
八
件

あ
り
、
河
内
、
丹
波
、
土
佐
、
阿
波
、
大
坂
、
伊
予
、
安
芸
、
和
泉
な
ど

へ
出
迎

え
に
行

っ
て
い
る
が
、
幼
児
の
出
迎
え
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
幼
児
の

場
合
、
村
送
が
難
し
い
た
め
、
出
迎
え
と
い
う
方
式
が
村
送

の
代
わ
り
に
採
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
身
許
確
認
か
ら
出
迎
え
に
至
る
手
続
が
次

第
に
整
備
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
こ
の
間
の
手
続
が
か
な
り
詳
細
に
わ
か
る
田

辺
領
の
事
例
を
次
に
紹
介
し
て
み
る

(表
3
の
三

一
)
。

　
嘉
永
六

(
一
八
五
三
)
年
二
月
、
阿
波
藩
大
坂
蔵
屋
敷
か
ら
紀
州
藩
大
坂
蔵
屋

敷
に
、

往
来
手
形
で
身
許
を
確
認
し
た
う
え
で
、

田
辺
領
新
庄
村

兵
吉
妻

つ
き

が
死
去
し
、
娘
さ
よ
が
残
さ
れ
た
旨
連
絡
が
入
り
、　

「幼
年

二
而
順
路
難
相
成
候

付
、
迎
之
義
」
を
要
請
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
紀
州
藩
大
坂
蔵
屋
敷
か
ら
国
元
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へ
連
絡
が

入
り
、

さ
ら
に
国
元

の
役
人
が

田
辺
の
領
主
安
藤
氏
に
、　
「
村
方
相

調
、
相
違
無
之
候

ハ
・
早
々
迎
之
者
差
遣
し
可
申
事
」
と
伝
え
、
同
時
に
、

　
　

一
右
迎
之
者
出
立
前
日
可
申
出
候

　
　

一
迎
之
者

一
旦
若
山
御
勝
手
方

へ
罷
出
、
受
指
図
候
上
、
評
定
所

一二
飜
添
翰

　
　
　
受
取
罷
越
候
様

　
　

一
先
方

へ
会
釈
之
口閣
用
音
心可
致
亠畢

と
指
示
し
た
。

　
田
辺
領
で
は
、
大
庄
屋
田
所
左
衛
次
が
早
速
調
査
し
、
新
庄
村

の
者
と
確
認
し

た
う
え
で
、　
「
同
人
者
勿
論
親
類
共
も
至
極
難
渋
者
」
な
の
で
、　
「大
坂
表

二
而

引
渡
」
が
最
善
だ
が
、　
「
千
万
奉
恐
入
候
」
た
め
、　
「村
方
♂
世
話
致
し
遣
し
、

阿
州
入
田
村
迄
親
類
之
者
共
迎

二
差
遣

し
可
申
旨
同
村
庄
屋
申
出
候
」
と

の
請
書

を
代
官
に
提
出
し
、
親
類
伝
松
が
引
取
り
に
出
立
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
以
下
、

伝
松

の
出
立

(十
月
五
日
)
か
ら
帰
国

(
十
月
二
十

一
日
)
ま
で
長
文
に
わ
た
る

の
で
、
道
順
を
中
心
に
矢
印
を
加
え
て
迎
え
の
手
続
を
み
て
お
く
。

　
　
新
庄
村
↓
若
山
安
藤
氏
屋
敷
↓
紀
州
藩
表
役
所
↓
安
藤
氏
屋
敷
↓
大
坂
天
神

　
　
橋
紀
州
蔵
屋
敷
↓
阿
州
蔵
屋
敷

(
帰
り
は
直
接
紀
州

へ
向
か
い
た
し
と
申
上

　
　
げ
る
も
、
阿
州
徳
島
役
所
で
申
上
げ
る
よ
う
に
と
回
答
、
ま
た

「
阿
州
徳
島

　
　
御
役
所
行
御
状
井
御
切
手
被
下
」
)
↓
大
坂
ざ
こ
場
よ
り
淡
路

し
づ
き

へ
↓

　
　
淡
路
フ
ク
ラ
番
所

(御
切
手
差
出
)
↓
撫
養

に
上
陸
↓
徳
島
役
所

(御
状
を

　
　
渡
す
、　
「
其
方
義
右
さ
よ
と

ハ
い
か
成
親
類

二
而
候
哉
」
と
か

「其
方

ハ
当

　
　
所
之
勝
手
能
承
知

二
而
候
哉
」
と

「御
尋
」
、

そ
し
て

「侍
衆
案
内

二
御
差

　
　
添
」)
↓
入
田
村

(
御
礼
、
す
ぐ

に
出
立
)
↓
徳
島
役
所

(
帰
り
は
直
接
紀

　
　
州

へ
向
か
い
た
し
と
申
上
、　
「
其
旨
大
坂
蔵
屋
敷

へ
此
方
汐
通
達
可
致
し
と

　
　

の
回
答
)
↓
撫
養
↓
紀
州
加
田
浦
上
陸
↓
若
山
安
藤
氏
屋
敷
↓
若
山
表
役
所

　
　
↓
安
藤
氏
屋
敷
↓
新
庄
村

右
の
事
例
は
、
田
辺
領
の
安
藤
氏
が
介
在
し
て
い
る
た
め
、
本
藩
の
領
民
に
比
べ

て
手
続
が
や
や
煩
雑
に
な

っ
て
い
る
。

一
般
的
に
は
、
安
藤
氏
の
部
分
を
削
除
し

た
手
続
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
伝
松
は
、　
「会
釈
之
品
」
と
し
て
、
「菓
子
」、　

「酒
券
」
、　
「銀
」
、　
「
饅

頭
」
を
持
参
し
、　
「
大
坂
阿
州
蔵
屋
敷
」、　
「
入
田
村
御
役
手
」、　
「
さ
よ
世
話

二

相
成
候
筋
」
、
入
田
村

「歩
行
」

お
よ
び

「案
内

二
御
付
添
被
下
候
御
方
」
に
手

渡
し
て
い
る
。
伝
松
は
、　
「村
方
汐
世
話
致
し
遣
」
わ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
右
の

出
費
や
旅
費
は
お
そ
ら
く
村
入
用
と
し
て
計
上
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
実
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

一
般
的
に
他
国
の
難
渋

者
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
身
許
確
認

の
問
い
合
わ
せ
を
し
た
・9
、
幼
児
な
ど
の
出

迎
え
に
あ
た

っ
て
は
、
各
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
や
江
戸
藩
邸
、
あ
る
い
は
京
都
屋
敷

な
ど
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題

の
処
理
は
、
領
主
間
の

交
渉
が
比
較
的
容
易
な
地
を
選
ん
で
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
近

世
の
社
会
で
は
、
領
民
の
保
護
が
領
主
に
と

っ
て
名
目
上
重
要
な
役
割
で
あ

っ
た

の
で
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
職
務
遂
行
で
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
難
渋
者
が
多

く
な
れ
ば
、
領
主
に
と

っ
て
も
相
当
な
負
担
に
な

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で

あ
る
。

4

{潘
領
を
異
に
し
た
紛
争

の
処
理

　
田
辺
領
は
、
紀
州
藩
の

一
部
で
他
藩
領
と
接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

村
送
な
ど
の
際
、
他
藩
と
面
倒
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

村
送
が
藩
領
を
越
え
て
行
わ
れ
た
場
合
、
村
送
に
対
す
る
地
域
社
会
の
考
え
方
が

相
違
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
が
か
ら
ん
だ
り
し
た
た
め
、
紛
争
が
生
起
す
る
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可
能
性
は
高
か

っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
藩
領
を
異
に
し
た
紛
争
の
具
体
例
を

紹
介
し
な
が
ら
、
紛
争
が
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
さ
れ
た
か
を
み
て
い
く
。

　
天
保
四

(
一
八
三
三
)
年
四
月
三
日
、
因
幡
国
八
上
郡
袋
河
原
村
で
春
か
ら
病

気
養
生
し
て
い
た
備
後
国
能
登
原
村
の
善
兵
衛
が
、　
「
両
足
不
叶
」
る
た
め
村
送

　
　
　
　

㊧

を
願
い
出
た
。
善
兵
衛
は
往
来
手
形
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
が
、　
「親
類
等
慥

二
有
之
段
申
」

し
、　

「御
郡
役
人
共

よ
り
送
り
出
申
度
旨
」
上
申
が

あ

っ
た
の

で
、
村
送
が
許
可
さ
れ
て
、
智
頭
街
道

を
南

へ
と
出
立
し
、
智
頭
か
ら
備
前
街
道

を
通
り
、
津
山

へ
と
向
か

っ
た
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
鳥
取
藩

の
奥
早
野
村
か
ら
黒
尾
峠

(
馬
桑
峠
)
を
越
え
た
幕
領
の

馬
桑
村
で
受
取
拒
否
に
あ

っ
て
し
ま

っ
た
。
奥
早
野
村
は
、
袋
河
原
村

へ
の
送
り

返
し
を
郡
方
役
所

へ
届
け
た
が
、
郡
役
所

は
、　
「
明
和
年
中
従
公
義
被
仰
出
之

趣
」
が
あ
る
の
で
、　
「
如
何
様
之
訳

二
て
講
取
不
申
哉
」
を
馬
桑
村
に
懸
合
う
よ

う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
馬
桑
村
は
、

　
　
於
当
国

二
は
往
来
手
形
所
持
不
致
候
も

の
ハ
、
い
か
程

二
病
人
願
書
相
認
村

　
　
役
人
え
相
願
候
共
、
取
扱
不
申
候

は
郡
中
申
含
候
事
、
此
度
之
儀
も
其
御
村

　
　
御
構
様
よ
り
、
い
か
様
被
仰
付
候

て
も
、
此
筋
え
は
相
通
イ
不
申
候
、
尚
此

　
　
上
生
野
御
代
官
所
え
御
懸
合

二
相
成
、
私
共
御
呼
出
し
御
糺
明
被
仰
付
候
て

　
　
も
、
早
速
得
請
不
申
候

と
、
往
来
手
形
不
所
持
の
者
は
村
送
し
な
い

「郡
中
申
合
」
が
あ
る
と
回
答
し
、

強
行
な
態
度
を
示
し
た
。
鳥
取
藩
は
、
右

の
回
答
を
聞
き
判
断
不
能
に
な

っ
た
た

め
、
鳥
取
藩
江
戸
留
守
居

へ
こ
の
間
の
事
情
を
詳
細
に
伝
え
て
、
公
儀

へ
の
問
い

合
せ
を
依
頼
し
た
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
留
守
居
は
、
明
和
四
年
令
の
写
し
に
次
の

よ
う
な

「付
紙
」
を
つ
け
、
公
儀

の
判
断
を
ま
つ
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
往
来
手
形
所
持
不
居
申
者
相
煩
、
其
村

ユ
て
加
治
療
、
追
々
致
快
方
候
得

　
　
　
共
、
歩
行
難
相
成

二
付
、
村
継
を
以
生
所
え
送
り
返
し
呉
候
様
、
尤
村
根

　
　
　
帳
又
は
親
類
等
聢
と
有
之
趣
申
出
候
は
、
当
人
よ
り
願
意
為
相
認
、
村
役

　
　
　
人
書
面
相
添
送
出
し
可
然
哉
、
右
送
方
御
領
又

ハ
他
領
等

二
て
差
支
候
節

　
　
　
取
計
方
之
事

　
　

一
右
躰
之
者
は
、
村
継
送
不
相
成
儀

二
は
如
何
取
計
可
宜
哉
、
生
所
近
国
之

　
　
　
者

二
候
得
は
、
飛
脚
為
差
立
候
得
共
、
若
遠
国
之
節
は
如
何
取
計
可
然
哉

　
　

一
村
継
送
り
不
相
成
筋

二
て
、
飛
脚
或
は
最
寄
之
急
便
を
以
生
所
え
懸
渡
候

　
　
　
所
、
親
類
有
之
候
て
も
、
勘
当
又
は
根
帳
面
消

し
等

二
相
成
居
申
類
取
計

　
　
　
方
之
事

　
　
　
　
附
り
、
親
類
無
之
者
取
扱
方
之
事

　
そ
し
て
、
勘
定
奉
行
で
道
中
奉
行
を
兼
任
し
て
い
た
土
方
出
雲
守
勝
政
は
、
鳥

取
藩
江
戸
留
守
居
か
ら
の
右
の
よ
う
な
問
合
せ
に
対
し
て
、　
「
朱
書
」
で
次
の
よ

う
に
回
答
し
て
き
た
。

　
　
書
面
之
病
人
歩
行
難
相
成
上
は
、
快
気
と
申
す
は
無
之
間
、
御
領
主
え
相
届

　
　
候
上
、
村
送
差
出
之
儀
初
ケ
条
之
通
り
取
計
不
苦
筋

二
候
、
其
外
旅
人
相
煩

　
　
候
節
、
早
速
快
気
無
之
趣
候

ハ
・
、
明
和
四
亥
年
御
触
之
通
、
其
者
在
所
之

　
　
村
役
人
等
え
申
遣
、
親
類
呼
寄
対
談
之
上
可
任
存
寄
儀

二
て
、
親
類
身
寄
無

　
　
之
も

の
は
、
い
つ
れ
村
役
人
組
合
之
内
相
越
可
申
儀
、
且
帳
外
者
等

二
候

ハ

　
　

・
、
其
節
取
計
方
別
段
問
合
膚
之
候
様
存
候

す
な
わ
ち
、

往
来
手
形
を
携
帯
し
て
い
な
く
と
も
、

身
元
が

確
認
で
き
、
か
つ

「領
主
え
相
届
候
上
」
で
あ
れ
ば
、
村
送
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
和

四
年
令
が
、　

「懐
中

二
、
往
来
手
形
有
之
候
哉
、
相
糺
」
と
あ

っ
て
、
往
来
手
形

を
携
帯
し
て
い
な
い
者

の
取
扱
い
を
と
く
に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
右

の

よ
う
な
紛
争
が
生
起
し
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
土
方
勝
政
の
回
答
を
う
け
、
鳥
取
藩
は
早
速
奥
早
野
村

の
役
人
か
ら
馬

桑
村

の
役
人
に
道
中
奉
行
の
意
向
を
伝
え
て
、
再
度
懸
合

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
馬

桑
村
は
、
道
中
奉
行
の
意
向
を
承
知
し
た
う
え
で
、
な
お
次

の
よ
う
に
返
答
し
た

の
で
あ
る
。

　
　
幾
度
御
懸
合
有
之
候
て
も
、
生
所
往
来
手
形
等
所
持
不
仕
候
送
り
物
は
、
此

　
　
方
え
は
相
通
り
不
申
候
、
尚
又
、
明
和
年
中
従
御
公
義
送
り
物
之
儀
は
被
仰

　
　
出
候
御
趣
意
を
以
、
御
役
場
御
聞
済
之
上
送
り
出
し
候
様
被
仰
聞
候
得
共
、

　
　
私
共
新
役
之
義
、
生
所
往
来
手
形
等
無
之
候
て
も
、
取
扱
可
致
之
筋
承
知
不

　
　
仕
候
、
此
上
は
支
配
御
役
所
え
御
召
出
し
之
上
被
仰
付
候

ハ
・
、
其
筋
之
任

　
　
思
儀
可
申
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候

す
な
わ
ち
、　

「私
共
新
役
之
義
」、

つ
ま
り
、
自
分
は
明
和
年
中
に
役
に
つ
い
て

い
な
い
か
ら
、
明
和
四
年
令
に
従
う
の
で
は
な
く
、
現
在

の

「郡
中
申
合
」
に
従

う
の
み
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、　
「
支
配
御
役
所
え
御
召
出
之
上
被

仰
付
」
れ
た
場
合
は
、
そ
の
時
ま
た
考
え
る
と
開
き
直

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鳥
取
藩
国
元
は
こ
の
事
態
に
困
り
、
再
度
江
戸
留
守
居
に
懸
合
い
、
生
野
代
官

所
か
ら
馬
桑
村

へ

「急
度
申
付
」
る
旨
回
答
を
受
け
、
よ
う
や
く
七
月
晦
日
、
大

庄
屋

へ

「
早
々
送
出
し
候
様
」
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
四
ヶ
月
近
く
か
か

っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
馬
桑
村
が
強
行
に
受
取
を
拒
否
し
た
理
由
は
、
次

の
よ
う
な
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
先
年
作
州
久
世
村
之
も
の
鼠
由
、

因
州
∂
村
送
病
人

継
出
、

村

々
継
送
候

　
　
処
、
久
世
村
之
も
の

二
無
之
、
及
迷
惑
候
由
を
以
、
久
世
村
ず
新
野
東
上
村

　
　

へ
申
来
、
右
村
♂
最
寄
村
々
江
廻
状
差
出
、
胡
乱
之
村
継
病
人

ハ
不
継
送
積

　
　
申
合
候

す
な
わ
ち
、

以
前
、

因
幡
国
か
ら
の
村
送
病
人
で
、
国
元
を
偽

っ
た
者
が

い
て

「
迷
惑
」

し
た
た
め
、　
「
最
寄
村
々
」

で
今
後

は

「胡
乱
之
村
継
病
人
ハ
不
継

送
」
と
の

「申
合
」
を
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
、
国
元
を
偽

っ
た
難
渋
者
の

事
例
は
、
化
政
期
頃
か
ら
各
地
で
み
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
偽
往
来
手
形
と
思
わ
れ

る
場
合
も
多
く
な

っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
難
渋
者
の
送
り
出
し
と
送
り
戻

　
　
　
　
　
　

⑰

し
が
く
り
返
さ
れ
、
街
道
筋
村
々
の

「
迷
惑
」
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
馬
桑
村
は
、

生
野
代
官
所

か
ら
旅
人
に
関
す
る

「心
得
方
」

に
つ
い
て

「仰
渡
」
さ
れ
、　
「請
書
」
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
善
兵
衛
の
村
送
が
円
滑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

進
む
よ
う
に

「添
書
」
を
渡
し
て
お
り
、

こ
れ
で

一
件
落
着

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

　
だ
が
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か

っ
た
。
翌
天
保
五
年
四
月
、
安
芸
国

下
宗
近
村
の
周
蔵
が
、
津
山
藩
領

の
東

一
宮
村
で
病
気
に
な
り
、
歩
行
困
難
な
た

め
村
送
で
の
帰
国
を

願
い
出
た
。
周
蔵
は
往
来
手
形
を
携
帯
し
て

い
な
か

っ
た

が
、
身
元
は

「相
違
も
無
之
趣
」
な
の
で
村
送
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
送
り
出
し

て
ま
も
な
く
、　
「古
河
領
皿
村
」　
(「
龍
野
御
預
所
」)
が
受
取
を
拒
否
し
、
津
山

藩
領
古
城
村
に
送
り
戻
し
て
き
た
。
津
山
藩
は
、
前
年
の
馬
桑
村

一
件
を
持
ち
出

し
、　
「
右
送
り
物
も
備
前
路
右
ニ
ケ
村
通
、
送
出
候
義

二
而
、
今
度
之
義
も
同
様

取
計
候
様
致
度
旨
」
と
述
べ
、
古
城
村
か
ら
懸
合
わ
せ
た
。
し
か
し
、
皿
村
は
、

　
　
去
巳
秋
送
り
物
之
義
老
公
儀
迄
伺
候
上
送
来
候
事
故
継
送
候
得
共
、
其
余
、

　
　
是
迄
往
来
手
形
無
之
も
の
継
送
候
義
無
之
、
右
手
形
無
之
も
の
継
送
り
候
而

　
　
者
無
際
限
、
且
、
村
方

二
而
相
果
候
節

い
た
し
方
無
之
、
尤
今
度
之
義
も
御

　
　
上
様
♂
被
仰
付
候

へ
者
無
余
義
可
継
送
、
無
左
様
候
而
者
得
受
取
不
申

と
、　
「
上
様
汐
」
の
命
令
な
ら
仕
方
が
な
い
が
、
往
来
手
形
を
携
帯
し
な
い
者
の

「
継
送
」
は

「無
際
限
」
く
、　
「村
方
」
で
死
去
し
た
場
合

「
い
た
し
方
無
之
」
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⑲

き
た
め
拒
否
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
津
山
藩
は
龍
野
役
所
に
懸
合

い
、
龍
野
役
所
か
ら
直
接
皿
村

へ
命
じ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
村
送
の

増
加
が
村
々
の
負
担
増
を
招
き
、
反
発
が
強
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
、
嘉
永
四

(
一
八
五

一
)
年
十
月
、
近
江
国
土
山
宿
の
弥
助
が
、
因
幡

国
田
嶋
村
で
病
気
に
な
り
、
歩
行
困
難

で
村
送
を
希
望
し
た
。
往
来
手
形
は
不
携

帯
だ
が
国

75
に

「
親
類
」
が
い
る
と
の
こ
と
で
、
郡
方
役
所

へ

「
申
達
」
し
て
送

り
出
し
た
。
し
か
し
、
播
磨
国
大
畑
村

(「脇
坂
淡
路
守
様
御
預
り
所
」
)
が
受
取

を
拒
否
し
た
。
理
由
は
、　
「次
之
村
よ
り
請
取
不
申

二
付
、
差
返
候
」
と
い
う
こ

と
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
弥
助
は
歩
行
可
能
に
な
り
、
自
力
で

「
出
立
」
し
た
。

し
か
し
、
鳥
取
藩
は
、

　
　
巳
後
右
等
之
義
有
之
節
、
送
不
申

て
は
差
支
相
成
候

二
付
、
天
保
四
巳
年
右

　
　
弥
助
同
様
之
義
有
之
、
明
和
年
中
従
公
義
被
仰
出
之
趣
も
有
之

二
付
、
江
戸

　
　
表
御
留
守
居
え
問
合
、
公
辺
伺

二
相
成
候
処
、
往
来
手
形
之
有
無

二
不
拘
、

　
　
領
主
え
申
届
送
り
出
候
分
は
、
聊
無
滞
継
送
可
申
旨
御
付
札

二
相
成
居
申
義

　
　

二
付
、
右
被
仰
出
之
趣

を
以
、

以
後
右
等
之
義
有
之
節
、

無
差
支
継
送
候

　
　
様
、
向
方
御
役
人
え
御
郡
奉
行
よ
り
懸
合

と
、
今
後
の
た
め
に

「
天
保
四
巳
年
」

の
例
を
引
き
あ
い
に
出
し
、　

「
向
方
御
役

人
」
と
交
渉
し
て
、

「
承
知
之
旨
返
答
」
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
例
か
ら
、

天
保
四
年
の
幕
府
裁
定
が
、

右
の
よ
う
な
紛
争
の
処
理

に
あ
た

っ
て
、
先
例
と
し
て
有
効
な
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
右

の
幕
府
裁
定
が
他
地
域
で
ど

こ
ま
で
有
効
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
今
後

　
　
　
　
　

⑳

の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
地
域
で
は
、
往
来
手
形

の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
身
許
確
認
が
で
き
、
領
主
に
届
け
て
送
り
出
し
た
も

の
は
村
送
せ

よ
、
と
い
う
幕
府
の
判
断
が
、
そ
の
後
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
右
の
幕
府
の
裁
定
が
、
村
送
体
制
を

一
層
前
進
さ
せ
た
と
評
価

で
き
る
の
で
あ
る
。

5
　
村
送
体
制
の
終
焉

　
明
治
政
府
は
、
明
治
四

(
一
八
七

一
)
年
六
月
十
七
日
、　
「行
旅
ノ
輩
病
気
等

ノ
節
取
扱
方
ノ
儀
、
追

テ
御
規
則
被
　
仰
出
候
迄
、
従
前
ノ
仕
来

二
基
キ
別
紙
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

通
被
相
定
候
条
、
此
旨
可
相
心
得
事
」
と
い
う
太
政
官
布
告
を
発
し
、　

「別
紙
」

で
次
の
よ
う
な

「
規
則
」
を
提
示
し
た
。

　

こ
の

「
規
則
」
は
全
五
ケ
条
か
ら
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
第

一
条
が

　
　
旅
人
並
旅
稼

ノ
者
、
若
病
気
等

ニ
テ
進
退
難
相
成
候

ハ
・
、
所
役
人
申
談
其

　
　
所

二
止
宿

セ
シ
メ
、
医
療
手
当
差
加
、
鑑
札
見
改
其
筋

へ
相
届
、
且
其
者
在

　
　
所
等

ヘ
ノ
文
通
、
其
他
相
当
ノ
用
弁

ハ
取
計
可
遣
、
勿
論
路
用
ノ
有
無
ヲ
以

　
　
テ
不
実
ノ
扱
方
致
間
鋪
事

と
あ
る
よ
う
に
、
往
来
手
形
を

「鑑
札
」
と
す
る
な
ど
、
表
現
に
若
干
の
差
違
は

あ
る
も
の
の
、
内
容
は
幕
府

の
明
和
令
を

ほ
と
ん
ど

そ
の
ま
ま
踏
襲

し
た
も
の

で
、
同
様
の
こ
と
が
全
五
ケ
条
に
わ
た

っ
て
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
政
府

は
、

同
年
六
月
十
日
に
、　
「
先
般
戸
籍
法
御
布
令

相
成
候

二

付
、
寄
留
旅
行
等
ノ
者

へ
管
轄
地
方
官

ヨ
リ
可
相
渡
鑑
札
寸
方
書
、
左
ノ
雛
形
ノ

通
可
相
心
得
事
」
と
、　
「
寄
留
旅
行
」
者
用
の

「鑑
札
」
配
布
を
決
定

し
て
お

り
、
こ
の

「鑑
札
し
に
よ

っ
て
従
来
の
往
来
手
形
に
代
替
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
、
同
年
七
月
二
十
二
日
に
は
、
早
く
も

「
寄
留
旅
行
ノ
者

へ
鑑

札
可
相
渡
旨
兼
テ
相
達
置
候
処
、
不
及
其
儀
候
条
、
更

二
相
達
候
事
」
と
い
う
太

政
官
布
告
を
出
し
て
、　

「鑑
札
」
の
配
布
を
や
め
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
翌
五
年
八
月
十
五
日
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(明
治
四
年
)

　
　
寄
留
旅
行
ノ
者
鑑
札
ノ
儀

ハ
、
去
辛
未
七
月
中
被
廃
止
候
処
、
各
管
轄
庁
又

　
　

ハ
所
役
人
共

ヨ
リ
従
前
渡
来
候
印
鑑
証
書
等

ハ
其
儘

二
差
置
候
向

モ
有
之
、

　
　
殊

二
印
鑑
無
之
者

ハ
行
旅
差
支
不
都
合
ノ
趣
相
聞
候
条
、
以
後
従
前
渡
来
候

　
　
分
も
相
廃
シ
、
無
印
鑑

ニ
テ
旅
行
不
差
支
様
可
致
事

と
い
う
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
た
。
右

の
布
告
に
あ
る

「従
前
渡
来
候
印
鑑
証

書
」
は
、
お
そ
ら
く
往
来
手
形
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
往
来
手
形
が
明

治
政
府
の

「鑑
札
」
廃
止
後
も
発
行
さ
れ
つ
づ
け
、
か
つ

「
印
鑑
無
之
者

ハ
行
旅

差
支
不
都
合
」
な
状
況
が

つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
往
来
手
形

に
よ

っ
て
身
許
証
明

す
る
と
い
う
、
近
世
以
来
の
慣
行
が
な

お
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

た
め
明
治
政
府
は
、　

「従
前
渡
来
候
分

モ
相
廃
シ
、
無
印
鑑

ニ
テ
旅
行
不
差
支
様

可
致
」
と
、
往
来
手
形
を
す
べ
て
廃
止

し
、
今
後
は
、
国
内
旅
行
に
あ
た

っ
て
、

身
許
証
明
書

の
携
帯
は
不
必
要
だ
と
宣
言
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
政

府
の

「
管
轄
地
方
官
」　
(
府
藩
県
)
が

「鑑
札
」
に
よ

っ
て

「寄
留
旅
行
」
者
を

直
接
把
握
し
よ
う
と
し
た
政
策
が
失
敗

し
た
た
め
、
近
世
以
来

の
往
来
手
形
を
容

認
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
結
局
、
難
渋
者
保
護
の
責
任
を
放
棄
し
て
、
身
許
証

明
書
不
用
の
い
わ
ば
自
由
旅
行
を
認
め
ざ
る
え
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
行
旅
死
亡
人
の
出
費
に
か
か
る
規
則
変
更
が
何
度
か
く
り
返
さ
れ
た

あ
と
、
明
治
十
五
年
九
月
三
十
日
に
、
太
政
官
か
ら
全
五
ケ
条
に
わ
た
る

「
行
旅

死
亡
人
取
扱
規
則
」
が
出
さ
れ
、
同
日
付
で
、　
「
明
治
四
年
六
月
十
七
日
布
告
行

旅
病
人
取
扱
規
則
」
が
廃
止
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
近
世
以
来

の
村
送
体
制
は
、

名
実
と
も
に
こ
の
時
点
で
廃
止
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、　
『和
歌
山
県
誌
』
に
よ
れ
ば
、　
「
明
治
五
年
八
月
」
に
、
次
の
よ

う
な

「布
達
」
が
出
さ
れ
た
。

　
　
四
国
順
拝
又
は
事
比
羅
参
り
抔
と
唱

へ
、
病
身
又
貧
窮
之
者
共
旅
費
之
手
当

　
　
も
無
之
、
猥
に
出
行
致
し
、
中
に
は
出
先
に
於
て
死
亡
に
至
り
候
者
間
間
有

　
　
之
、
甚
以
不
都
合
之
儀
に
候
、
自
今
正
副
戸
長
に
て
精
密

に
取
調
、
旅
費
手

　
　
当
無
之
者
井
に
婦
女
子
小
供

一
人
旅
之
儀
は
、
決
し
て
不
相
成
候
、
若
し
不

　
　
調
之
儀
有
之
候
は
は
、
所
役
人
親
類
伍
組
等
迄
可
及
沙
汰
事

す
な
わ
ち
、　
「
四
国
順
拝
」
な
ど
に
あ
た

っ
て
、
今
後
は

「旅
費
」
の
手
当
を
し

た
う
え
で
出
立

さ
せ
、　
「婦
女
子

小
供

一
人
旅
」
は

さ
せ
る
な
と

い
う
の
で
あ

る
。
右

の

「布
達
」
は
、
い
わ
ゆ
る
乞
食
順
礼
の
横
行
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
寺
社
な
ど
の
参
詣
者
に
自
己
責
任
を
も
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、

明
治
政
府
の
な
か
で
新
し
い
近
代
的
な
考
え
方
が
成
立

し
、
他
方
で
交
通
、
通
信
施
設
が
次
第
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
明
治
十
五
年
に

至

っ
て
、
近
世
の
村
送
体
制
が
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
　

わ
　

り
　

に

　
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ

っ
て
、
幕
府
の
元
禄
令

や
明
和
令
の
み
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
元
禄
令
以
前
に
、
行
旅
難
渋
者
に
対
す
る
救
済
慣
行
が
す
で
に
地
域
社

会
で
成
立
し
て
お
り
、

そ
の
深
化
の
な
か
で
、

元
禄
令
が
生
類
憐
れ
み
令

と
対

で
、
宿
か
ら
の
半
強
制
的
遺
棄
の
禁
止
を
打
ち
出
し
、
こ
の
動
向
を
促
進
し
た
こ

と
、
そ
し
て
、
往
来
手
形
が
十
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
身
許
証
明
書
と
し
て
地
域
社

会
で
重
要
な
意
味
を

も
つ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を

ふ
ま
え
て
、
明
和
令
に
よ

っ

て
、
往
来
手
形
携
帯
老
が
村
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
和
令
は
、

そ
の
後
、
各
藩

の
行
旅
難
渋
者
対
策

の
基
準
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
元
禄
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令
や
享
保
令
が
、
各
藩

の
難
渋
者
対
策

に
あ
た
っ
て
、
必
ず
し
も
統

一
的
基
準
に

な

っ
て
い
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
、
明
和
令
が
多
く
の
諸
藩

で
書
き
留
め
ら
れ
、

か
つ
難
渋
者
対
策
の
典
拠
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
天
保
期
に
は
、
村
送
の
激
増
と
偽
往
来
手
形

の
横
行
と
い
う
事
態
の
な

か
で
、
往
来
手
形
不
携
帯
者

で
あ

っ
て
も
、

何
ら
か
の
手
段
で
身
許
を
証
明
で

き
、
そ
の
地
の
領
主
が
村
送
を
承
認
し
た
場
合
は
、
村
送
し
て
よ
い
と
い
う
幕
府

の
裁
定
が
出
さ
れ
た
。
幕
府
は
、
村
送

の
激
増

の
な
か
で
、
往
来
手
形
の
携
帯
を

原
則
に
し
つ
つ
、
新
た
な
事
態

に
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
保
十
四
年

の
諸
国
人
別
改
の
過
程
で
、
幕
府
は
始

め
て
往
来
手
形
発
行
の
際
、
領
主
の
承
認

が
必
要
だ
と
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
往
来
手
形
は
、
こ
の
段
階
に
な

っ
て
は
じ

め
て
、
身
許
証
明
書
と
し
て
の
公
的
な
性
格
が
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
往
来
手
形
の
携
帯
を
前
提
に
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
は
、
十
九
世

紀
に
は
、
日
本
列
島

で
広
く

一
般
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
パ
ス
ポ

ー
ト
体
制
は
、
幕
末
維
新
期

の
混
乱
の
な
か
で
も
継
続
さ
れ
、
明
治
十
五
年
に
廃

止
さ
れ
る
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
全
く
ふ
れ
え
な
か
っ
た
が
、
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制

は
、
往
来
手
形

の
携
帯
が
原
則
で
あ

っ
た
た
め
、
往
来
手
形
を
発
行
し
て
も
ら
え

な
い
人
々
、
例
え
ば
、
放
浪
す
る
非
人
、
乞
食
、
義
絶
者
な
ど
の
帳
外
者
は
、
そ

の
恩
恵
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
右

の
よ
う
な
帳
外
者

は
、
往
来
手
形
携
帯
者
な
ど
身
許
確
認
が
で
き
る
人
々
と
比
較
し
た
時
、
地
域
社

会
で
は
る
か
に
苛
酷
な
取
り
扱
い
を
う
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、
天
明
や

天
保

の
飢
饉
時
に
、
右
の
よ
う
な
帳
外
者
の
行
倒
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

う
し
た
背
景
が
あ

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
が
近
世
社
会
で
も

っ
て
い
た
意
味
を
考
察
す
る
う
え
で
、
右
の
問
題
は
さ
け
て
通
れ
な
い
が
、
今
後

の
課
題
に
し
た
い
。

　
ま
た
、
現
代
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
は
、
幕
末
の
開
国
後
、
欧
米
の
パ
ス
ポ
ー
ト

体
制
を
参
考
に
し
て
整
備
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
幕
末
に

成
立
し
た
外
国
用
パ
ス
ポ
ー
ト
が
現
代

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
最
初
か
ら
身
許
証
明

規
定
と
救
済
規
定
を
合
わ
せ
も

っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
幕
末
の
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
近
世
の
往
来
手
形
と
文
章
表
現
は
異
な

っ
て
い

る
が
、
右

の
二
つ
の
規
定
を
合
わ
せ
も
つ
点
で
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
パ
ス

ポ
ー
ト
の
先
進
大
国
フ
ラ
ン
ス
が
、
二
十
世
紀
始
め
ま
で
国
内
用
パ
ス
ポ
ー
ト
を

発
行

し
つ
づ
け
て

い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
日
本
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制

が
、
幕
末
時

の
外
国
用
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
成
立
に
与
え
た
影
響
を
予
想
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
問
題
も
課
題
と
し
て
考
察
し
て
い
き

た
い
。

註①

新
城
常
三

『
社
寺
参
詣

の
社
会
経
済
史
的

研
究
』

(
塙
書

房
、

一
九

六
四
年
)
。

後

　

に

『
新
稿
社
寺
参

詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究

』
　
(
塙
書
房
、

一
九
八
二
年
)
と
改
題
刊

　
行
。
内
藤

二
郎

「
幕
藩
期
庶
民
旅
行
と
そ
の
保
護
施
設
」
(
『
日
本
歴
史
』

一
七
五
号
、

　

一
九
六

二
年
)
。

後

に
、

同
氏

『
交
通
史

を
主
と

し
た
論
集
』
　
(文
献
出
版
、

一
九
九

　

一
年
)

に
収
録
。

高
橋
敏

「
家
族
が
旅

さ
き

で
死

ん
だ
ば
あ

い
し
　
(
『
家
族
と
子
供
の

　
江
戸
時
代
』
所
収

、
朝

日
新
聞
社
、

一
九
九

七
年
)
な
ど
参
照
。

②

拙
稿

「
行
旅
難
渋
者
救
済

シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
」
　
(
『
史
窓
』

五
八
号
、

二
〇
〇

一

　
年
)
。

③

最
近

の
成
果

に
、

五
島
敏
芳

「
往
来
手
形
考
」

(『
更
料
館
研
究
紀
要
』

二
九
号
、

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
ヨ　
ソ　モ
ノ

　

一
九
九
八
年
)
、
松
本
純
子

「
行
き
倒
れ
人
と
他
所
老

の
看
病

・
埋
葬
し
　
(
『
東
北
文
化

　
研
究
室
紀
要
』
四
二
集

、

二
〇
〇

一
年
)
、

同
氏

「
近
世

に
お
け
る
行
き
倒
れ

の

一
分

　
析
」
　
(
『
日
本
歴
史

』
、
六
五

一
号
、

二
〇
〇

二
年
)

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
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窓史

　

も
通
説
的
見
解
を
前
提

に
し
て
い
る
た
め
、
論
述

に
無
理
が

目
立
ち
、
誤
解
と
思

わ
れ

　

る
箇
所

も
多
く
み
ら
れ
る
。

④

春

田
哲
吉

『
パ
ス
ポ
ー
ト
と
ビ
ザ

の
知
識

』

(
有
斐
閣
選
書

、

一
九
八
七
年
)

亠会

　

頁
。

⑤

宮
崎
揚
弘

「
フ
ラ

ン
ス
革
命
期
と
そ

の
後

の
時
期

に
お
け
る
旅
券

の
確
立
」

(
宮
崎

　

揚
弘
編

『
続

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
と
旅
』
、

法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇

一
年
)

二
七
七

　

頁
。
な
お
、
同
氏

「
フ
ラ

ン
ス
絶
対
王
政
期
に
お
け

る
旅
券

の
成
立
」
　
(同
氏
編

『
ヨ

　

ー

ロ
ッ
パ
世
界

と
旅
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
七
年
)
参

照
。

⑥

前
掲
宮
崎
論
文

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
と
そ

の
後

の
時
期

に
お
け
る
旅
券

の
確
立
」
二

　

九
六
頁
。

⑦

本
木
正
栄
他
編
著
、
長
崎
市
立
博
物
館
所
蔵
本
を
影

印
刊
行
。
大
修
館
書
店
、

一
九

　

八
二
年
。

⑧

近
世
田
辺

に
は
、
田
辺

町
会
所

の
記
録

で
、
天
正
十

(
一
五
八

二
)
年

か
ら
慶
応

二

　

(
一
八
六
六
)

年

に
お

よ
ぶ

『
田
辺
町
大
帳
』

と
、

田
辺
組
大
庄

屋
田
所
家

の
記
録

　

で
、
文
明
三

(
一
四
七

一
)
年
か
ら
天
保
十

(
一
八
三
九
)
年

に
お

よ
ぶ

『
田
辺
万
代

　

記
』
、

お
よ
び
、

田
辺
組
大
庄
屋
所

の
記
録

で
、
天
保
十

一
年

か
ら
明
治

二

(
一
八
六

　

九
)
年

に
お
よ
ぶ

『
紀
州

田
辺
御
用
留
』
の
三
文
書
が
あ
る

(
三
文
書

の
性
格

な
ど
詳

　

細
は

『
田
辺
市
史
』
第

二
巻
、

二
〇
〇
三
年

、

四
五
〇
～
四
五
五
頁
参
照
)
。

本
稿

で

　

は
、
清

文
堂
出
版

か
ら

刊
行
さ
れ
て
い
る
同
名

の
刊
本
を
主
要
な

史
料
と
し
て
活
用

　

し
、
適
宜
必
要
な
史
料
を
補

な

っ
て
考
察
し
た
。

⑨

引

用
し
た
史
料

の
う
ち
、
註
⑧

の
三
文
書

か
ら
引

い
た
も

の
で
、
か
つ
、
後
述
す
る

　

表

1

・
2

・
3
に
掲
載
し
て
あ

る
事
例

に
つ
い
て
は
、
以
下
、
表
何

の
何
番
と
表
記
す

　

る
。
例
え
ば
、

こ
の
場
合
は
、
表

1
の

一
七
番

の
事
例

で
あ
る
こ
と
を
さ

し
て
い
る
。

　

な

お
、
引

用
史
料

の
読
点
や
中
グ

ロ
は
筆
者
が
付
し
た
も

の
で
あ
る
。

⑩

『
田
辺
町
大
帳
』

は
田
辺
城
下

の
記
事
を
、

『
田
辺
万
代
記
』
や

『
紀
州
田
辺
御
用

　

留
』
は
在
方
の

一
部

で
あ
る
田
辺
組

の
記
事
を
中
心
に
掲
載

し
て

い
る
の
で
、
厳
密

に

　

い
え
ば
、
三
文
書

は
田
辺
領

の
す
べ
て
の
事
例
を
網
羅

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

し
か

　

し
、

こ
れ
ら

の
文
書

は
、

田
辺
領
の
か
な
り

の
部
分
を

カ
パ

ー
し
て
い
る
と

推
定

で

　

き

、
他

に
適
当
な
史
料
も
な

い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら

の
文
書

に
掲
載

の
事
例

で

　

田
辺
領
全
体

の
数

字
と
仮
定

し
て
考
察
し
て
い
く
。

⑪

な
お
、
放
浪
す
る
乞
食

・
非
人

・
義
絶
者

な
ど

の
帳
外
者

は
、
往
来
手
形
を
携
帯

し

　
た
身
許
判
明
者

に
比
べ
、
対

応
が
明
白

に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
村
送

の
対
象

か
ら
も
雛

　
除
さ
れ
て

い
る
。
そ

の
た
め
、
表

1
は
帳
外
者
を
加
え
る
と

お
そ
ら
く
倍
増
す

る
が
、

　
本
稿
は
、

村
送
体
制

に
焦
点
を

あ
て
て

い
る
の
で
、

今
回
は

表
1
か
ら

除
外
し
て
い

　
る
。
表

2
も
同
様

で
あ

る
。

⑫

例
え
ば
、
山
城
国
木
津
千
童
子
村
で
は
、
寛
政
十

(
一
七
九

八
)
年

に
合

計

一
〇

一

　
人

の
難
渋
者

が
宿
泊

し
て
い
る
。
そ
の
う

ち

一
四
名
は
宿
泊
費
用
を
村
で
負
担

し
て
も

　
ら

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
、

一
〇

一
人

の
出
身
国
が
か
な
り
広
範

　
囲

に
分
布
し
て

い
た
と

い
う

(
『
木
津

町
史
　
本
文
篇
』
、

一
九
九

一
年
、
六
〇

七
～
六

　

一
〇
頁
)
。

⑬

異
説

に
つ
い
て
は
、
前
掲

『
田
辺
市
史

』
八
五

・
八
六
頁
参
照
。

⑭

例
え
ば
、
速
水
融

・
宮
本
又
郎
編

『
日
本
経
済
史
王

経
済
社
会

の
成
立
17
1

18
世

　

紀
』
　
(岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
)
四

二
～

四
七
頁
を
参
照
。

⑮

例
え
ば

、
前
掲
内
藤
論
文

に
よ
れ
ば
、
山
陽
道
筋

の
備
前
国
上
道
郡
沼
村

(
三
四
八

　

石
弱
)

で
は
、
平
常

の
年

で
あ

る
享
和

二

(
一
八
〇

二
)
年

の

一
年
間

に
、
九
四
人
が

　

村
送

さ
れ

て
い
た
と

い
う
。

こ
の
数
字
は
、
昼
間

の
素
通
り
と

一
泊
以

上
の
者
と
を
含

　

め
た
分
だ
が
、
全
国
規
模

に
換
算
す
れ
ば
、
か
な
り
の
人
数

に
の
ぼ

っ
た
こ
と
が
推
測

　

で
き
る
の
で
あ

る
。

⑯

前
掲
拙
稿
参
照
。

⑰

『
加
賀
藩
史
料
』
第

五
編

。

⑱

例
え
ば
、
元
禄

六
年
十

一
月
六
日
に
、
播
磨
国
龍

野
町
で
、

「
つ
れ
に
は
つ
れ
」
た

　

「
因
幡
之
者
」
を
、

町

か
ら

「
村
次

に
て
送

り
」

出

し
た
と

こ
ろ
、

翌

日

「
行
た
を

　

れ
、
半
死
之
体
」

で
発
見
さ
れ
、
結
局
死
去
す
る
事
件
が

お
こ

っ
た
。
そ
し
て
、
九
日

　
に
、
町
奉
行
か
ら

「向
後
左
様
之
行
衛
不
知
者
有
之
候
共
送
り
出
し
不
申
、
そ
こ
ー

　

へ
付
届

い
た
し
、
其
節
之
品

に
よ
り
如
何

に
も
可
仕
候
」
と

「
仰
出
し
さ
れ
、

「
五
ケ

　

町
不
残
」

に
触
れ
出
さ
れ
て
い
る

(「
龍
野
総
町
会
所
記
録
」

『
日
本

都
市
生
活
史
料

　

集
成

四
城
下
町
篇
n
』
所
収
)
。

元
禄
令
が

地
域
で
確

か
に
機
能

し
て
い
た

こ
と
が

わ

　

か
る
の
で
あ

る
。

⑲

『
田
辺
町
大
帳
』
の
元
禄

二
年

の
条

に
、

「
六
月
廿

二
日
、
旅
人
病
人
之
御
触
状
又

　

参
候

二
付
、
丁

々

へ
申
渡
候
」
と
あ
る
。

⑳

『
和

歌
山
県
誌
』

第

一
巻
、

名
著
出
版
、

六
八
五
頁
。

な
お
、

『
南
紀
徳
州
史

』

　

(清
文
堂
出
版
)
十
冊
、
五
七
三
頁

に
も
ほ
ぼ
同
文
が
掲
載
。

32



近世のパスポー ト体制

⑳

た
だ

し
、
田
辺
領
で
は
、
僧
侶
や
座
頭
は
村
送
さ
れ
て
い
る

(表

1
の
三
七
、

『
田

　

辺
町
大
帳
』
宝
暦
三
年
正
月

二
十

一
日
の
条
、
同
書

明
和

二
年

二
月

二
十
七
日
条

な
ど

　

を
参
照
)
。

⑫

　
　『
公
用
集
』
　
(富

山
県
図
書

館
協
会

、

一
九
六
四
年
)

一
。

㊧

　

『
藩
法
集
-
　

岡
山
藩
上
』
　
(創
文
社
、

一
九
五
九
年
)

=
二
八

一
。

⑳

同
上
、

一
三
八
二
。

⑳
　

な
お
、
同
上
三
〇

四
に
、
幕

府
の
大
目
付

(
道
中
奉
行
兼
帯
)
神
尾
元
晴
が
発
令
し

　

た

「
東
海
道
御
条

目
」
　
(
元
禄

八
年
九
月
十
三
日
付
)
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で

　

は
、

「
当
分
少

の
病
気
た
り
と
い
ふ
共
、
養
生

い
た
し
可
遣
候
、
宿
送

り
な
と

に
曾
て

　

以
仕
間
敷
候
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

⑳

同
上
、

二

二
八
五
。

⑳

　
た
だ
し
、
半
強
制
的
な
宿

・
村
送

の
問
題
は
そ
の
後
も

つ
づ

い
た
よ
う

で
あ
る
。
例

　

え
ば
、
尾
張
藩

で
は
、
文
化
八

(
一
八

一
一
)
年
九
月

に
、
明
和
令
を
記

し
た
あ
と
、

　

「
近
来
取
斗
方
心
得
違
、
病
気
差
重
り
間
も
な
く
及
絶
命
候
程
之
者

二
而
も
療
養
も
不

　

加
、
其
所
之
厄
介
を
可
遁
為

二
、
早

々
次
村
え
送
り
遣
、
又

ハ
差
重
り
候
病
人

二
付
難

　

受
取
旨
申

聞
継
戻
、

彼
是
譲
合
候
内

ニ
ハ
令
病
死
候
者
も

追

々
有
之
、

不
埒
之
事

二

　

付
、
夫

々
咎
申
付
候
」　

(『
一
宮
市
史
』

史
料
編

七
、　

=
二
〇
三
)

と
触
れ
出

し
て
い

　

る
。

⑱

　
例

え
ば
、
天
明
六

(
一
七
八
六
)
年
九
月

に
、
田
辺
城

下
の
医
師
小
川
草
庵
が

「
奇

　
特
し
者
と

し
て
褒
賞

さ
れ
た
理
由
が
、
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
但
馬
之
国
順

　
礼
」
が
田
辺
で
病
気
に
な
り
、
草
庵

の
治
療
を
う
け
快
復

し
た
際
、
草

庵
が

「
薬
礼
」

　

を

コ

切
受
」
け
ず

、

「
右
順
礼
大

坂

へ
参
、
但
馬
御
蔵
屋
敷

二
而
右
様
子
申
達
候

ヘ

　

ハ
、

御
役
人
衆
も
甚
感

心
被
致
候
由
、

当
地

6
送
り
参
候
者

罷
帰
咄
し

二
御
座
候
」

　

(
『
田
辺
町
大
帳
』
)
。
ま
た
、
鳥
取
藩

の

「
化
政
厳
秘
録
」
　
(
『
鳥
取
県
史

7
　

近
世
資

　
料
』
)

文
化
十
四

(
一
八

一
七
)

年
三
月
十
六
日
条

に
、

「
先

に
行
徳

へ
有
之
候
倒
れ

　
者
、
播

州
姫
路
領
松
江
村

の
者

た
る
に
依
て
、
其
旨
被
仰
遣
候
処
、
酒
井
侯

よ
り
御
領

　
内

の
者
御
厄
介
に
相
成
候
、
為
御
挨
拶
爰
元

の
御
役
人

へ
若
干

の
金
子
賜
り
候
と
云
」

　
と
あ
る
。

⑳
　
例
え
ば
、
文
政
五

(
一
八
二
二
)
年

五
月
十
日
、
周
参
見
組
村

々
で

「
疱
瘡
」
が
流

　
行

し
た
た
め
、

村
送

の
順
路
変
更

を

願

い
出

た
書
状

に
、

「
疱
瘡
病

一
統
恐
怖
之
村

　

々
し
　
(
『
田
辺
万
代
記
』
)
と
み
え
る
。
疱
瘡
病
人
を
嫌
う

こ
う
し
た
文
言
は
た
び
た
び

　

記
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
　『
徳
川
禁
令
考
』
三
五
三
四
。

⑳

　
例

え
ば
、
文
化
十
二

(
一
八

一
五
)
年

九
月

に
、
紀
州
有
田
郡
谷
村

の
元
春
が
、
摂

　

津

河
辺
郡
大
物
村
か
ら
田
辺
江
川
浦

に
送

り
出

さ
れ

て
き
た
送

り
状

に
、

「
明
和
五
子

　

年
公
儀
御
触
之
趣
を
以
送
出
候
様
被
申
付
候
」

と
み
え

る

(表

3
の

一
五
)
。

こ
う

し

　

た
記
述

は
各
地

に
あ
る
。

⑫

　
な
お
、
天
明
三

(
一
七

八
三
)
年

七
月

、
田
辺
組
糸
田
村
の
伊
兵
衛
親
子
四
人
が

、

　

本
人

の
意
志
で
、
泉
州
船
尾
村
か
ら

「
村
継
」

で
国
元
ま
で
村
送

さ
れ
て

い
る

(表

3

　

の
八
)
。

す
く
な
く

と
も

こ
の
時
点
で
、

紀
州
藩

の
村
送
禁

止
は
有
名
無
実

に
な

っ
て

　

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㊤

　
例
え
ば
、
岡
山
藩

で
は
、
元
禄

三

(
一
六
九
〇
)
年

四
月

に
、
往
来
手
形
の
雛
型
が

　

次

の
よ
う
に
示
さ
れ

て
い
る

(前
掲

『
藩
法
集
-
　
岡
山
藩
上
』

一
六
六
〇
)
。

　
　

一
他
国

へ
参
候
者
共
往
来
手
形
如
左
、
其
村
之
名
主
判
形

に
て
認
、
持

セ
遣
候
様

に

　
　
　

可
申

付
由

、
御
評
定

に
て
極

ル

　
　
　
　
　
　

往
来
手
形
之
事

　
　
　
　

備
前
靉
何
郡
何
村
誰

と
申
者
、
宗
門
何
宗
何
郡
何
村
何
寺
何

院
旦
那

に
て
御
座

　
　
　
　

候

、
有
残
成
者
に
て
は
無
御
座
候
、
為
其
手
形
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柯
郡
何
村
名
主

　
　
　
　
　

年
号

月
日
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

隹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一一卩

　
　
　
　
　
　
　

所

々
御
宿
所
中

　
　

た
だ

し
、

こ
の
雛
型

に
は
、
後

に

一
般
参
詣
人
が
携
帯
し
た
往
来
手
形

に
み
え
る
救

　
済

規
定
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
注
意

し
て
お
き
た

い
。

⑭

　

　『
徳
州
禁
令
考
』
三
五
二
九
。

㊧

　

『
鳥
取
県
史
9
～

13
　
近
世
資
料
』
に
所
収
。

⑳

　
　「
堀
村
代

々
庄
屋
記
録
」
　
(
『
福
知
山
市
史
』
史
料
編

一
所
収
)
。

⑳

　
　『
徳
川
禁
令
考
』
四
〇

三
七
。

⑳
　
前
掲

「
在
方
諸
事
控
」
。

な
お
、

同
書

に
よ
れ
ば
、
鳥
取
藩

の
村
送

は
、
文
化
十

四

　

(
一
八

一
七
)
年
頃

か
ら
開
始

と
み
ら
れ
、
か
な
り
遅

か

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

⑳
　

『
宮
津
市
史
』
史
料
編
第

三
巻

三

一
七
や
表
3

の

一
三
参
照
。
ま
た
前
掲

「
在
方
諸

　
事
控
」
に
も
多
く

の
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳

前
掲
拙
稿
参
照

。

⑳

表

-
参
照

。
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⑫
　
松
本
純
子
前
掲
論
文

「
近
世

に
お
け
る
行
き
倒
れ

の

一
分
析

し
は
、
難
渋
者

に
か
か

　

る
諸
経
費
が
本
人

や
国
元
か
ら
支
払

わ
れ
な

い
場
合

、

「
藩

に
よ
る
費
用

の
援
助
」
が

　
あ

っ
た
と
し
て
、

そ
れ
は
、

「
公
儀
」

の

「
移
動
す
る

人

々
の
生
命
を

保
障
す

る
立

　
場

」
か
ら
要
請

さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
論
文

の
二
本
松
藩

の
対
応
が

　

い
つ
頃

の
実
態
な

の
か
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
。

つ
ま
り
、
明
和
令

の
以
前

か
以
後

か

　

ど
ち
ら
な
の
か
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
本
稿

で
も
述

べ
た
よ
う

に
、

　

明
和
令

以
前

は
藩
が
負
担

し
て
い
る
場
合
が
か
な
り
み
ら
れ
る
が

、
以
後
は
よ
ほ
ど
の

　

事
情
が
な
い
限
り
ほ
と
ん
ど

の
藩

で
村
や
宿
の
負
担

に
な

っ
て

い
る
か
ら

で
あ
る
。
二

　

本
松
藩

が
明
和
令
以
後
も
藩

で
経
費
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

、
そ
う

し
た
文
脈

　

の
中
で
そ
の
意
義
を
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

⑬
　
　『
田
辺
市
史

』
第

二
巻
、
四
五
五
頁
。

⑭

前
掲

「在
方
諸
事
控
」
。

⑮

　
こ
の
項

の
出
典

は
、
特

に
注
記

し
な
い
も

の
は
す
べ
て
前
掲

フ
在
方
諸
事
控
L

に
よ

　

る
。

⑯
　
　
『
岡
山
県
史
　
第

二
十
五
巻
津

山
藩
文
書
』
九
八
二
頁
。

⑰
　
例
え
ば
、

前
掲

「
在
方
諸
事
控
」

嘉
永
六

(
一
八
五
三
)

年
正
月
十

一
日
条

に
、

　

「
御
郡
中
村

々
通
行
之
旅
人
相
煩
候
節

、
取
計
方
之
義
、
兼

て
御
法
有
之
処
、
近
来
間

　

二
は
不
束
之
送
り
出

し
方
致
し
、
次
村

二
お
ひ
て
受
継
方
彼
是
懸
縺
、
役
介
費
を
引
受

　

難
渋
致
候
村

々
も
有

之

二
付
、
以
後
受
継
候
村

々
共
、
不
束
筋
有
之
分
は
、
為
過
料
相

　

果
候
節
之
入
用
銀
辻
致
割
符
、
為
差
出
候

」
と
あ
り
、
事
実

こ
の
前
後

に
は
送
り
出

し

　

と
送

り
戻

し
が
く
り
返
さ
れ
死
去
し
た
例
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑱

前
掲

『
岡
山
県
史

第

二
十

五
巻
』
九
八
三
頁
。

⑲

同
上
、
九

八
六
頁
。

⑩
　
例
え
ば

、
尾
張
藩

は
、
天
保

四
年
正
月

に
、　

「
旅
人
相
煩
宿
村
送

リ

ニ
而
他
領
よ
り

　

差
越
候
節
、
其
支
配
役
場
え
伺

ひ
済
之
訳
送
り
状
書
面

二
無
之
分
、
差
越

二
而
も
得
講

　

取
不
申
段
」
に

つ
い
て
取
り
極

め
て
い
る

(
『
一
宮
市
史
』
資
料
編
7
、
二
二
〇
三
)
。

⑪

　
こ
の
項

の
出
典

は
、
特

に
注
記
し
な
い
も

の
は
す
べ
て

『
法
令
全
書
』
に
よ
る
。

⑫

前
掲

『
和
歌
由
県
誌
』
第
三
巻
、
三
三
〇
頁
。

⑬

　
新
城
常
三
前
掲
書
参

照
。

⑭

　
大
鹿
武

『
幕
末

・
明
治

の
ホ
テ

ル
と
旅
券
』
　
(筑

地
書
館
、　

一
九
八
七
年
)
、

柳
下

　

宙
子

「
戦
前
期
の
旅
券

の
変
遷
」

(『
外
交
史
料
館
報
』

十
二
号
、

一
九
九
八
年
)

な

ど
参
照
。
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表
1
　
紀
州
田
辺
領
の
他
国
人
難
渋
者

[覧
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}六七ノ丶

 

　九0四

年
　
月
　
日

天
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九

 

貞
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一　

亠ハ　
　
一九

〃
　

入

・
晦

〃

JG

 

〃

四

三

・
朔

〃

四

九

〃

匹1

四
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〃

五
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元
禄

プく

プて

 

ク
　
　
　
・
亠
ハ
・　
エ
ハ

〃
　

・
七

・
八

〃

二

・
七

・
二
二

〃　

・九
　
一
三

〃

三

・
二

・

〃

/丶

晦

 

〃

四

四

・
五

〃

四

・
四

・

ク
　
㎜
回
・
志ハ

・
一
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〃

汎

九

 

〃

五

・

〃

七

・
七

・

〃

七

・
七

・
六

繊

身

国

美
濃
大
垣

山
　
　
城

伊
　
　
勢

下
　
　
野

摂
津
大
坂

淡
　
　
路

甲
　
　
斐

大
　
　
和

三
　
　
河

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

鯰
屋
浄
雲
女
房

同
行

八
人

(伝
十
郎
)

な

へ

同
行
五
人

(次
右
衛
門
)

松
坂
屋
平
兵
衛

男

(
六
〇
斗
)

勘
助

同
行
四
人

(禅
達
)

宗
清

休
円

陸
奥
岩
城

同
行
九
人

左藤

清
さ

 

下
　
　
野

武
蔵
江
戸

播
　
　
磨

伊
　
　
予

淡
　
　
路

若
　
　
狭

摂
津
大
坂

〃

上
　
　
総

出
　
　
羽

陸
奥
会
津

マ
ゆか
りち

「
里
醸

淵
噛

同

行

=

人
の
内

一
人

同
行
二
入

長
三
郎

同
行

二
人
の
内

一
人

同
行
四
人

(半
助
)

同
行
四
人

(次
郎
兵
衛
女
房
)

十
念

権
右
衛
門

岡
行
七
人

(行
方
半
十
郎
)

同
行

一
七
人

(養

順
)

同
行
五
人

(鈴
木
与
七
郎
)

同
行
四
人

(勘
左
衛
門
)

旅
の
1ヨ
的

 

順
　

礼

〃ク〃〃

出
　

稼

ア

共

贋

廴

一塵
イ
r
聾

↓↑

道
心
者

ク

順
　

礼

〃〃〃

手
く
ま
は
し

順
　

礼

道
心
者

順
　

礼

クク〃

飛
　

脚

順
　

礼

備

考

長
町
で
加
療
、
息
子
迎
に
参
、
下
人
ら
五
人
同
道
、

一
八
日
出
立
、
翌
年
、
四
月
二
七
日
浄
雲
礼
に
立
寄

下
長
町
で
加
療
、

二
八
日
、
国
元
か
ら
迎
え

、
七
月

二
目
連
戻
り
、
七
人
は
熊
野

へ

下
長
町
で
加
療
、

一
五
日
死
去
、
な

へ
存
生
の
内
ロ
書
さ
せ
取
置
、
翌
年
七
月
、
な

へ
親
并
庄
崖
方
返
状

新
町
に
宿
、
医
者

の
加
療
、
七
月
二
日
南
部

へ
参
、
急
変
死
去

熊
野
本
宮

で
発
病
、
当
地

に
参

、

下
長
町
で
滞
留
養
生
、
大
名
の
御
用
商
人

下
長
町
で
煩

い
、
養
生
も
死
去
、
下
目
附
改

、
土
手

へ
埋
葬
、
橋
本

へ
立
札

貞
享

四

・

一
五
付
出
稼
切
手
あ
り
、
死
去
、
四
月
二
〇
日
親
礼
に
参
、
四
月
二
二
日
、
親
帰
国

下
長
町
で
加
療
、
快
気
出
立
、
病
申
、
四
人
の
者

に
扶
持

下
さ

る
、
路
銀

四
〇
〇
文
遣
わ

さ
る

熊
野
で
足
痛

、
土
長
町

で
養
生
、
快
気
、
九

日
出
立

、
五
〇
〇
文
勧
進

近
露
よ
り
添
書
で
送
り
来
り
、
下
長
町
で
養
生
、
二
八
日
繊
立
、
下
長
町
よ
り

一
貫
文
、
上
よ
り

一
貫
文
下
さ
る

本
町
で
加
療
、
二
八
a
出
立
、
元
禄
五

・
六

∴

一四
、
清
八
の
兄
弟
礼
に
参
、
享
保

　
⊥
ハ
・
二
六
、
清
八
の
甥
礼
に
参

下
長
町
で
医
者

の
加
療
、

二
九
日
快
気
出
立

、
届
け
が
遅

れ
宿

六
兵
衛
、
遠
慮
仰
付
け
ら

る

上
村
権
右
衛

門
煩
、
医
者

の
加
療
、
快
気
、

一
四
日
出
立

下
長
町
で
医

者
の
加
療
、
快
気

に
て
帰
国
、
三
〇
〇
文
扶
持
方

下
さ
る

熊
野
よ
り
参

、
病
気
、
医
者

の
加
療
、
快
気

、
二
六
濛
出
立
、
扶
持
方

一
斗

四
升

五
合

下
さ
る

下
長
町
で
医

者
の
加
療
、
快
気
、

二
九
日
出
立

落
馬
に
て
下
長
町
で
養
生
も
、
老
女
故
、
一
百

に
死
去
、
連
は
四
口
出
立
、
八

・
三
息
子
礼
に
参
、
寺
参
詣
、
闘
鬟
出
立

本
町

で
養
生
、
歩
行

で
き
銭
三

〇
〇
文
遣
わ
さ
れ
出
立
も

、

日
下
芳
養
で
死
去

下
長
町
で
養
生
、
快
気

に
て
;

二
日
出
立
、
銭
五
〇
〇
文

下
さ
る

下
長
町
で
加
療
、
二
八
日
死
去
、
名
主
に
書

状
遣
わ
す
、
同
行

二
九

日
出
立

下
長
町
に
宿
泊
、
養
順
行
方
不
明

下
長
町
で
医
者

の
加
療
、
快
気

に
て
二
七
日
出
立

和
歌
山
よ
り
新
宮

へ
向

か
う
途
中
、
西
ノ
谷
村
で
煩
、
五
日
本
復

、
御

用
状
は
伝

馬
継
に

下
長
町
で
養
生
も
死
去

出
典

AAAAADDDADAAAAAAADDDAADD

村
送
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寛
延

　

三

。
六

.

出

身

国

伊
　
　
勢

播
　
　
磨

大
　
　
和

陸
奥
白
河

伊
　
　
豆

飛
　
　
騨

播
　
　
磨

陸
奥
岩
城

山
城
京
都

大
　
　
和

下
　
　
野

摂
津
大
坂

丹
　
　
波

近
　
　
江

近
　
　
江

因
幡
鳥
取

讃
　
　
岐

上
　
　
野

丹
　
　
後

伊
勢
松
坂

石
見
、
安
芸

旅
人
名

・年
令

・男
女
な
ど

市
川
九
左
衛
門
親
子
四
人

乞
食

七
右
衛
門
親
子
三
人

作
兵
衛

旅
の
非
人

同
行
三
人

(太
郎
左
衛
門
、
六
二
)

同
行

六
人

(吉
三
郎
)

親
子

(長
吉
)

佐
藤
勘
兵
衛

大
徳
寺
塑
王

租
関

(僧
)

同彡
テ

人

平次

 

坊
主

一
人

治
右
衛
門
親
子
二
人

女
乞
食

(
二
〇
斗
)

同
行
三
人

升
屋
平
兵
衛
母

親
子
二
人

勘
右
衛
門
夫
婦

同
行

四
人

(権
平
)

同
行

五
人

(又
七
)

同
行

=
二
人

(き
わ
)

清
六

き

ち

、
ぎ

ん

旅
の
目
的

順
　
礼

クク

乞
食
順
礼

順
　
礼

順
　

礼

順
　

礼

〃

順
　

礼

順
　

礼

順
　

礼

順
　

礼

西
鬮
順
礼

順
　

礼

〃ク

西
国
順
礼

〃

順
　

礼

備

考

九
左
衛

門
病
気
、
脇
指
を
売
り
、
車
を
拵
え

て
帰
国
、

四
月
九

日
上

ロ

へ
送
遣

小
橋

の
下
で
行

倒
、
検

死
手
続
を

へ
て
、
西
ノ
谷

村
三
昧

へ
葬
む

る

大
橋
で
臥
り
、
大
水
で
女
房
、
子
供
は
逃
げ
、
七
右
衛
門
は
行
歩
不
自
由
で
死
去
、

一
六
日
出
立

死
去
、
.検
死
手
続
を

へ
て
、
西
ノ
谷
村
廟
所
に
土
葬

病
気
快
復

の
由
申

二
付
、

一
札
致
さ
せ
、

一
五
日
出
立

本
町
に
て
煩
、
死
去
、
検
死
手
続
を

へ
て
、
西
ノ
谷
村
廟
所

に
土
葬

下
長
町
に
止
宿
後
、
土
手
は
ず
れ
に
小
屡
掛
、
七
月
九
日
死
去
、
宿
雑
用
は
下
長
町
よ
り
出

る

秋
津
口
橋

の
外
に
病
人
、
下
丸
村
よ
り
病
人
と
知
り
な
が
ら
持
出
す
、
下
丸
村

へ
送
り
戻
す

下
長
町
に
止
宿
中
、
頓
死
、
寺
代
と
石
塔
代

の
外
は
順
礼
が
払
う
、
二
五
日
出
立

浄
行
寺
門
前
で
死
去
、
母
親
に
ロ
書
を
致
さ
す

五
月

二
一二
日
国
元
出
立

、
二
八
年
以
前
清
八

の
甥
で
、
礼

に
参

往
来
所
持
、　

「
組

々
に
て
村

々
不
残
廻
申
義
不
届
千
万

(略
)
早
々
御
領

分
送
出
候
様
」

北
新
町
に
て
九
月
末
頃
煩
、
十
月
二
日
死
去
、　
「
何
方
二
而
死
候
而
も
国
元
付
届
入
不
串
候
由
」
申
す

喜
平
次
は
唖
聾
に
て
、
西
ノ
谷
村

で
迷
子
、　

一
日
に
発
見
、
出

立

橋
台
際

に
七
月
晦
日
よ
り
煩
、
往
来
手
形
持
参

の
由
、
医
者
の
加
療

仰
付

け
ら
る

娘
は

=
二
才
、
下
長
町
で
煩
、
逗
留
を
願
う
も
、
西

ノ
谷
村

へ
、
治
右
衛
門
袖
乞
、

一
七
日
出
立

橋
台
石
垣
の
下
に
て
行
倒

湯
峯

で
同
宿
者

の
盗
み
に
あ

い
、
あ
と
を
追

い
捕
え
る
、

二
月

一
四
飜
田
辺
出
立

下
長
町

で
病
気
、
養

生
、
国
元

へ
飛
脚
、
四
月

四
日
死
去
、
伯
父
、
従
弟
参
着
、
火
葬

三
栖
川
に
て
川
渡
中
流
さ
る
、
因
幡

の
順
礼
が
声
を
た

て
、
捜
す
も
行
方
不
明

六
月
四
臼
酋
ノ
谷
村

へ
、
女
厨

(
五
五
才
)
病
気
、
養
生
も
死
去

(
=
二
臼
)
、
寺
手
形
所
持
、
土
葬

下
長
町

で

一
泊
、
病
気
に
て
滞
留
養
生
願
、　

三
日
出
立

又
七

(
二
四
才
)
、
六
月
晦

日
発
病
、
七
月

一
〇
日
下
長
町
に
止
宿
、　

一
日
死
去
、

き

わ

(
二
三
才
)
、
八
月
朔

日
発
病

、
二
日
下
長
町

に
止
宿
、
三
日
死
去
、
四
巳
出
立

西
ノ
谷
村
清

八
、
番
太
二
人
に
打
殺
さ

る
、
無
宿
乞
食
躰

の
者

番

太
に

「
じ

っ
て
ゐ
」
に

て
な
ぐ
ら
れ
、
京
都

の
紅
粉
屋

に
救
わ
る

出
典

DDDAAA
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近世のパスy°1　ト体制

互五

 

五
三

五
四

五
五

五
六

五
七

κ
ノ丶

 

症
九

六
〇

ノ 丶/丶!丶

 

六
四

/丶

覧

 

六
六

/丶

七

 

六
八

六
九

七
〇

主七
二

七
三

七
四

七
五

七
ノ丶

年
　
月
　
日

寛
延
　丁

九

・
=
二

{玉
暦

一　

山ハ　
　一
}二

〃
　
　
　・
亠
ハ
・
二
七

〃

二

・
六

〃

三

・
四

・
七

〃

四

・
八

二

九

〃
七

=

丁

}
七

〃
八

六
　

九

〃

九

・
四

・
九

〃

一
〇

・
七

　
=

一

〃

㎜
○

・
一
二

・
一
五

㎜
二

〃

三

・
四

ク
　

一
一
一
・
{ハ

・

　
　
一

〃

=

　
・
七

・
九

〃

=
二
・七

こ

二

〃

「
三

・
八

・
二
四

〃

一
四

・
三

明
和

一

六

〃

四

・
七

・
四

〃
　
五

・
亠ハ
・
一
㎜
悶

ク

六

・

ク
　
山
ハ
・
一
一
　
・
一
二

〃

七

六

・
=

　

〃

八

〃

八

・
七

・
二
二

出

身

国

摂
津
大
坂

摂
津
大
坂

陸
奥
南
部

播
　
　
磨

豊
　
　
後

丹
　
　
後

備
　
　
後

遠
　
　
江

尾
　
　
張

肥
前
長
崎

播
　
　
磨

播
　
　
磨

摂
津
大
坂

丹
　
　
後

三
　
　
河

陸
　
　
奥

摂
津
大
坂

上
　
　
野

陸
奥
岩
城

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

奨

(三
八
)、
姦

(三
三
)、
新
六
(八
)

男

(
三
〇
斗
)

丹
波
屋
弥
兵
衛

同
行

一
〇
人

(伊
五
郎
)

同
行
三
人

(り

つ
)

同
行
四
人

男
乞
食

男
乞
食

同
行
4
人

(む
め
、
六
五
)

乞
食

(
三
〇
斗
)

同
行
二
入

旅
人

安
心

(坊
主
)

佐
平

(四
三
)、
み
つ

(三
二
)

女同
行
六
人

旅
人

同
行
五
人

乞
食

兄
弟
二
人

男
乞
食

(三
四
、
五
)

生
晶隲
㎡
盛
専

(亠ハ
○
斗
)

同
行

四
人

(庄
助
)

旅
の
目
的

西
国
順
礼

順
　

礼
〃

女
順
礼

順
　

礼

順
　

礼

〃

女
順
礼

圏
西
膿
礼

順
　

礼

女
順
礼

順
　

礼

〃

四
鬮
順
礼

順
　

礼

備

考

善

六
、
南
新
町
妙
光
寺
に
て
養

生
、
九
月

=

日
死
去
、
往

来

一
札
所
持
、
妻
子

一
七
日
出
立

仮
橋

の
下
で
死
去
、　

「往

来
其
外
書
付
之
物
者
無
之
哉
と
御
尋
」
、
不
所
持

西

ノ
谷
村
御
所
か
谷
に
行
倒

、
往
来

一
札
所
持
、

二
八
日
死
去

足
痛

に
て
、
下
長
町
平
十
郎
方

に
滞
留
願

一
人
疱
瘡
に
て
、
外
順
礼

に
負
わ
れ
湊
村
に
来
る
、
小
屋
掛
養
生
、

入
用
は
町
と
在

で
分
担

道
中
よ
り
二
人
病
気
、
切
目
屋
重
右
衛
門
方

に
て
滞
留
願

小
橋
大
橋
の
間
土
手
に
て
病
死
、
往
来
状
不
所
持

土
手
橋
台
脇

に
て
病
死
、
町
と
村
で
処
理
を

め
ぐ
り
争
論

芝
村
で
発
病

し
、
駕
籠
に

て
来
り
、
下
長
町
喜
七
方

に
止
宿
、
死
去
、
往
来

一
札
所
持

仮
橋

下
に
て
死
去
、　

「
往
来
其
外
書
付
之
物

ハ
無
之
哉
と
御
尋
」
、
不
所
持

一
二
月
七

日
よ
り
海
蔵
寺
丁
清
六
方

に
滞
留
、
清
六
女
房
病
気
故

、
二
人
を
雇
置
と

の
風
聞

谷
村

石
風
往
還
に
旅
人
行
倒

、　

「旅
人

二
候
哉
、
乞
食

二
候
哉
」
と
御

尋

安
心
、
不
思
議
之
物

語
い
た

し
吟
味
、
遠
国

の
不
審
者
を
長
期
滞
留

さ
せ
咎

め
ら

る

下
長
町
三
吉
方
に
滞
留
の
病
人
佐
平
、
井
戸
に
落
ち
死
去
、
み
つ
七
月
二
臼
繊
立
、
翌
年
三
月

}
七
日
礼
状
あ
り
、
往
来
所
持

江
川
の
浜
に
臥
る
、　
「右
女
大
力
に
て
剣
術
も
心
得
候
由
」
、
盗
賊
改
他
が
繊
て
、
よ
う

や
く
送
り
出
す

下
長
町
弥
兵
衛
方

に
て
、

一
人
が
路

銀
を

雪
隠

に
落
と
す
も
、
取
り
出
し
、
出
立

湊
村
に
て
行
倒
、
南
新
町
医
師

の
口
上
あ
り

北
新

町
に
て
病
気
、
加
療

の
必
要
も

コ

刻
も
早
、
国
元

へ
帰
度
」
と
出
立
、
病

死

の
風
聞

万
福
寺
に
て
行
倒

西
ノ
谷
村
中
浜
に
て
行
倒

西
ノ
谷
村
庄
屋
に
医
者

に
か
け

る
よ
う
指
示

牛
鼻
に
て
病
死

本
正
寺

へ
参

、　

「飢
凍
之
体
」
、
介
抱
も
死
去

盲
人
に
て
海
蔵
寺
門
前

に
行
倒
、
門
内
に
て
介
抱
も
、

一
四
日
死
去
、
往
来
手
形
所
持

下
長
町
室
屋
三
右
衛
門
方
に
て
病
死

下
長
町
に
病
気
滞
留
、
二
人
は
先
に
帰
国

(
八
月
二
五
日
)
、
病
人
快
気
出
立

(九
月

一
六
日
)

出
典

DA.
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窓史

七
七

七
八

七
九

八
〇

八
一

八八

 

八
四

八
五

八
六

八
七

八
八

八
九

九
〇

空九
二

九
三

九
四

九
五

九
六

九
七

九
八

九
九

一
〇
〇

一
9

一
〇
二

年
　
月
　
日

明
和
九

・
六

安
永
二

・
三

・
二
九

ク

ニ

・
閏
三

〃

二

・
五

二

八

〃
　
二

・
論
ハ
・
三

〃

三

三

〃

三

・
三

二

八

〃

三

・
三

・
晦

〃

三

・
四

〃
　
三

・
亠
ハ
・
一
三

〃

五

二

〃

五

・
七

・
九

〃

六

・
七

・
朔

〃

七

・

〃

七

 

天
明

一
・
七

・
三

〃
　
一
一
・
八

・
山
ハ

ク

一
丁

九

・
二

〃

四

・
閏

τ

二

〃

四

・
閏

一

〃

四

・
六

〃

四

・
七

〃

五

・
二

・
二
五

〃

五

・
五

二

〃

五

・
八

・
二
九

〃

ノ丶

ノ八

出

身

国

出
羽
秋
田

下
　
　
野

武
　
　
蔵

丹
　
　
波

山
城
京
都

摂
津
大
坂

摂
　
　
津

伊
　
　
予

出
　
　
雲

美

　

　・濃

近
　
　
江

丹
　
　
後

若
　
　
狭

武
蔵
江
戸

越
　
　
後

大
　
　
和

武
蔵
江
戸

肥
　
　
前

越
　
　
中

豊
　

・後

美
　
　
濃

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

乞
食

ク
同
行
三
人

(八
左
衛
門
)

男

(
四
〇
斗
)

男
乞
食

(三

〇
斗
)

同
行
四
人

(、
δ

女

)

同
行
二
人

(
一
人
)

同
行
四
人

(六
右
衛
門
、
二
八
)

同
行

ご
一人

(藤
四
郎
、
二
六
)

同
行
二
九
人

(き
く
、
四
三
)

親
子
四
人

西
岸

(
四
八
)

親
子
四
人

同
行
篇
人

(掌
佐
衛
門
、
六
七
)

同
行

五
人

(
一
人
)

台
七

親

子
三
人

(甚
蔵
)

旅
の
目
的

順
　
礼

大
　
部

順
　
礼

西
圃
騷
礼

六
+
六
部

順
　

礼
〃ク

女
順
礼

西
鬮
順
礼

 

〃

順
　

礼

六
+
六
部

順
　

礼

順
　

礼

〃

廻
　

国

西
国
順
礼

備

考

西
ノ
谷
村
に
て
病
死

大
橋

の
下
に
病
人
、
小
屋
掛
養

生
、

四
月

一
九

日
出
立

神
子
浜
村

つ
ぶ
り
に
て
行
倒

江
川
に
て
病
死

浄
行
寺
前
に
行
倒

新
庄
村

に
て
煩
、
明
屋
に
入
置
養

生
、
病
死

下
長
町
備
前
屋
吉
郎
兵
衛
方
に
て
病
死

下
長
町
松
原
屋
嘉
兵
衛
方
に
止
宿
、
病
気
に
て
滞
留
願

牛
鼻

に
て
病
気

、
食
物
、
薬
な
ど
遣
す

橋
近
辺
湊
村
分

の
内
に
て
病
気
、
橋

の
下
に
て
養
生

新
庄
村

に
て
去
冬

よ
り
病
気
養
生
、
病
死

本

町
藤
七
方

に
止
宿
、
出
立

大

橋
の
下
で
病
気
、
湊
村
分
土
手
借
り
小
屋
掛
養
生
、
八
月

=

一日
病
死

下
長
町
に
止
宿
、
駕
籠

に
て
出
立
も
、
疱
瘡

の
た
め
南
部
よ
り
送
り
戻
し
、

下
長
町
で
滞
留
、
二
月

八
日
死
去

下
長
町
伊
兵
衛
方

に
止
宿
、
病
気

の
た
め
滞
留
願

下
長
町
広
屋
嘉
右
衛
門
方
に
て
止
宿
、
抜
参
の
た
め
往
来

一
札
不
所
持
、
病
死
、
七
月
四
日
出
立

湊
村
松
原

に
て
女
房
と
倅

が
病
気
、
養
生

湊
村
松
原

に
て
病
気
、
養

生
の
た

め
小
屋
掛
、

一
〇
日
死
去

女
房

が
下
長
町

で
病
気
、
乞
食

同
前

の
者

で
、
切
戸

へ
小
屋
掛
、

一
〇
日
死
去

新
庄
村
峠
に
行
倒

仮
橋
の
下
で
行
居
、
養
生
に
て
快
気
、
出
立

上
長
町
に
て
病
気

下
長
町
朝
来
屋
善

兵
衛
方

に
て
病
死
、
ぬ
け
参

に
て
往
来

一
札

不
所
持

橋
台
土
手
際
で
病
気
、

=
一百

に
病
死

八
月
二

一
巳
、
西
ノ
谷
村
往
還
脇

で
病
気
、
村
送
希
望
に
て
村

送
り

、
往
来

一
札

所
持

二
月
三
臼
、
江
川
村
往
還
に
て
病
気
、
道
を
踏
み
は
ず
し
痛
所
、
村
送
希
望
で
村
送
り
、
往
来

一
札
所
持

出
典8DBBABBAAABADDADBBDBABBAB

°

B

村
送○○

38



近世 のパスポー ト体 制
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毛
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八
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月
　
日

天
明
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m
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六

・
六
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六

〃

六

〃

六

ニ
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七

・
二
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〇

〃
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三

〃

八
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・
δ

寛
政

τ
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・

〃

二

・
四

・
一
　九

〃
　
二

・
一　
　
・
一
亠
ハ

〃

三

・
七

・
二
六

〃

六

・
八

・
二
四

〃

七

・
四

〃

七

・
七

〃

七

・
八

・
　
=

〃

八

・
三

〃
八
二

〇
二

五

〃

九

・
二

・
二

}

〃

九

・
閏

七

ク
　
一
〇

・
二

二

一九

〃

一
〇

・
五

二

二

〃

一
〇

・
七

・
三

〃

一
〇

・
八

・
一
二

ク

・
五

二

　七

〃

・
六

・
八

出

身

国

筑
　
　
前

下
　
　
野

伊
　
　
勢

信
濃
善
光
寺

豊
　
　
前

丹
　
　
後

山
城
京
都

信
　
　
濃

讃
　
　
岐

肥
後
天
草

周
　
　
防

越
　
　
後

但
　
　
馬

美
　
　
濃

美
　
　
作

和

泉

堺

常
　
　
陸

山
城
京
都

播
　
　
磨

下
　
　
総

武
蔵
江
戸

武
　
　
蔵

肥
後
天
草

肥
後
天
草

丹
　
　
波

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

男
乞
食

(六
〇
斗
)

尼

(と

ら

)

西
心

(坊
主
)

親

子
三
人

(忰

、
五
)

親

子
四
人

(
目
病
者
)

親
子
四
人

同
行
八
人

(と
く

智、
五
七
)

岡
田
豊
次
女
房

同
行

四
人

・(次
兵
衛
)

権
右
衛
門

(三
四
)
、
て
い

山
本
玄
龍
、
ま
し

同
行

=
二
人

(利
平
次
)

了
玄

夫
婦

同
行

二
人

(仁
兵
衛

)

男

(
四
〇
斗
)

男
乞
食

源
重
郎

(六
八
)、
は
や

(六
五
)

同
行

一
二
人

(次
三
郎
)

五
兵
衛

同
行
一
五
人

(太
四
郎
、
二
二
)

女
同
行
八
人

(
い
ろ
)

女
同
行
一
〇
人

(な
み
、
ま
つ
)

伝
四
郎

旅
の
目
的

西
国
順
礼

乞
食
順
礼

西
国
順
礼

ク〃

湯
崎
に
入
湯

西
国
順
礼

〃〃

順
　

礼

〃〃

西
国
順
礼

順
　

礼

順
　

礼

ク西
国
順
礼

備

考

目
良
村
浜
田
口
に
て
病
死

北
新
町
に
て
病
気
、
湊
村
切
戸
に
小
屋
掛
養

生
、
往
来

一
札
所
持
、
六
月

二

一
日
村
送
り

権
現
山
に
て
腹
病
、　

「
往
来

一
札
指
出
候

二
付
」
、
小
屋
掛
養
生
、

=
二
日
出
立

子
供
病
気
、
医
師

の
薬
用
も
死
去

、
往
来
手
形
所
持
、
浄
行
寺

に
葬

下
長
町
山
家

渥
源
七
方
止
宿
、
源
七
親

眼
病

の
た
め
逗
留
さ
せ
た
し
、
二
八
日
出
立

男
子
疱
瘡
、
湊
村

に
て
養
生

の
た
め
小
屋
掛

下
長

町
宿
屋
善
兵
衛
方
に
止
宿
、
病

死
、
宗
旨
往
来

一
札
所
持

本
町
に
止
宿
、
不
快

の
た
め
養

生

下
長

町
丈
助
方

に
止
宿
、
駕
籠

に
て
村
送
希
望

(
一
日
成
と
も
国
元

へ
近
参
度
)

下
長

町
宿
屋

に
止
宿
、
病
死
、
女
房

て
い
国
元

へ
飛
脚
、
権
右
衛

門
弟
ら
船
で
迎
え

新
庄
村
十
蔵
方

で
隣
家

の
病

人
を
療
治
、
他

に
三
、
四
人
療
治
、
逗
留

下
長
町
宿
善
兵
衛
方
に
て
病
気
、
養
生
滞
留
願
、

二
九
日
出
立

八
月

一
日
、
二
色
村
で
病
気
、

一
五
田
村
送
、
西
ノ
谷
村
を
経
て
芳
養
へ
送
る
も
病
死
、
西
ノ
谷
村
で
仮
葬
、
往
来
所
持

下
長
町

に
止
宿
、
痛
所
あ
り
、
国

元

へ
村
送
を
希
望
、
下
長
町
年

寄

の
添
書

に
て
送
出

新
庄
村

で
病
気
、
国
元

へ
の
村
送
希
望
、
晩
方
急
変
し
死
去

夫
、
病
気

に
て
下
浦

々
送
り
来

る
。
夜
明
け
後
、
西
ノ
谷
村
か
ら
芳
養

へ
送
る
も

死
去
、
連
帰

江
川

に
て
病
死

目
良
村
中
鼻
岩
穴
に
行
倒
、
讃
岐
ま
で
の
名
主
発
行
の
往
来
手
形
所
持

若
宮

の
前

で
病
気
、
松
原

へ
小
屋
掛

は
や
、
五
月

一
一
日
紀
州
三
鍋
村
で
死
去
、
源
重
郎
、
六
月

=

日
同
田
辺
村
近
辺

で
死
去
、
息
子
尋
ね
に
来
る

下
長
町
杉
屋
角
右
衛

門
方

に
止
宿
、
次
三
郎
病
気
で
同
行
者

滞
留

、
三
月

=

二
日
出

立

下
長
町
伊
兵
衛
方
に
養
生
、
九
日
、
町
年
寄
よ
り
壱
人
旅
故
泊
め
る
よ
う
依
頼
、
病
死
、
往
来
手
形
所
持

下
長
町
旅
籠
屋
に
て
病
気

、
滞
留
願
、　

一
人
は
四
日
出
立
、
四
入
は
七
日
出
立

=

ハ
日
、
糸
田
村
与
六
方

に
参
り
病
気
、
疱
瘡

の
た
め
追

い
出
し
難
く
長
逗
留

の
届

二
五
日
、
西
ノ
谷
村
に
参
り
疱
瘡
養
血
、
六
月
九
日
な
み
死
去
、
六
星

二

孅
ま
つ
死
去
、
抜
参
に
て
往
来
手
形
不
所
持

熊
野
路
よ
り
足
痛
に
て
、
湊
村

で
行
居
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り
、
往
来

一
札
所
持

出
典
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〃
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四
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五

〃
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四

・
五

〃

三
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四
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七

ク

三
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四

・
一
三

〃

三

・
四

∴

二

出

身

国

伯
　
　
耆

石
　
　
見

出
　
　
雲

摂
津
兵
庫

伊
　
　
勢

伊
　
　
予

美
　
　
濃

尾
　
　
張

摂
津
大
坂

播
　
　
磨

上
　
　
野

越
後
新
潟

出
　
　
雲

越
　
　
後

摂
津
大
坂

常
　
　
陸

摂
津
大
坂

 

山
城
京
都

んA一萼凡

削

博

多

 

讃
岐
小
豆
嶋

摂
津
大
坂

山
城
京
都

遠
　
　
江

出
　
　
雲

尾
張
熱
田

出
　
　
雲

旅
人
名

・年
令

・
男
女
な
ど

善
三
郎
夫
婦

女
乞

食

(
一
六
、

七
)

惣
佐
衛
門
夫
婦

修
験
女
房

金
右
衛
門

教
真

乞
食
坊
主

同
行

四
人

(女
病
気
)

利
兵
衛
夫
婦

同
行

二
人

(
ふ
く
)

同
行
四
人

(金
右
衛
門
)

七
之
助

(
一
九
)

同
行
九
人

(灸
之
助
)

同
行

四
入

(与
助
)

惣

兵
衛

、
妹

岡
行
七
人

(五
郎
左
衛
門
)

親
子
三
人

同
行
七
人

(高
田
要
人
)

同
行

=

一人

(市
)

同
行
四
人

(大
蔵
新
右
衛
門
)

伴
次
郎
上
下
三
人

同
行
三
人

(糸

)

同
行
八
人

(平
吉
)

同
行
六
人

(戒
禅
、
て
ん
)

同
行
五
人

(又
吉
)

岡
行
四
人

(本
右
衛
門
、
つ
た
)

旅
の
目
的

順
　

礼

西
国
順
礼

順
　
礼

呆
大秩
闇
靄

順
　
礼

西
国
順
礼

順
　
礼

〃

順
　

礼

〃ク〃〃ク〃〃

湯
峯
へ
入
湯

順
　

礼

クク〃〃

備

考

女
房

が
病
気

で
、
湊
村
に
て
養

生

御

霊
宮
森

の
内

に
煩
う
、
往

来
手
形

な
し
、
湊
村
切
戸

へ
小
屋
掛
、
乱
心

の
模
様

で
抜
出
る

女
房
病
気

に
て
、

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
滞
留
願
、

二
八
日
出
立

橋
台
湊
村
分
に
煩
、
小
屋
掛
、

二

一
日
出
立

熊

野
路
よ
り
足
痛
、
湊
村
橋
台

の
際

に
て
煩
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村

に
て
病
気
、
往

来
手
形
所
持
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り

権
現
出
の
内
に
行
倒
、
往
来
手
形
所
持

西
ノ
谷
村
御
所

ヶ
谷
に
小
屋
掛
養
生
、

二
八
日
死
去

熊

野
路

で
怪
我
、

田
辺
ま
で
駕
籠

で
、

下
長
町

に
止
宿
、
村
送
希
望

で
送
り
出
す

本
町
に
行
居
、
下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
頼

み
養
生
、
病
死
、
往
来
手
形
所
持

新
庄
村

に
て
病
気
、
小
屋
掛
養

生
、
二

一
珊
死
去

切
戸
で
煩
、
養
生
、
往
来
手
形
不
所
持
を
申
出
、
村
送
を
希
望
も

「非
人
体
」
と
不
許
可
、
六
月
二
五
日
死
去

下
長

町
大
和
屋
次
助
方
に
止
宿
、
風
気
故
滞
留
願
、
六
月

一
八

日
畠
立

下
長
町
浜

屋
清
蔵
方

に
て
頭
痛
、
滞
留
願
、

四
日
出
立

惣
兵
衛
病
気
、
大
橋
台
湊
村
分
土
手

際
に
煩
、
雨
覆
仕
指
置
、
七
月

一　

日
出
立

下
長
町
小
倉
屋
市
右
衛
門
方
に
て
病
気

、
養
生
滞
留
願
、

二
八
日
出
立

浄
行
寺
門
前

で
親
病
気
、
土
手
材
木
小
屋
で
養
生
も
病

死
、
寺
か
ら
届
、
町
在
は
拘
り

な
し

下
長
町
三
栖
屋
喜
助
方

で
煩
、
三
月
朔
日
、
全
快
出
立

下
長
斑
宿
屋
大
和

屋
次
助
方
で
頭
痛
、
養

生
滞
留
願
、

四
月
七

日
出
立

下
長
町
藤

代
屋
清
右
衛
門
方

に
て
風
気
滞
留

願
、
四
月

一
五
日
出
立

宿
ぬ
し
屋
惣
平
方

に
て
不
快
、
養
生
滞
留
願
、　

一
日
出
立

下
長
町
三
寸
屋
佐
吉
方

に
て
、
は
し
か

の
た
め
養

生
滞
留
願
、　

一
日
出
立

下
長
町
干
か
や
七
郎
兵
衛
方

に
て
、
頭
痛

の
た
め
養

生
滞
留
願

、

=

日
出
立

下
長
町
箒
屋
浅
之

助
方

に
て
、
は
し
か

の
た
め
養

生
滞
留
願

、

一　

日
出

立

下
長
町
室
屋
彦
左
衛
門
方

に
て
養
生
、

二
二
日
病
死

下
長
町
福
嶋
屋
茂
吉
方

に
て
、
は
し
か

の
た
め
養
生
滞
留

願
、
五
月

一
五
日
出
立

出
典
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近世 のパスポー ト体制

一
五
五

蓋
六

一
五
七

一
五
八

一
五
九

一
六
〇

一
杢

　
六
二

一
六
三

1丶
四

 

}
六
五

エ
ハ
六

六
七

!丶

ノ丶

 

}
六
九

一
七
〇

一
竺

一七
二

一七
三

　七
四

一七
五

一七
六

一七
七

　七
八

一七
九

天
O

年
　
月
　
日

享
和
三

・
五

・
一
〇

〃

三

・
五

・
一
五

〃

三

・
五

・
二
八

ク

三

・　

・
五

文
些

〃

　

・
三

・
一
八

〃
　

・
三

・

〃
　

・
四

・

〃
　

　
・
四

・
ニ
ニ

〃
　

・
五

二

五

〃
　

　

六

・
晦

〃

二

・

〃

二

・
七

二

六

〃

二

・
八

・
二
〇

〃

三

・　

一
〇

〃

三

・
四

二

〇

〃

三

・　

　

・
二
二

〃

四

・
七

・
　
九

〃

五

・
四

・
　
三

〃

五

・
一
〇

・
二

〃

五

二

〇

〃

六

・　

・
晦

〃
　
諞ハ
・
三

・
=
二

ク
　
亠ハ
・
四

・
一
四

〃

六

・
九

・
八

〃

六

・

　九

出

身

国

丹
　
　
後

出
　
　
雲

常
　
　
陸

伊
　
　
勢

阿
　
　
波

肥
前
長
1埼

 

三
　
　
河

出
　
　
雲

出
　
　
雲

出
　
　
雲

武
　
　
蔵

阿
　
　
波

隠
　
　
岐

伊
　
　
勢

武

蔵

他

山
城
京
都

陸
奥
田
村
郡

越
　
　
中

肥
後
天
草

信
　
　
濃

讃
　
　
岐

尾
　
　
張

播
　
　
磨

美
濃
太
田
宿

旅
人
名

・年
令

・男
女
な
ど

繁
七

(二
七
)、
女
房

(二
二
)

同
行

一
〇
人

(せ
き
)

同
行
七
人

(善
次
郎
)

了
阿

同
行
四
人

(
徳
寿
)

同
行
八
人

助
七

(七
〇
斗
)

同
行

四
人

(
い
は
)

同
行
七
人

女
同
行
二
人

同
行

一
四
人

同
行

三
人

(吉
兵
衛
)

同
行
二
〇
人

花
山

(旅
僧
)

同
行

四
人

(
ふ
さ
)

彦
八

同
行

五
人

(
ふ
さ
)

女
同
行
六
人

坊
主

(
八
〇
)

又
次
郎

(三

〇
)

与
兵
衛

岡
行

二
人

(す

て
)

伝吉

!丶
ノ/

喜兵

衛

死

 

親
子
三
人

(矢
小
吉
)

男

(七
〇
斗
)、
女

(六
五
)

旅
の
目
的

西
国
順
礼

順
　

礼

〃

諸
国
径
廻

順
　

礼

ク

西
国
順
礼

順
　

礼

〃ク

゜

〃〃

西
鬮
順
礼

西
国
順
礼

籠
豐

鑑

り

順
　
礼

〃

諸
国
巡
拝

順
　

礼

西
鬮
順
礼

順
　

礼

西
国
巡
拝

順
　

礼

備

考

繁
七
麻
疹
煩
、
下
長
町
箒
屋
に

一
宿
も
、
路
用
な
く
出
立
、
牛
鼻
岩
穴
に
て
養
生
、

【
五
日
出
立

下
長
町
大
和
屋
次
助
方
に
て
、
は
し
か

の
た
め
養
生
滞
留

願
、

二
〇
日
出
立

下
長
町
室
屋
彦
左
衛

門
方

に
て
、
は
し
か

の
た
め
養
生
滞
留

願
、
六
月
二
日
出
立

九
月
紀
州
に
参
、
湯
崎
で
入
湯
も
快
方
せ
ず
、
田
辺
で
養
生
も
回
復
せ
ず
、
村
送
希
望
、
往
来
手
形
所
持

昨
年

一
二
月
二
九
日
よ
り
下
長
町
宿
紋
八
方
に
痛
所
の
た
め
長
滞
留
、

一
月

一
一
日
出
立
、
紋
八
追
込
の
咎

下
長
町
干
か
や
七
郎

兵
衛
方

に
止
宿
、
猿
廻
と
喧
嘩
、
八
人

の
誤

一
札
あ
り

下
長
町
に
止
宿
、
病
気
に
て
村
送
希
望
、
送
り
出
す
も
南
部
よ
り
先
添
書
な
く
送
り
戻
る
、
又
々
送
り
状
認
送
り
出
す

下
長
町
谷
屋
五
兵
衛
方

に
て
、
風
気

の
た
め
滞
留

願
、　

四
日
出
立

下
長
町
万
屡
甚
七
方
に
止
宿
、
一
人
疱
瘡
も
無
理
に
幽
立
、
西
ノ
谷
村
で
歩
行
鬮
難
、
摂
待
所
で
養
生
、
八
月
四
B
親
元
札
状

西
ノ
谷
村
浜
で

一
人

足
痛
、
西

ノ
谷
村
に
指
置
、
二
三
6
出
立

本
町
善
吉
方

に
止
宿

、
善
吉
方
座
敷
壁

へ
ぎ
り
博
奕

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
て
足
痛
、
滞
留
願
、

一
月
二
二
日
出

立

熊
野
よ
り
病
気
、
通
し
駕
籠
で
下
長
町
に
止
宿
、
翌
朝
出
立
、
下
芳
養
で
急
変
、
中
浜
で
加
療
も
死
去

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
止
宿
、
養
生
滞
留

願
、
死
去

、
往
来
手

形
所
持

下
長
町
金
蔵
方
止
宿

の
武
蔵
、
肥
後
、
越
後

の
順
礼

一
〇
人
、
酒

に
酔

い
、
虚
無

僧
ら
と
喧
嘩

熊
野
路
で
足
痛
、
西

ノ
谷
村

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状

と
別
に
添

状
を
渡

す

下
長
町
三
栖
屋
門

八
方

で
煩
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り

、
往
来

一
札
所
持

紺
屋
町
か
ら
駕
籠
に
て
南
部
、
同
行
あ
と
か
ら
参
る
筈
が
来
ず
、
連
帰
る
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持

一
人
疱
瘡
に
て
加
療
、
西
ノ
谷
村
に
差
置
、
介
抱
人
付
串
す
、
同
行
者
は
別
に
滞
留
、

一
四
日
死
去
、

一
七
日
出
立

西
ノ
谷
村
中
浜
に
死
去
、
生
国
不
明
、
往
来
手
形
不
所
持

の
乞
食
と
し
て
、
勝
手
次
第
片
付
と
な
る

下
地
よ
り
癩
病
、
新
庄
村

に
て
養
生
滞
留

願
、
番
小

屋
に
差

置
、　

○
月

二
二
日
死
去

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方
に
止
宿
、
病
死

熊

野
路

で
足
痛
、
西

ノ
谷
村
で
歩
行
困
難
、
村

送
希
望
、
送
り
状
あ
り

、
往
来

一
札
あ
り

西
ノ
谷
村

で
伝
吉
が
足
痛
、
同
村
に
差
置
、
少

々
快
故
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持

神

子
浜
村

に
て
疝
気
、
足
痛
、
・
養
生
願
、
往
来

一
札
所
持
、
九

月

一
四
日
村

送
希
望

熊
野
路
で
煩
、
夜
前
下
長
町
に
参
る
、

一
た
ん
追
出
す
も
下
長
町
引
受
と
な
る
、
二
二
H
送
り
出
す

出
典

BAAAADDADBDDBDDBDDB.
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一
杢天

二
天
三

一
八
四

一
八
五

一
八
六

一
八
七

八
八

八
九

一
九
〇

九

 

一
九
二

一
九
三

一
九
四

九
五

九

ノ丶

 

一九
七

死
八

一九
九

　
δ
○

δ

一

二
〇
二

二
〇
三

一
δ
四

二
〇
五

一
δ
六

年
　
月
　
日

文
化
六

・
一　

・
二
〇

ク
七

!、

 

〃

七

・　

二

西

〃

七

・
=

マ

一
九

〃

八

　

・
二
三

〃

八

・
二

・
=
二

〃

八

・
三

・
四

〃

八

四
　

一
五

〃

八

・
五

入

〃

九
　

　
・
九

〃

九

・
三

・
　
九

〃

九

・
四

・
一
八

〃

九

・
五

・
七

〃

一
〇

二

一
・
七

〃
　
　
○

・
二

・
一
三

〃
　
　
○

・
二

・
二
〇

〃
　
一
〇

・
四

・
一
三

〃
　
一
〇

・
四

・
二
七

〃

一
〇

・
五

・

八

〃

}
○

・

七

 

〃

一
〇

・
一
二

・
二
五

ク

二
∵
朔

〃

・

二

・

〃

・
四

・
九

〃

・
五

・
九

〃

・
七

・
三

出

身

国

陸
奥
信
夫
郡

三
　
　
河

越
　
　
中

三
　
　
河

陸
奥
会
津

信
　
　
濃

播
　
　
磨

武
　
　
蔵

飛
　
　
騨

備
　
　
前

駿
　
　
河

越
　
　
後

伊
　
　
豆

和
　
　
泉

加
　
　
賀

越
　
　
後

武
蔵
江
戸

淡
　
　
路

武
蔵
江
戸

美
　
　
濃

伊
　
　
勢

上
　
　
総

尾
　
　
張

豊
　
　
後

常
　
　
陸

長
　
　
門

旅
人
名

・
年
令
:
男
女
な
ど

勘
九
郎
、
ち

ゃ
う

兄
弟
二
人

(灸
次
郎
)

三
之
丞

喜
兵
衛

同
行

=
二
人

(林
蔵
)

親
子
三
人

(倅
善
五
郎
)

同
行

四
人

(安
)

夫
婦

(善
次
郎
)

木
地
師
安
右
衛
門

(四
〇
斗
)

つ
る

(
=

ハ
)

長
助

(
七
〇
余
)

喜
助

(
六
七
)

同
行

四
人

(
ふ
さ
)

豊
田
屋
散
寿

亀
吉

久
次
郎

仲
村
屋
弥
吉

七

 

同
行
九

人

(け

ふ
)

同
行
二
入

(伊
左
衛
門
)

虎
蔵

惣
八

(一三

)

亀
瞽

(
一
四
)

そ

の

同
行
五
人

(利
曽
次
)

伊
兵
衛

同
行

=

"人

(定
助
)

旅
の
自
的

日
本
廻
国

西
国
順
礼

〃

順
　

礼
ク〃〃〃

乞
食
順
礼

順
　

礼

〃

病
気
療
養

順
　

礼

ク

四
国
巡
拝

順
　

礼

日
本
廻
国

順

。

礼

闘
閣
譫

順
　

礼

順
　

礼

,
〃

備

考

熊
野
路
よ
り
二
人
共
足
痛
、
下
長
町
備
申
屋
平
兵
衛
方
に
滞
留
願
、
村
送
希
望

湊
村
に

て
兄
足
痛
、
養

生
滞
留
願
、
往
来
手
形
所
持
、
村
送
希

望
、
送
り
状

湊
村

に
参
り
足
痛
、
往
来

一
札
所
持
、
村
送
希
望
、
送
り
状

湊
村
松
原
に
罷
越
、
喘
息

で
養
生
願
、
往
来
手
形
不
所
持
、
乞

食
扱

い
、　

二
月

二

一
日
死
去

下
長
町
浜
渥
清
蔵
方
に
滞
留

、
快
気

に
て
二
五
日
出
立

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方
に
疱
瘡
に
て
養
生
滞
留
願
、
二
五
日
出
立

下
長
町
谷
屋
幸
次
郎
方
滞
留
、
三
月

}
四
日
親
久
太
郎
国
元
よ
り
罷
越
、
三
人
は
出
立
、
三
月
二
〇
日
親
子
出
立

足
痛

に
て
下
長
町
平
野
庄
助
方

に
滞
留
、
村
送
希
望
、
送
り
状

湊
村
に
行
倒
、
最
初
乞
食
と
し
て
処
理
も

、
所
持
品
か
ら
蟹
所
な
ど
判
明
、
呵
を
申
付
け
ら
れ
る

母
と
同
道
に
て
西
国
順
礼
も
、
去
年
八
月
母
死
去
、
湊
村
に
罷
越
、
つ
る
出
産
、
小
屋
掛
、
二
月
五
日
出
立

湊
村

に
て
病
死
、
笠
に
国
名
、
名
前

な
ど
記
す

北
新
町

に
止
宿
後
、
下
長
町
平
野
屋
庄
助
方

に
宿
替
、
五
月

二
日
病
死
、
往
来
手
形
所
持

下
長
町
浜
屋
清
蔵
方

に
て
、
風
気

の
た
め
滞
留
願
、

一
六

日
出
立

足
痛
に
て
下
長
町

に
滞
留
、
村
送
希
望
、
送
り
状

下
長
町
平
野
屋
庄
助
方
に
風
気

の
た
め
滞
留
願
、

三
月
六

日
出
立

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
止
宿
、
滞
留

願
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
あ
り

下
長
町
に
止
宿
後
、
出
立
も
湊
村
に
て
困
窮
、
四
月
二
一
日
出
立
、
往
来
手
形
所
持
、
費
用
は
町
と
在
と
半
々

下
長
町
箒
屋
銀
兵
衛
方

に
て
養
生
滞
留

願
、
二
九

日
出
立

下
長
町
箒
屋
銀
兵
衛
方

に
て
養
生
滞
留
願
、
二
九

霞
出
立

下
長
町
備
中
屋

平
兵
衛
方

に
て
養
生
滞
留

願
、
往
来

一
札
所
持
、
村
送
希
望

、
送
り

状

湊
村
行
居
、
往
来

一
札
紛
失
の
由
、
村
送
で
送
り
出
す
、
帳
外
者
と
し
て
送
り
戻
さ
る
、
非
人
の
取
扱

西
ノ
谷
村
に
て
疱
癒
、
二
月

一
五
日
死
去
、
大
坂
で
迷
子
、
柱
来
不
所
持
も
国
元

へ
連
絡
、
四
月
五
日
返
状

足
痛
で
下
長
町
捻
金
屋
金
蔵
方
に
て
滞
留
願
、
嗣
行
と
離
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
あ
り
、
三
月
二
二
臼
礼
状

下
長
町
浜
屋
清
蔵
屶

に
滞
留
願
、

一
八
日
出
立

足
痛

に
て
、
下
長
町
平
野
屋
庄
助
方

に
滞
留
願
、

二

一
日
出
立

風
気

に
て
、
下
長
町
壷

屋
忠
蔵
方

に
滞
留
願
、　

一
日
出
立

出
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人
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年
令
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男
女
な
ど

小
町
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徳
之
助

同
行
四
人
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星
長
次
)

同
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四
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次
郎
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窪
文
四
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九
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親
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四
人
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次
郎
、
六
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親
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四
人

(安
右
衛
門
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親
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三
人
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)

角
右
衛
門
女
房
、
娘
、
孫

甚
五
郎

山
田
大
作
上
下
二
人

与
次
兵
衛

(
四
〇
斗
)

同
行

二
人

(定
八
)

甚
五
郎

親

子

(
理
助
)

清
七

婦
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(
四
〇
斗
)
、
子

(
一
〇
斗
).

同
行
三
人

(
み
と
)

平
右
衛
門
親
子
四
人

善
次
郎
夫
婦

有
膳

(盲
人
)

遊
山
篋
者
、
三
六
)、
ち
せ

(二
三
)

同
行

四
人

(又
蔵
)

治
助

同
行
八
人

(善
兵
衛
)

与
七
郎

旅
の
目
的

順
　
礼

順
　
礼

〃

西
国
順
礼
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礼
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西
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西
国
順
拝

西
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順
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備

考

相
撲
取
が
病
気
、
下
長
町
万
黶
甚
七
方
に
て
滞
留
、
湊
村
せ
ん
看
病
に
雇
わ
る
、
不
注
意

で
死
去

下
長
町
広
屋
忠
七
方

に
止
宿
、
疱
瘡
、
伝
染
を
嫌

い
、
南
部

の
忠
七
方

へ
預
、
三
月

四
B
出
立

北
新
町
三
栖
屋
仁
兵
衛
方
に
滞
留
、
往
来
手
形
所
持
、
歩
行
困
難
と
の
理
由

病
気

に
て
、
下
長
町
ほ
ふ
き
屋
吟
助
方
に
滞
留
願
、

五
月

三
日
出
立

糸
田
村
に
て
病
気
、
養
生

の
た
め
滞
留

、

=

二
日
出
立

下
長
町

い
つ
み
屋
藤
兵
衛
方

に
て
、
風
呂
か
ら
上
が
り
即

死
、

一
〇
月
朔

日
出
立

足
痛
に
て
江
川
浦
に
滞
留
、
岡
行
の
善
吉
親
子
四
人
は
一
一
月
二
日
出
立
、
安
右
衛
門

　
家
は
翌
年

一
月
二
四
日
娼
立

女
房
足
痛
に
て
、
下
長
町
新
屋
和
七
方
に
滞
留
願
、
二
六
日
出
立

熊
野

で
孫
疱
瘡
、
湊
村

に
送
り
来
、
養
生
、
六
月
二
七
藏
出
立

熊
野
路
よ
り
足
痛
、
下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方
に
滞
留

願

眼
病
鍼
施
療
治
の
た
め
、
下
長
町
浜
屋
清
蔵
方
に
滞
留
願

本
宮
よ
り
病
気

で
村
送
り
、
西
ノ
谷
村

に
て
死
去
、
往
来

一
札
所
持

不
快

に
て
、
下
長
町
三
栖
屋
喜
助
方

に
滞
留
願

足
痛

に
て
、
下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方

に
滞
留
願
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛
方
に
て
親

理
助
病
気
、

二
〇
日
死
去

足
痛
に
て
、
下
長
町
備
中
屋
平
兵
衛

方
に
て
滞
留
願
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

湊
村
小
泉

で
行
居
、
そ

の
前
下
秋
津
組
豊
助
方

に
止
宿
、
豊
助
無
理

に
出
立
さ
せ

る

口
中
痛
に
て
、

下
長
町
浜
屋
清
蔵
方
に
滞
留
願

、
四
日
出
立

湊
村
で
病
気

、
小
屋
掛

に
て
養
生
、
翌
年

一
月

一
九

日
出
立

熊
野
路
か
ら
女
房
病
気
、
西
ノ
谷
村
万
福
寺
で
函
窮
、
三
月
=

日
寺
内
で
死
去
、
善
次
郎
村
送
希
望
、
送
り
状

湊
村
に
て
死
去

片
町
網
屋
之
鼻
に
行

居
、
養
生
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
掛
り
物

は
町
在
半

分
ず

つ

下
長
町
広
屋
忠
七
方
に
て
病
死
、
文
政
二
年

=

月

二
日
、
町
名
主
の
礼
状
あ
り
、
商
用

の
旅

下
長
町
平
野
屋
庄
助
方
に
止
宿

、
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来
手
形
所
持

下
長
町
泉
屋
藤
兵
衛
方
に
滞
留

、
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来
手
形
所
持

神

子
浜
村

つ
ぶ
り
山
辺
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来
手
形
所
持

出
典
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け
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非
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定
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二
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親
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四
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、

り

の

、

い
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万
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親
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四
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佐
十
郎

(
五
八
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旅
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目
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諸
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順
拝

四
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四
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礼

 

西
国
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礼

諸
国
拝
礼

備

考

熊

野
路

で
女
房
病
気

、
湊
村
切
渡

へ
小
屋
掛
養
生
、
病
死
、
九
月

一
七
B
出
立

新
庄
村

に
て
逆
上

の
模
様
、
歩
行

困
難

に
て
小
屋
掛
養
生
、
三
月
五
日
村
継
送
出
、
送
り
状

新
庄
村

で
男
乞
食
行
倒
、
連

の
女

房
が
往
来

一
札
所
持
、
長
病
に

て
乞
食

と

の
由
、
た
け
滞
留

下
長
町
枌
屋
金
吉
方

で
病
死
、
五
月
七
日
二
人
出
立

下
長
町
湊
屋
源
兵
衛
方
に
滞
留

、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

文
政
二
年
九
月
二
五
日
、
本
町
に
て
病
気
、

一
}
月
八
日
病
死

(富
山
薬
屋
)、
翌
年
六
月
六
日
富
山
町
役
人
の
粍
状

西
ノ
谷
村
万
福
寺
前
松
原
に
打
臥
、
牛
ケ
鼻

へ
差
置
、
往

来

一
札
所
持
、
病

死

湊
村
に
打
臥
、
下
地
よ
り
癩
病
、
切
戸

へ
小
屋
掛
、
往
来

一
札
所
持
、
二
二
日
付

の
送
り
状
あ
り

権

現
馬
場

で
病
死
、
往

来

一
札
所
持

糸

田
村

に
打
臥
、
熊
野
路

で
足
痛
、
歩
行
困
難
、
村
送
希

望
、
送
り

状
、
往
来

一
札
所
持

下
万
呂
村
よ
り
村

送
り

に
て
、
湊
村

へ
、
西

ノ
谷
村
か
ら
芳
養

下
村

へ
送

る
も
、
書
付
な
く
送
帰
し
、
死
去

西

ノ
谷
村
に
打
臥
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所

持

湊
村
切
戸
上
ミ
土
手
添

に
乞
食
行
倒
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村
に
打
臥
、
村
送
霜
望
、
送
り
状
あ
り
、
往
来

一
札
所
持

伊
作
田
谷
村
に
て
病
死
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
角

屋
義
助
方

に
滞
留
、
村
送
希

望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

上
長
町
秋
津
屋
兵
作
方

に
行
居
、
言
舌

不
明

に
て
病
死
、
所
持
金

の
明
細
あ
り

下
長
町
角

屋
義
助
方

に

一
宿
、
病
死
、
往
来

一
札
所
持
せ
ず
、
番
人

に
片
付
け
さ
せ
る

西
ノ
谷
村

で
病
気
、
死
去
、
往

来

一
札
所
持

湊
村
に
て
行
居
、
往
来

一
札
不
所
持
、
風
来

の
体
も
病
気
故
、
小
屋
掛
養
生

江
那
浦

で
病
気
、
浜
船

の
間

へ
苫
に
て
囲
差
置
、
女
房
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村

に
荷
物
落
ち
、
本
人
行
方
不
明
、
往
来

一
札
、
道
中
記
、
納
経
な
ど
あ
り

下
長
町

に
て
い
く
病
気
滞
留

、
村

送
希
望
、
送
り
状
あ
り
、
抜
参
り
に
て
往

来

一
札
不
所
持

足
痛

の
た
め
目
良
村
に
て
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

新
庄
村

に
打
臥
、
歩
行
困
難

に
て
養
生
、
往
来

一
札
所
持
、
切
目
組
ま
で
送
り
状
あ
り

出
典
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四
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四
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一
二
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畠

身

国

武
　
　
蔵

遠
　
　
江
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前

武
　
　
蔵

讃
　
　
岐

伊
　
　
賀

美
　
　
濃

相
　
　
模

備
　
　
中

山
城
京
都

越
　
　
後

陸
奥
盛
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武
蔵
江
戸

美
　
　
濃

信
　
　
濃

備
　
　
中

長
　
　
門

常
　
　
陸

越
　
　
中

伊
　
　
勢

備
　
　
後

山
城
京
都

豊
　
　
後

越
　
　
後

三
　
　
河

摂
津
大
坂

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

同
行
七
人

(
豊
次
郎
)

同
行
四
人

文
左衛

門

 

清
成
院

与
助

(三
四
、
五
)

国
五
郎

万
助

仲
村
周
斎

久
助

同
行
四
人

(さ
よ
、
ま

つ
〉

佐
助

九
兵
衛

元
吉

近
江
屋
益
之
助

安
兵
衛

彦
十
、
娘

親

子

四
人

,(さ

ん

)

ぬ

い
利
兵
衛

長
右
衛
門

同
行

二
三
人

(そ

の
)

同
行
九
人

(せ
ん
)

丹
波
屋
助
七

小
右
衛
門

せ

ん

、

い

の

松
右
衛
門

大
和
田
屋
惣
兵
衛

旅
の
目
的

順
　

礼

順
　

礼

伊 鴨
勢
tS
禦}
参

 

修
行
者
躰

諸
国
順
拝

諸
国
順
拝

諸
国
順
参

西
国
順
礼

熊
野参

詣

 

西
鬮
四
国
順
拝

諸
国
順
拝

諸
国
拝
礼

 

諸
國
順
拝

西
国
順
礼

四
国
遍
路

諸
国
順
拝

順
　

礼

順
　

礼

諸
国
順
拝

諸
国
拝
礼

諸
国
順
拝

諸
国
順
拝

西
国
順
拝

備

考

下
長
町
大
和

屋
甚
兵
衛
方

に
止
宿
、
急
死
、
弟
ら
が
火
葬
を
望
む
も

不
許

可

下
長
町
箒
屋
銀
助
方
に
滞
留
、
療
治
か
な
わ
ず
死
去

足
痛
の
た
め
親
類
慈
幸
院
方
に
滞
留

江

川
浦

に
行
倒
、
往
来

一
札
所
持

夫
婦
連

に
て
罷
越
、
持
病

の
喘
息

で
宿
貸

し
頼

み
、
滞
留

薪
庄
村

に
行
居
、
養
生
滞
留

、　

二
月

;

二
日
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

西

ノ
谷
村
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
俵
屋
幸
吉

方
に
止
宿
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

新
宮
辺
で
疱
瘡
、
西
ノ
谷
村
で
行
居
、
養
生
滞
留
、
往
来

一
札

一
人
所
持
、
ま
つ
発
病
に
て
五
月
二
七
日
出
立

湊
村
に

て
行
居
、
養

生
滞
留
も
死
去
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
に
止
宿
、
滞
留
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札

所
持

西

ノ
谷
村

で
歩
行
困
難
、
養
生
滞
留
、
村
送
希
望

、
送
り
状

、
往
来

一
札

所
持

熊
野
路
で
発
病
、

西
ノ
谷
村

に
滞
留
、
村
送
希
望

、
送
り
状

、
往
来
手
形

所
持

平
野
屋
庄

助
方

に
止
宿
、
死
去
、
安

兵
衛

入
用
并

所
持
之
品
売
払
あ
り

彦
十
、
途

申
に
て
発
病
、
湊
村
で
養

生
も

死
去

、
娘
を
村
送

に
す
、
女
房

は
ロ
熊

野
で
死
去

娘

が
新
宮
領

で
病
死
、
女
房
が
発
病

、
湊
村

で
歩
行
困
難
、
小
屋
掛
養
生
、
往
来

一
札

所
持

熊

野
路

で
発
病
、
西

ノ
谷
村
で
歩
行

困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

往
来

一
札
所
持
、
芝
村
の
送
り
状
所
持
、
西
ノ
谷
村
よ
り
送
り
出
す
も
途
中
死
去
、
親
類
来
村
、
安
政
三
年
追
善

下
長
町
山
家
屋
源
七
方
滞
留
、
七
月
九
日
に
届
、
十
月
二
八
日
病
死
、　

一
月
朔
摂
、
隅
行
喜
八
出
立

下
長
町
福
嶋
屋
藤
助
方
に
て
滞
留
、
養

生
、
病
死

下
長
町
山
家
屋
源
七
方
に
て
滞
留
、
養

生
、
病
死

西
ノ
谷
村

で
歩
行
困
難
、
村

送
希
望
、
美
}り
犬
、
往
来

一
札
所
持

(文
政

一
〇
年
八
月
付
)

目
良
牛
鼻

で
歩
行
困
難
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
俵
屋
定
吉
方

で
せ
ん
病
気
養
生
、
村
送
希
望
、
い
の
は
付
添
に
て
送
出
、
往
来

一
札
所
持

西

ノ
谷
村

で
発
病
、
村
送
希
望

、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村
で
行
暮
、
発

病
、
村
送
希
望
、
美
}り
状
、
往
来

一
札
所
持
、
妻
は
阿
波

で
死
去

出
典

BBBBBBBA

・

BBABBABBBBAAABBABB

村
送

○○○
.

○○○○○○○○○○○

45



史 窓

入
五

}
天
六

二
八
七

}天

八

二
八
九

二
九
〇

九九

 

死
三

九
四

九
1i二

九
プく

 

二
九
七

九
/L

九
九

 

、δ

○

コ
.2OvQ

四

 

ご
δ

五

三
〇
六

〇
七

0
ノ丶

〇
九

 

三
　
〇

年
　
月
　
日

天
保
誓

四

・七

〃
　
五

・
論
ハ
・
}
八

〃
　
亠ハ
・
二

・
二

〃
　
轟ハ
・
二

・
}
二

〃

六

酒二

〃

ノ丶

〃

ノ丶

ン丶

四

 

〃

七

・
七

六

〃

七

・

三IL

 

〃

八

〃

ノt

四

 

〃

八

四

〃

八

七

 

〃

八

〃

九

・　

バ

〃

九

・　

.ハ

〃

九

・
四

・

○

〃
　

.
○

・

二

・
亠ハ

〃

一
〇

・
四

・
八

〃

O

r,

 

〃
　
一
〇

よ

一
・
二
八

〃

・
三

・
四

〃

=

丁

五
・
二

〃

「
三

九

・
七

〃

　
瓢
∵

菰

〃
　

四

・
四

・

出

身

国

摂
津
大
坂

美
　
　
濃

出
　
　
羽

美
　
　
濃

遠
　
　
江

伊
　
　
豆

上
　
　
野

淡
　
　
路

陸
奥
仙
台

三
　
　
河

播
　
　
磨

摂
津
大
坂

伊
　
　
予

飛
　
　
騨

羮
　
　
濃

備
　
　
中

美
　
　
濃

摂
津
兵庫

 

武
蔵
江
戸

信
　
　
濃

摂
津
大
坂

ヒ
匕
又
㌫
ム
旧
臨
Ψ

ム
陪
釜

車

庭

越
　
　
前

武
蔵
江
戸

陸
奥
仙
台

旅
人
名

・
年
今
∴
男
女
な
ど

大
和
屋
源
兵
衛

道
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四
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五
男
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貰

い

(三

四
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五
男
)

同
行
四
人

(繁
右
衛
門
)

同
行
三
人

(亀
次
)

綱
吉

伊
左
衛

門
、
忰

人
形
遣

五
人

(
三
蔵
)

喜
八

親

子
四
人

(娘

い
よ
)

母
と
忰
三
人

広
瀬
屋
辰
之
助

弥
平
次

親
子
四
人

と

の

同
行

四
人

(ち
よ
)

親
子
四
人

同
行
六
人

為
吉

箕
瀬

く
の
、
忰

親
子
三
人

新
屋
太
助

吉
兵
衛

漢
丹

(尼
僧
)

同
行
五
人

(与
兵
衛
)

旅
の
目
的

諸
国
順
拝

掻

戳

丁員
擺
†
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握

塀

士
丁

出
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諸
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拝
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国
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拝
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国
順
拝

 

諸
国
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拝
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西
国
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拝
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礼

諸国
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拝

 

順
　

礼

匹
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Jilt
=(

 

四
騁

驪
拝

諸
国
順
拝

熊
野
心
願

備

考

下
長
町
京
屋
八
平
方
に
て
病
気
滞
留
、
病
死

湊
村
に
て
行
居
、
小

屋
掛
養
生
、　

一
月
七
日
出
立

湊
村

に
て
歩
行
困

難
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持
、
野
嶋
村

で
急
死
、
礼

状
あ

り

下
長
町
平
野
屋
庄
助
方
に
止
宿
、
死
去

下
長
町
浜
屋
清
蔵
方
に
止
宿
、
病
死

西
ノ
谷
村

に
て
病
気
、
死
去
、

三
月

二
三

日
両
人
出
立

湊
村

に
て
行
居
、
小
屋
掛
養
生
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

富
田
組
十
九
淵
村
か
ら
村
送
、
湊
村

に
て
伊
左
衛
門
病
気
、
養
生
も
死
去

下
長
町
浜
屋
清
蔵
方

に
止
宿
、
病
気

に
て
死
去

新
庄
村
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状

、
往
来

一
札
所
持

湊
村
に
て
野
宿
、

い
よ
病
死
、
往
来

一
札
所
持

母
す
ま
、
市
ノ
瀬
村
で
病
死
、
猪
蔵
は
迷
子
、
他
二
人
は
市
ノ
瀬
村
か
ら
村
送
、
猪
蔵
は
湊
村
か
ら
村
送

西

ノ
谷
村
で
足
痛
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札

所
持

新
庄
村
で
歩
行

困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

湊
村
に
て
歩
行
困
難
、
小
屋
掛
養
生
、
往
来

一
札
所
持
、
二
月
九
日
と

二
月

一
四
日
に
全
員

死
去

北
新
町

に
て
行
倒
病
死
、
国
元
の
礼
状

(三
月
六
日
)、
弟
善
松

の
自
力
帰

国
を
願
う

下
長
町
箒
屋
銀
助
方

で
病
気
、
滞
留
、

一
人
は
四
月

一
五
日
大
坂
出
立
、
三
人
は
四
月

二
三
日
出
立

大
橋

辺
で
病
気
、
湊
村
に
小
屋
掛
養
生
、
往
来

一
札
所
持
、
四
月
八
ヨ
出
立

下
長
町
大
和
屋
甚
兵
衛
方
に
止
宿
、
滞
留
願

西
ノ
谷
村

で
病
気
、°
村
送
希
望
、
送
り
状
、
宗
門
往
来
手
形
所
持

庄
司
新

地
で
発
病
、
小
屋
掛
養
生
、
天
保

二

年

一
月

三
β
、
出
立

湊
村
佐
平
次
知
音
に
て
暫
滞
留

下
長
町
捻
金
屋
庄
兵
衛
方
に
病
気
滞
留
、
死
去

伊
作
田
谷
村
で
発
病
、
小
屋
掛
養
生
、
往
来

一
札
所
持

湊
村
に
て
暫
滞
留

下
長
町
箒
屋
銀
助
方
に
養
生
滞
留

出
典
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国
巡
拝

西
国
巡
拝

諸
国
順
拝

諸
国
順
拝

諸
鬮
順
拝

諸
國
順
拝

轢

仏
閣
参
詣

諸
国
参
冒・匕録鏖蓬

瓣
鬨
順
拝

 

諸
国
順
拝

諸
鬮
揮
礼

諸
国

参
言旨

 

諸
国
行
脚

諸
鬮
順
拝

諸
国
順
拝

諸
国
順
拝

 

諸
国
順
拝

磁!
i三司
西
薩 玉
」牘調

三

備

考

湊
村

で
足
痛
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持
、
村
送
、
駕
籠
代
な
ど
入
用

の
覚
あ
り

佐
兵
衛
病
死
、
女
房
病
気

中
、
娘
幼
稚

の
た
め
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り

神
子
浜
村
に

て
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

(天
保
四
年

四
月
付
)

西

ノ
谷
村
で
歩
行

困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札

所
持

て
つ
疱
瘡
、
西
ノ
谷
村

に
て
死
去
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村
で
歩
行
困
難
、
小
屋
掛
養
生
、
往

来

一
札
所
持
、
死
去
、
親
類
来
村

(九
月

一
二
日
〉

湊
村
で
し
か
病
気
、
往
来

一
札
所
持
、
最
初
小
屡
掛
、
御
奥
様

の
里
者
故
、
手
厚
く
養
生
、
五
月
三
〇
日
快
気
出
立

.

湊
村
に
て
病
気
、
村
送
り
希
望
、
往

来

一
札
所
持

、
送
⑳
状
あ
り

西
ノ
谷
村
龍
泉
寺
門
前

で
歩
行
困
難
、
村

送
り
希
望
、
往
来

一
札
所
持
、
送
り
状
あ
り

藤
五
郎
、
善
根
宿

に
て
死
去
、　

(異
死
帳

記
載
)
、
往
来

一
札
所
持
、
家
出
息
子
の
捜
索
を
目
的

湊
村
善
根
宿

で
そ
よ
死
去
、
往
来

一
札
所
持

、
二
月

二
日
出
立

西
ノ
谷
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持
、
国
元
庄
屋
礼
状
あ
り

鉛
山

へ
入
湯
後
、
宿
伊
八
方
に
滞
留

、
清
七
発
病
、
死
去

下
長

町
に
て
清
吉
病
気
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

糸

田
村

に
て
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

北
新
町
山
家
屋
甚
助
方
に
止
宿
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持
、　

(医

師
)

新
庄
村
東
光
寺
で
発
病
、
京
都
ま

で
村
送
希
望
、
先
例
な
く
不
許
可
も

送
り

状
あ

り

田
辺
領
に
て
長
期
滞
留
考
か
尋
来
る
、
女
房
病
気
に
て
長
期
滞
留
の
旨
返
答
あ
り

湊
村

に
て
発
病
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村
で
女
房
病
気
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札

所
持

西
ノ
谷
村
で
女
房
発
病
、
小
屋
掛
養
生
、
夫
と
娘
は
発
病
、
死
去
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

江
絹
浦
で
足
痛
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

出
典CACCCCCCCCCCCACACCCCCC

村
送○○○○○○○○○○○○○○○

注

.

.出
典
は

『
田
辺
町
大
帳
』
　

(
A
と
略
称
)
、　

『
田
辺
万
代
記
』　

(B
と
略
称
)、　

『
紀
州
田
辺
御
用
留
』　

(C
と
略
称
)
。

　
　
D
は
、　

『
田
辺
町
大
帳
』
と

『
田
辺
万
代
記
』

の
両
方
に
記
事

が
あ
る
も

の
。

　
　
な
お
、
出
身
国
は
多

く
が
村
名

や
町
名
ま

で
わ
か
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た
。
旅
人
名
欄

の
括
弧
内
は
難
渋
者
本
人
で
数
字
は
年
齢

で
あ
る
。
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窓史

表
2
　
紀
州
藩
領
民
の
自
国
で
の
難
渋
者

一
覧

四

 

五/丶七ノt九

 

}
○三　

三
　
四

一
五

一
六

一
七ノ丶

 

}
九

一δ三ニ
ニ

二
三

二
四

年
　
月
　
日

元
禄
二

・
七

・
二
四

宝
永
七

↓

一
・
二
三

享
保

四

・
一
一
・
一
五

〃

・
=

マ

三

汐

一
五

・
　
O

寛

保

一
・
四

・
一
六

宝
暦

一
　

・
八

・
二
〇

明
和
八

・
八

・
二
四

安
%K

九

 

〃

二

・
関
三

〃

三

・
三

・
二
四

天
明
四

・　

・
四

〃

七

・
二

・
　
=

　

〃

八

・
三

・
　
五

〃

八

・
六

人

轡
湘政

　　
　

亠ハ
・
一
二

〃
　
}
二

・
一
二

・
三

享
塾

・五

〃

二

二

〇

・
一
三

〃

三

・　
　

二

δ

ク

三

・
一
二

・
一
二

文
化
三

・　
　

・晦

〃

四

・
七

・
二
二

〃
　
七

・
三

・
亠
ハ

出
　

身
　
　地

田

辺

本

町

廿
五
村
之
内
竹
ノ
平

木
　
　
本
　
　
浦

田

辺

(

カ

)

芳
　

養
.

村

田

辺

新

町

十
津
川
七
色
村

田

辺

南

新

町

1:11

辺

伊

作
田

村

 

新

窩

江

丿u

 

三
番
内
井
川
村

朝
来
組
鮎
河
村

 

熊
野
三
木
里
村

田

辺

袋

町

若
　

　山
　
　
湊

紀

州

長

膓

周

参

見

組

新
宮
太
田
紐

若

山

新

宮

勝

浦

有
田
郡
次
谷
村

南

部

山

内

若

山

吹

上

旅
人
名

・
年
令

・男
女
な
ど

茂

」1二
!19.一角写

 

女

(
=

ハ
)

同
行
一
四
人

(喜
兵
衛
女
房
)

左
太
夫

(三
〇
斗
)、
市
松

(八
、九
)

弁
六
後
家
、
娘

新
右
衛
門
後
家

(五
二
、
三
∀

母
子
三
人

(亀
松
)

せ
き

L
厂
一鳳
バ酊
隴
」

騨
畦
ん
磊

ド

禅
'し・

 

源
亠ハ後
{豕
、
忰

(三
、　
四
)

親
子
三
人

磐

衛
嬰

(三
〇
斗
)
、
娘
(六
V

浄
心

市
之
助

(
二
五
)

同
行
三
人

同
行
三
人

(か
ね
)

五
嶋
純
蔵
、
矢
ロ
武
四
郎

母
子
二
人

女市
右衛

門

四
五

ノ丶
十郎

旅
の
目
的

西
国
順
礼

参
　

富

西
国
順
礼

湯
　

　
治

醜」一

ノ 丶

十
六
部

 

町
へ
物
貰

諸
国
拝
礼

酉
国
順
礼

順
　

礼

四
羆

野
壽

備

考

高
野
山

へ
参
る
由

に
て
、
次
原
村

で
死
去
、
兄
が
礼

に
参

る

疱
瘡
病
人
、
加
療
も

二
五
日
死
去
、
田
辺
に
縁
な
し
、
真
砂
村
庄
屋
返
書
持
参
、
礼
に
来
る

田
辺

で
煩

い
病
死
、
喜
兵
衛
か
ら
下
長
町
年
寄

へ
書
付

那
賀
郡

に
て
左
太
夫
死
去
、
市
松

の
迎
え
依
頼
、
田
辺
町
に
該
当
者

不
在

と
回
答

後
家
、
那
賀
郡
で
死
去
、
娘
迎
え
依
頼
、
最
初
は
不
明
と
返
答
、
再
吟
味
で
弁
六
兄
弟
迎
え
に
参
る

有
田
郡
に
て
病
気
、
大
庄
屋
よ
り
連
絡
が
入
り
、

一
類
の
者
迎
え
に
参
る
、
病
人
駕
籠

に
て

滝
谷
之
鼻

へ
船
で
揚
り
、
痛
所
歩
行
困
難
、
自
分
駕
籠
を
雇
、
深
谷

へ
罷

越

参
宮
の
帰
途
、
勢
州
田
丸
領
四
疋
田
村
で
死
去
、
四
疋
田
村
庄
崖
か
ら
書
状
が
届
く
も
、
該
当
者
不
明

参
宮
途
中
病
気
、
岡
行
二
人
に
別
れ
、
日
高
北
塩
齷
浦
で
養
生
、
親
類
の
迎
え
依
頼
も
不
明
、
死
去

西
ノ
谷
村
牛
鼻

に
て
京
参

の
も

の
病

死

南
部

に
て
行
倒
人
、
周
辺

の
村

々
に
所
持
品
、
年
令
、
着
用
物
な
ど
提
示
し
捜
索
、
判
明

谷
村

に
て
死
去
、
村
中
共
同
で
死
者

の
金
品
を
く
す
ね
る
、
取
調

一
件
文
書
あ
り

後
家
、
浄
行
寺
門
前
で
死
去

、
後
家
兄
ら
迎
え

に
参
る

湊
村
で
夫
婦
病
気
、
小
屋
掛
養
生

若
山
北
新
町

に
て
女
病
死
、
女

は
松

ノ
下

六
助
娘

に
相
違
な
し

西
ノ
谷
村

で
足
痛
、
村
送
希

望
、
送
り
状

牛
尾
五
兵
衛
殿
後
松
原
に
煩
い
、
切
戸

へ
小
屋
掛
、
無
宿
の
旨
申
す
に
よ
り
、
番
人
ま
か
せ
と
な
る

湊
村
に
て
病
気
、
小
屋
掛
養
生

西
ノ
谷
村

で
女

一
人
歩
行
困
難
、
病
死
、
往
来

一
札
も
た
ず

北
新
町
南
部
屋
長
吉
方
に
罷
越
、
か
ね
癪
気
に
て
滞
留

下
長
町
谷
屋
幸
次
郎
方
に
頭
痛
に
て
滞
留

牛
鼻
に
養
生
、
母
り
う
死
去
、
娘

い
そ
は
瘴
聾
若
年

の
た
め
村
送
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

神
子
浜
村
に
て
病
気
、
爾
部
に
問
い
合
せ
、
八
年
以
前
帳
外
の
者
、
薬
用
に
及
ば
ず
、
少
々
快
な
れ
ば
追
出

八
十
郎
は
途
中
で
帰
し
、
湊
村
で
風
邪
、
養
生
の
た
め
滞
留
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

出
典

ABDAADBABBBBABABBBBAABBB

村
送○○○
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近世 のパスポー ト体制

二
五

二
六

一毛二
八

二
九

三
〇

一三三
二

三
　二

三
四

三
五

三
六

三
七

三
八

三
九

四
〇

璽四
二

四
三

四
四

四
五

四
六

四
七

四
八

四
九

五
〇

年
　
月
　
日

文
化
九

・
六

〃

・
七

ニ

モ

〃

=

一
・
四

・
二
二

〃
　
=
二
・
七

・
二
九

　
三

・
三

・
一
四

〃

一
四

・　

・
二
〇

文
政

一

・
一
〇

・
=

　

〃

・
二
〇

〃

五

・

　
一
　

〃

七

・　

九

〃

七

・
九

二

}四

〃

八

・
五

ク
　
【
○

・
三

・
　
δ

〃

・
五

・

一
〇

〃

入

・
三

天
保
四

∴
二
・
一
七

〃

四

・
六

・
五

〃
　
四

・
ゐハ
・
亠ハ

〃

五

・
四

・
一
〇

ク

五

・
七

・

〃
　
亠ハ

・
一
一
・
一
　

ク
　
亠ハ
・
亠ハ
・
二
〇

〃
　
亠
ハ
・
七

・
　
○

〃
六

八

ク

六

・

一
九

〃
　
亠
ハ
　
　
　
　
一
・
二

四

出
　

身
　
　地

田
辺
北
新

町

太
　

地
　

浦

那
賀
郡
西
大
井
村

口
熊
野
有
田
浦

 

新
宮
新
鍛
治
町

名
草
郡
三
葛
村

口
熊
野
並
浦

 

伊
東
郡
佐
谷
村

口
熊
野
見
老
津
浦

海
士
郡
善
明
寺
村

口
熊
野
西
向
村

上
那
賀
郡
松
井
村

若
山
御
小
人
町

田
辺
伊
作
田
下
村

奥
熊
野
佐
渡
村

熊

野

勝

浦

口
熊
野
二
部
村

新
宮
桐
原
村

周
参
見
組
田
野
井
村

名
草
郡
栗
栖
出
嶋
村

古
座
浦
山
手
村

三

戸

河

村

ロ
熊
野
田
並
浦

串
　
　
本

,
浦

池
　
　
之
　
　
山

滝

村

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

善
六

同
行
二
人

(四
郎
)

ふ
し

辰
之
助

円

」:1

!κ一1%i't

 

親
子
三
人

徳
兵
衛

文
右
衛
門
、
儀
助

五
郎

(二
二
)

浄
源

(六
〇
)

又
兵
衛

(二
五
)

大
次
郎

(二
九
)

P

4

し

滌
ヴ

・
Ψ
7

希

璋
ー

女
同
行
六
人

米
蔵

(六

一
)

万
益

(盲
人
)

甚
助

(二
八
)、
母

(六
七
)

次
郎
右
衛
門

(七
〇
)

円
蔵

源
蔵

 

角
懿

(亜
ハ)、
いの
二
9
、
・
三
五
)

吉
次
郎

(
一
六
)

た
け
、
と

み

甚
作

仁
左
衛

門

(
六
四
斗
)

古
谷
兵
蔵

(六
〇
斗
)

旅
の
目
的

西
国
順
粍

出
　

稼

西
国
四
国
順
拝

諸
国
順
拝

田
高
へ
奎

稼

諸
国
順
拝

西
国
四
驕

拝

四
国
順
拝

出
　

稼

参
　

宮

出
　
　
稼

四
国
順
拝

鸛
羹
纛
拝

西
国
順
礼

西
国
順
拝

西
国
順
拝

諸
飼
順
拝

西
翻

膿

拝

備

考

脊

田
組
か
ら
歩
行
困
難
、
送
り
来
る
、

下
有

田
組

へ
礼
状

泉
州
堺

へ
漁
稼

の
帰
途
、
病
気
、
西
ノ
谷
村
に
て
村
送
希
望

、
送
り
状

熊
野
路
で
足
痛
、
下
長
町
平
野
屋
庄
助
方
に
滞
留
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

北
新
町
備
中
屋
清
右
衛
門
方
に
病
気
滞
留

何
回
も
抜
出
し
順
拝
、
病
気
に
て
村

送
希
望

、
糸

田
村
か
ら
送
り
出
す
、
送
り
状

神
子
浜
村

で
女
房
病
気
、
養
生
、
少

し
快

に
て
村
送
希
望

神

子
浜
村

で
疱
瘡

の
た
め
養
生
、
付
添

人
ち

や

(
四
九
才
)
死
去
、
徳
兵
衛
も
病
死

湊
村

で
文
右
衛
門
、
歩
行
困
難

、
小
屋
建
養
生
、
全
快
出
立

(
=

一月

一
七
日
)

病
気

に
て
帰
宅
途
中
、
江
川
浦

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状

湊
村

に
て
歩
行
困
難
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

順
拝

の
帰
、
新
庄
村
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

湊
村

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

　
札
所
持

湊
村

で
足
痛

の
た
め
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

印
南
宇
杉
村
に
止
宿
中
、
隣
郷

の
者
押
入
り
、

一
五
才

の
女

一
人
野
合

へ
連
出
す

新
庄
村
で
病
気

、
小
屋
掛
養
生
も
病
死
、
往
来

一
札
所
持

下
長
町
山
家
屋
源
七
方
に
病
気
滞
留
、
按
摩
稼

新
庄
村
で
甚
助
病
気
、
村
送
希
望
、
送
り
状

神
子
浜
村
で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

新
庄
村
岩
穴
で
病
気
養
生
、
く
に
、
角
兵
衛
病
死
、
山
手
村
に
い
の
の
処
遇
を
問
う
も
拒
否
さ
る

湊
村

で
行
居
、
切
戸

へ
小
屋
掛
養

生
も

死
去
、
往
来

一
札
所
持

帰
国
中
、
新
庄
村

で
病
気
、
村
送
希

望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

権

現
宮

に
て
行
居
、
小
屋
掛
養
生
も

死
去

、
往
来

一
札
所
持

湊
村

一
ノ
鳥
居
楠

ノ
丁
に

て
行
倒

、
往
来

一
札
所
持

伊
作
田
下
村
に
行
倒
、
懐
中
に
年
貢
通
所
持
、
滝
村
に
連
絡
し
、
下
長
町
の
親
類
宅
養
生
も
死
去

出
典BBAABBBBBBBBBBBABBBBBBBABB

村
送○○○○○○○○○○○○○○○
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窓史

互五
二

五
三

五
四

五
五

五
六

五
七

五
八

五
九

六
〇

ノ 丶

 

六
二

六
三

六
四

六
五

六
六

六
七

六
八

六
九

七
〇

七

 

七七

年
　
月
　
日

天
保
七

・三

・
=

一

〃

七

・
三

・
二
三

〃

八

・
五

・
六

〃

八

・
五

・
二
五

〃

八

・
七

・
ニ
ニ

〃

九

・
二

・
三

〃
九

孟

〃

九

八

・
一
〇

弘
化
三

・
四

・
一
=

〃
　
一二

・
五

・
一
亠
ハ

〃

四

二

・　

一

〃

四

・
八

・
　
二

嘉
永
四

・　
　

・
二
九

〃

五

二

二

・
一
三

〃
　
∴
ハ
・
一
一
・
朔

安
政

一　
・
亠
ハ
・
亠
ハ

〃

五

・九

・

八

万
延

　

・
五

・
一
〇

文
久

一

・
四

・
一
二

ク
　
　
　
・
五

・
二
亠
ハ

〃
　

・
七

・
二
〇

ク
　

一
⊥
ぐ

〃
　
コ
一
・
閃
　
・
一
諞
ハ

出
　

身
　
　地

口
熊
野
里
野
浦

若
山
中
之

嶋

四
番
組
原

村

熊

野

勝

浦

口
熊
野
見
老
津

 

四
番
領
下
川
下
村

新
宮
宇
久
井
村

日
高
郡
ノ」丶

松
原
村

牟
婁
郡

志
村

 

江
　
　
川
　

浦

熊

野

勝

浦

 

伊
都
郡
佐
野
村

新
宮
領
九
重
村

勢
州
田
丸
領
閥
弓
村

名
草
郡
坂
弁
村

名
草
郡
薗
部
村

 

奥
熊
野
佐
渡
村

熊
野
三
越

村

口
熊
野
古
座
浦

口
熊
野
佐
渡
浦

 

牟
婁
郡
大
野
村

田

辺

海

道

丁

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

染

、
こ
ん

浄
円

松
蔵

万
悦

(盲
人
)

親
子
五
人

轡
作

八

久
蔵

五

 

平
蔵
後
家
、
忰

、
孫

い
と

(三
〇
斗
)、
子
供
二
入

堺
屋
与
兵
衛

平
習

親
壬
二
人

弥
蔵

次
郎
吉

(
四

一
)

父

(五
〇
斗
)
、
子

(四
斗
)

楠
右
衛
門

粥
謝

祥

山

(七

一
、
盲
入

)

平
次

(三
二
)

慶
治

親
子
四
人

(文
兵
衛
、
五
〇
斗
)

亀
右
衛
門

(瓢
六
)、
な
つ
(六
)

三
太
郎

(七
〇
斗
)

旅
の
目
的

西鬩
驕
拝

諸
国
順
拝

諸
国
拝
拝

旅
　

稼

四
国
拝
礼

匹 「
匡鱗
四
匡1s')
ui頁
謇単

 

湯
　
　
治

四
国
順
拝

 

四
国
順
拝

閣

四
嬲

捧

湯
　
　
治

四
醫

国
順
拝

西
国
巡
礼

社
寺
順
拝

 

諸

靉

順

羊

一一.面
ー

丿

季

出
　

稼

四
鬮
西
鬮
順
拝

四
国
順
拝

揖
瞬
斯
署
韈
軍

正
il
睥韮
-
丿
笹

霊爵
1蜀
叢
場
用買
斜三

備

考

西
ノ
谷
村

に
て
こ
ん
病
気

、
隠
坊
喜
兵
衛
宅

へ

一
宿
も
死
去

道
中

の
怪
我

で
西

ノ
谷
村
に

て
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、

送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

江

用
浦

で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

(天
保
四
年
四
月
付
)

湊
村
で
歩
行
困
難
、
往
来

}
札
所
持
に
て
小
屋
掛
養
生
、
両
親
兄
姉
次
々
死
去
、
か
め

(五
才
)、
出
立

下
長
町
浜
屋
清
蔵
方
に
止
宿
、
疱
瘡
に
て
死
去

途

中
に
て
足
痛
、
村
送
希
望

、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

湯
崎
入
湯
、
帰
国
途
中
に
忰
病
気
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往

来

一
札
所
持

湊
村
に
て
い
と
病
気
、
村
送
希
望
も
病
重
く
養
生
申
死
去
、
子
供
の
引
取
を
問
い
合
す
も
該
当
者
不
明

若

山
橋
向
丁

に
て
行
倒
、
往
来

一
札
所
持
、
仮
埋
、
兄
喜
右
衛
門
出
立

湊
村

に
て
病
気
、
小
屡
掛
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持
、
送
り
状

湯
崎
か
ら
下
長
町
角
歴
義
助
方
に
止
宿
、
定
吉
病
気
、
往
来

一
札
所
持
で
村
送
希
望
も
、
入
湯
故
不
可
と
な
る

湊
村

に
て
乱
心
躰
で
村

送
、.
往
来

一
札
所
持
、
送
り
状

伊
作

田
下
村
に

て
歩
行

困
難
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持
、
送
り
状

江
川
浦
で
父
死
去
、
規
原
乞
食
と
も
み
え
ず
、
そ
の
た
め
、
領
内

の
者

か
取
調
べ
さ
せ
る

西
ノ
谷
村

に
て
発
病
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

田
辺
瀬
戸
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

伊
作

田
下
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

(嘉
永
五
年
三
月
付
)

伊
作

田
谷
村

で
発
病
、
村
送
希
望
、
往
来

一
札
所
持
、
村
送

の
入
用
覚
あ
り

糸

田
村

で
発
病
、
村
送
希
望

、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

西
ノ
谷
村
で
疱
瘡
の
た
め
行
屠
、
小
黶
掛
養
生
も
死
去
、
往
来

　
札
所
持
、
小
屋
掛
入
用
の
覚
あ
り

湊
村

で
亀
右
衛
門
発
病
、
村

送
希
望
、
送
り
状
、
往
来

一
札
所
持

和
佐
組
井
ノ
ロ
村
で
発
病
、
雷
舌
不
明
も
参
宮
者
か
、
送
り

一
札
等
不
所
持
、
問
い
合
せ
も
該
当
者
不
明

出
典BBBBBABBCCCACCCCCCCCCCA

村
送

○○○○○○○○○○○○○○

注

日
出
典
な
ど
表

1
に
同
じ
。
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表
3
　
紀
州
藩
領
罠
の
他
国
で
の
難
渋
者

哨
覧

近世 のパスポー ト体制

一四五
0
ノ丶

 

七八

 

九一
〇

一=

一

亠
三

　
四

一
五

ゐ
ノ丶

 

一
七八

 

一
九

二
〇

一
=

二
二

二
三

二
四

年

肩
　
日

元
禄
四

・
九

・
七

〃

二
八

・
二
五

寛
保

　
・
五

・
朔

〃
　

・
六

・

宝

暦
三

・
四

・
一
〇

安
永

四

・
七

・
四

ク

七

・
五

゜

天
明

三

・
七

・
四

〃

八

毛

・
朔

鷹兇
政

一
二

・
亠
ハ

享
和

一
・
五

・
三

〃

三

・
五

・
一
九

文
化
九

・
一
一
・
二
七

〃

=

一
・
九

・
二

〃

}
二

・
九

・
二
〇

文
政

一　
・
亠ハ
・
七

〃

四

・
五

ク

四

・
七

〃

五

・
五

ク
　
亠
ハ
・
四

∴
二

〃

一　

・
七

・

〃

人

天
保
五

・
八

・
五

ク

五

二

〇

・
二
四

出
　

身
　

　地

田

辺

本

町

田

辺

田
辺
江

川
中
町

奥
熊
野
大
泊
村

伊
作
田
荒
光
村

田
　

辺
　

町

牟
婁
郡
市
木
村

田

辺

糸

田

村

田

辺

南

漸

町

田
辺
江
川
浦
平
野
丁

田
辺
西
谷
村
鉢
坊

田

辺

湊

村

田
辺
孫
九
郎
丁

田
辺
新
庄
村
鳥
巣
浦

有
田
郡
谷

村

由

辺

本

町

田

辺

湊

村

田

辺

江

川

浦

田
辺
江
川
浦
本
町

田

辺

湊

村

田
辺
南
新

町

田

辺

湊

村

口
熊
野
三
尾
川
村

旅
人
名

・
年
令

・
男
女
な
ど

た
ね

江
川
清
次
郎

つ
る

(二
三
)
、
娘

忠
右
衛
門

同
行
六
人

(や
や
)

了
源

(三
〇
斗
)

そ
よ
他
二
名

親
子
四
人

多
助

同
行
四
人

す
て

親
子
四
人

源
吉
忰
捨
松

銀
次
郎
、
忰
直
蔵

(
一
〇
)

親
子
三
人

同
行
七
人

(ゑ
い
)

親
子
三
人

(利
兵
衛
)

親
子
三
人

同
行
二
人

(又
助
)

同
行
　
四
人

(武
平
次
、
六
〇
)

同
行
二
人

(治
郎
吉
)

正
常
院

母
子
四
人

磯
八
娘
ふ
く

旅
の
臼
的

乞
食
順
礼

六
十

/、

部

 

西
国
順
礼

善
光
寺
参

袖
乞
順
礼

 

千
力
寺
順
拝

伊
勢
参
宮

四
国
遍
路

四
国
順
拝

西
国
順
礼

 

闘

闘

順
拝

伊
勢
参
宮

西
国
順
拝

四
鬮
順
拝

備

考

須
磨
浦

ニ
ノ
谷

に
て
死
去
、
連
絡
が
あ
り
、
兄
弟
与
茂
太
郎

に
出
立
申
渡

さ
る

備
後
福
山
に
て
病
死
、
片
町
船
頭
太
郎
左
衛
門
、
福
山
へ
参
る

山
城
伏
見
で
つ
る
病
死
、
若
山
の
役
人
か
ら
娘
引
取
の
依
頼
、
当
該
者
不
明
の
返
答

出
羽
鶴
岡
か
ら

「あ
ん
だ
」
に
乗
せ
村
送
に
来
る
、
村
送
否
定
の
藩
法
に
ふ
れ
問
題
化

(関
連
九
月
三
日
)

播
磨
に
て
疱
瘡
、
同
地
で
二

一
〇
日
斗
養
生
、
通
し
駕
籠
で
送
り
参
る
、
送
り
状
や
当
人
の
ロ
上
あ
り

石
見
国
で
首
縊
、
先
方
よ
り
往
来
手
形
写
持
参

で
大
坂
屋
敷

に
問

い
合

せ
、
当
該
者
不
明

道
連
の
武
蔵
国
百
姓
を
尋
ね
、
上
野
に
て
留
置
、
問
い
合
せ
も
、
市
木
村
な
く
当
該
者
不
明

和
泉
国
璽病

気養

生

往
来

札
を
み
せ

鬨
元
へ
の
村
送
り
を
願
う

月
国
フc
出
立

七
月

八
日
帰
村

 

江
戸
か
ら
帰

国
途

中
、
藤
白

で
病
気
、
村
送
り
で
帰

着
も

、
当
日
死
去

僑
濃
に
て
、
は
る
病
死
、
は
ん
病
気
、
岡
行
二
入
は
帰
國
、
は
ん
の
迎
え
を
依
頼
、
親
切
な
処
遇
、
抜
参
宮

同
行
に
は
な
れ
、
商
売
女

に
売
ら
れ
る
も
、
御
師

に
救
わ
る
、
す
て
の
口
上
書
あ
り
、
礼
状

丹
波
で
清
吉
病
気
、
病
死
、
女
房
も
発
病
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り
、
往
来

一
札
所
持
、
乞
食
順
礼

伊
勢
松
坂
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望

で
送
り
出
す
も
、
井
関
村
で
急
変
、
死
去
、
源
書
出
立

伊

予
で
銀
次
郎
病

死
、
先
方
領
主
よ
り
大
坂
蔵
屋
敷
に
、
直
蔵

の
迎
え
依
頼
、
親
類
出
立

摂
津
か
ら
送
り
状
持
参
で
田
辺
に
来
る
も
、
江
川
浦
の
兄
が
不
明
な
た
め
、
在
所
へ
の
送
り
戻
し
を
希
望

近
江
柏
原
宿

で
ゑ

い
死
去
、
本
町
年
寄

の
礼
状
あ
り

伊
予
で
病

死

(五
月
七
日
)、
諸
入
用
払

い
、
五
月

一
一
臼
同
地
出
立

、
五
月

二
八
日
帰
着

伊
勢
松
阪
で
善
之
丞
病
気
、
村
送

で
帰
国
も
、
有
田
郡
古
規
村
で
死
去
、
送
り
状
あ
り

土
佐

に
て
病
気
、
死
去

、
御
改
め
な
く
書
付
も
な
し
、
戒
名
あ
り
、
諸
入
用
済

新
庄
村
幸

助
船
で
金
毘
羅
参
詣
、
帰
路
、
阿
波
で
病
死
、
同
行
三
入
が
船
で
連
帰
る

丹
後
で
歩
行
困
難
、
村
送
希
望
、
送
り
状
あ
り
、
町
年

寄
ら
礼
状
あ
り

出
典

DDBD

唱

BBBBABBBBBBAB甲
　
A

日
高
辺

へ
罷

越
、
そ
れ

よ
り
抜
参
、
播
磨
で
病
死

土
佐
に
て
母
弘
病
死
、
先
方
領
主
よ
り
幼
年
の
娘
忰
の
引
取
要
請
、
往
来

一
札
所
持
も
、
そ
の
後
不
明

摂
津
桑
原
村

か
ら
村
送
、
幼
年
病
中
故
、
代
官
が
伝

馬
継
を
指

示

BBB

村
送

○○○○○○○○
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窓史

二
五

二
六

二
七

二
八

二
九

三

〇

一三三

二

年
　
月
　
日

天
保
六

ニ

エ

・
　
二

ク

八

・
二

,
〃

九

・
閏
四

・
八

嘉
永
二

・
八

〃
　
亠
ハ
　
　
　
・
一
三

〃
　
亠
ハ
・　
　
・
二
八

〃

六

九

 

文
久
二

・閏
八

・
一
八

出
　

身
　

　
地

牟
婁
郡
こ
の
が
村

田
　

辺
　

村

田
　

辺
　

領

田
jl7
剃乎
庄
村

岩
1[;奇
村

 

田

辺

湊

村

田
辺
領
古

町

田
辺
新
庄

村

田

辺

紺

屡

町

旅
人
名

・
年
令

・
93
女
な
ど

小
さ
ん

(
一
四
斗
)

寿
二
野
、
蔦
枝

(四
、
男
)

母
子

新
兵
衛
、
同
女
こ
よ
、
喜
兵
衛

庄
太
夫
、
娘
ひ
ち

と
く
、
娘
二
人

つ
き
、
娘
さ
よ

常
七
、
忰
喜
七

旅
の
自
的

四
国
順
拝

西
国
順
拝

四
靉
遍
路

四
溺
順
拝

四
国
順
拝

四
国
順
拝

四
国
順
拝

備

考

京
都
西
門
町
で
病
気

の
躰
、
京
都
町
奉
行
所
か
ら
在
所
問

い
合
せ
、
当
該

の
村
不
明
の
返
答

播磨

で
寿

野
病
死

先
方
よ
り
蔦枝

の
引
取
要
請

寿

野
は

四
年
前
出
奔

帳外

の
1三(.t

引
取
拒
否

 

土
佐
で
母
り
よ
病

死
、
娘

こ
よ
幼
年
故
、
先
方
よ
り
大
坂
蔵

屋
敷
に
引
取

の
依

頼
あ

り

土
佐
で
喜
兵
衛
死
去

町
波
で
庄
太
夫
病
死
、
先
方
よ
り
往
来

一
札
写
を
添
、
ひ
ち
の
31
取
依
頼
、
当
該
者
不
明
の
返
答

土
佐
で
母
と
く
病
死
、
往
来

一
札
を
提
示
し
、
娘

二
人
の
引
取
依
頼
、
当
該
者
不
明

の
返
答

阿
波

で

つ
き
死
去
、
先
方
よ
り
さ
よ
の
引
取
依
頼
、
親
類

の
者
が
迎

へ
に
参
る
、
詳
細

讃
岐
で
常
七
病
死
、
喜
七
幼
年
故

、
迎
え
依
頼
、
親
類

の
者
迎

へ
に
参

る

出
典

BABCCCCA

村
送
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注

:
出
典
な
ど
表

1
に
同
じ
。


